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平成26年３月６日（木曜日）

午前10時２分開会

会議に付託された議案等

○議案第60号 平成25年度宮崎県一般会計補正

予算（第４号）

○議案第63号 平成25年度宮崎県山林基本財産

特別会計補正予算（第１号）

○議案第64号 平成25年度宮崎県拡大造林事業

特別会計補正予算（第１号）

○議案第66号 平成25年度宮崎県就農支援資金

特別会計補正予算（第２号）

○議案第67号 平成25年度宮崎県沿岸漁業改善

資金特別会計補正予算（第１号）

○議案第73号 宮崎県森林整備加速化・林業再

生基金条例の一部を改正する条

例

○議案第75号 宮崎県農業構造改革支援基金条

例

○議案第77号 宮崎県水源地域保全条例

○報告事項

・損害賠償額を定めたことについて（別紙１）

○環境対策及び農林水産業振興対策に関する調

査

○その他報告事項

・社団法人宮崎県林業公社の経営状況について

・建設工事における指名競争入札の試行結果の

検証と今後の取扱いについて

・２月１３日～１９日の積雪による林業関係被

害等について

・みやざきフードリサーチコンソーシアムの設

立について

・建設工事における指名競争入札の試行結果の

検証と今後の取扱いについて

・平成25年度うなぎ稚魚の採捕状況等について

・レベル１津波に対する要対策箇所の選定につ

いて

・豚流行性下痢（ＰＥＤ）の発生状況等につい

て

・口蹄疫埋却地の再生整備状況について

・２月１３日～１９日の積雪による農業関係被

害等について

出席委員（８人）

委 員 長 山 下 博 三

副 委 員 長 有 岡 浩 一

委 員 緒 嶋 雅 晃

委 員 原 正 三

委 員 横 田 照 夫

委 員 岩 下 斌 彦

委 員 髙 橋 透

委 員 前屋敷 恵 美

欠席委員（なし）

委員外委員（なし）

説明のため出席した者

環境森林部

環 境 森 林 部 長 堀 野 誠

環境森林部次長
金 丸 政 保

（ 総 括 ）

環境森林部次長
楠 原 謙 一

（ 技 術 担 当 ）

部 参 事 兼
川 野 美奈子

環 境 森 林 課 長

みやざきの森林
那 須 幸 義

づくり推進室長

環 境 管 理 課 長 上 山 伸 二

循環社会推進課長 神 菊 憲 一

自 然 環 境 課 長 佐 藤 浩 一

森 林 経 営 課 長 水 垂 信 一
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山村･木材振興課長 河 野 憲 二

み や ざ き ス ギ
石 田 良 行

活 用 推 進 室 長

工 事 検 査 監 西 山 悟

農政水産部

農 政 水 産 部 長 緒 方 文 彦

農政水産部次長
興 梠 正 明

（ 総 括 ）

農政水産部次長
郡 司 行 敏

（ 農 政 担 当 ）

農政水産部次長
那 須 司

（ 水 産 担 当 ）

畜産新生推進局長 中 田 哲 朗

農 政 企 画 課 長 鈴 木 大 造

ブ ラ ン ド ・
甲 斐 典 男

流 通 対 策 室 長

地域農業推進課長 向 畑 公 俊

連 携 推 進 室 長 大久津 浩

営 農 支 援 課 長 工 藤 明 也

農業改良対策監 後 藤 俊 一

食 の 消 費 ・
和 田 括 伸

安 全 推 進 室 長

農 産 園 芸 課 長 日 髙 正 裕

農 村 計 画 課 長 宮 下 敦 典

畑かん営農推進室長 原 守 利

農 村 整 備 課 長 河 野 善 充

水 産 政 策 課 長 成 原 淳 一

漁業･資源管理室長 日向寺 二 郎

漁 村 振 興 課 長 神 田 美喜夫

漁港整備対策監 木 下 啓 二

畜 産 振 興 課 長 押 川 晶

家畜防疫対策課長 西 元 俊 文

工 事 検 査 監 岩 永 修 一

総合農業試験場長 井 上 裕 一

県立農業大学校長 山 内 年

水 産 試 験 場 長 山 田 卓 郎

畜 産 試 験 場 長 岩 﨑 充 祐

事務局職員出席者

議 事 課 主 査 佐 藤 亮 子

議事課主任主事 川 崎 一 臣

○山下委員長 ただいまから、環境農林水産常

任委員会を開会をいたします。

まず、本日の委員会の日程についてでありま

す。

日程につきましては、お手元に配付いたしま

した日程案のとおり行うこととしてよろしいで

しょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○山下委員長 それでは、そのように決定いた

します。

執行部入室のため、暫時休憩いたします。

午前10時２分休憩

午前10時４分再開

○山下委員長 委員会を再開をいたします。

きょうは目の前にきれいなお花が飾ってあり

ますが、ストックという花だそうです。きょう、

日南から髙橋委員が準備をしていただいたそう

でありますが、きょうはそういう爽やかな雰囲

気の中で爽やかな答弁をお願いしたいと思いま

す。

それでは、本委員会に付託されました議案等

について、部長のほうから概要説明を求めます。

○堀野環境森林部長 おはようございます。環

境森林部でございます。よろしくお願いいたし

ます。

お手元に配付しております、常任委員会資料

の表紙をごらんください。

本日の説明事項は、提出議案が５件、その他
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報告事項が、別途お配りしている分を含めて３

件でございます。

まず、Ⅰの予算議案といたしまして、議案第60

号「平成25年度宮崎県一般会計補正予算（第４

号）」など３件ですが、これにつきましては後ほ

ど御説明いたします。

次に、Ⅱの特別議案ですが、議案第73号「宮

崎県森林整備加速化・林業再生基金条例の一部

を改正する条例」につきましては、国の復興関

連予算で造成されました当該基金の残額を国へ

返還するため、所要の改正を行うものでありま

す。

議案第77号「宮崎県水源地域保全条例」につ

きましては、これまで基本的な考え方や条例の

骨子（案）等を御説明してまいりましたが、水

源地域内の土地取引に係る事前届出制度の創設

等により、水源地域の機能維持を図るための条

例を制定するものであります。

次に、Ⅲのその他の報告事項でございますが、

１の社団法人宮崎県林業公社の経営状況につい

てなど２項目のほか、別途お配りしております、

２月13日から19日の積雪による林業関係被害等

につきまして御報告いたします。

それでは、１ページをごらんください。

平成25年度環境森林部歳出予算の表でござい

ます。

この表は、議案第60号を初めとする３つの予

算議案に関する歳出予算を課別に集計したもの

でございます。このうち、議案第60号に関する

一般会計の補正につきましては、事業費の確定

や国の補正予算に伴う森林整備加速化・林業再

生基金の積立金の増額など、必要な措置をする

ものであります。

表の中ほどの補正額Ｂの列の網かけをしてお

ります小計の欄にありますように、13億7,712

万8,000円の増額をお願いしております。

この結果、補正後の一般会計予算額は、その

右側の補正後の額Ｃの列に書いてありますとお

り、317億5,144万3,000円となります。

また、議案第63号及び議案第64号に関する特

別会計の補正につきましては、一般会計への繰

り出し等に伴うものでありまして、下から２段

目、補正額Ｂの列の網かけをしております小計

の欄にございますように、1,678万6,000円の増

額をお願いしております。

この結果、環境森林部の一般会計と特別会計

を合わせました補正後の予算額は、表の一番下、

補正後の額、Ｃの列の網かけをしております合

計の欄にございますように、322億9,409万1,000

円となります。

次に、右側の２ページをごらんください。

議案第60号に関する平成25年度繰越明許費に

ついて追加及び変更の補正をお願いするもので

ございます。これは、市町村など事業主体にお

きまして事業が繰り越しとなるものや、工法の

検討に日時を要したものなどの理由によりまし

て、翌年度への繰り越しをお願いするものであ

ります。

２の表の追加分につきましては、今回新たに

環境森林課ほか３課の所管事業で、表の合計の

欄に網かけの部分ですが、106カ所、21億9,196

万2,000円の繰越明許費の追加をお願いするもの

であります。

また、３の表の変更分につきましては、既に

御承認いただいております繰越明許費の額を変

更するもので、自然環境課ほか２課の所管事業

を合わせまして、表の合計の欄に網かけしてあ

りますとおり、163カ所、繰越額で87億7,186

万7,000円に変更をお願いするものであります。

次に、一番下の４の表、平成25年度債務負担
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行為補正についてであります。これは、自然環

境課で所管しております山地治山事業につきま

して、平成26年度までの期間で、限度額６億4,000

万円の債務負担行為の設定をお願いするもので

あります。

私からの説明は以上でありますが、詳細につ

きましては、担当課長、室長から御説明申し上

げますので、よろしくお願いいたします。

○川野環境森林課長 環境森林課の補正予算に

ついて御説明いたします。

お手元の平成25年度２月補正歳出予算説明資

料の環境森林課のところ、171ページをお開きく

ださい。

環境森林課の補正額でありますが、一番上の

行の左から２列目の補正額の欄にありますよう

に、8,579万9,000円の減額補正をお願いしてお

ります。その内訳は、その下にありますように、

一般会計が１億258万5,000円の減額、その４つ

下になりますが、特別会計が1,678万6,000円の

増額となっております。

この結果、補正後の予算額は、一番上の行の

右から３列目にありますように、一般会計、特

別会計を合わせまして43億924万8,000円となり

ます。

それでは、以下、主な内容について御説明い

たします。

173ページをお開きいただきたいと思います。

一般会計についてであります。まず、下から

４段目の（事項）職員費の2,120万円の減額であ

ります。これは、環境関係職員の人件費につき

まして、給与減額措置等に伴う執行残が生じた

ため減額を行うものでございます。

174ページをお開きください。

下から２段目の（事項）職員費の7,012万9,000

円の減額であります。これは、林務関係職員の

人件費につきまして、先ほどと同様、給与減額

措置等に伴う執行残が生じたため減額を行うも

のであります。

次に、176ページをお開きください。

下から２段目の（事項）森林環境税基金積立

金の461万8,000円の増額であります。これは、

森林環境税の税収見込みが増額になったことに

より、税収の基金への積立額を増額するもので

あります。

次に、177ページをごらんください。

一番上の段の（事項）わが町のいきいき森林

づくり推進事業費691万9,000円の減額でありま

す。これは、森林の公有林化を行う市町村に対

する補助額が、当初の見込みを下回ったことに

より減額を行うものであります。

次に、ページ中ほどにあります（事項）県営

林機能強化促進事業費の234万9,000円の減額で

あります。これは、県営林経営計画策定のため

の基礎データ調査の委託料につきまして、新規

雇用者の就労日数が、けがなどにより当初の見

込みを下回り、人件費分に執行残が生じたため

減額を行うものであります。

次に、179ページをお開きください。

山林基本財産特別会計についてであります。

上から５段目の（事項）元金の200万円の減額と、

その３段下の（事項）利子の８万4,000円の減額

であります。これは、不測の事態に備えて、毎

年度短期借り入れの償還金を予算計上している

ところでありますが、その実績がなかったこと

による減額であります。

次に、180ページをお開きください。

拡大造林事業特別会計についてであります。

まず、上から５段目の（事項）県行造林造成事

業費の2,095万4,000円の増額であります。主な

ものとしましては、説明欄の３の補助費等の307
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万7,000円の増額でありますが、これは、立木売

り払い額が当初の計画を上回る見込みであるた

め、土地所有者への分収交付金を増額するもの

であります。

なお、５の繰出金につきましては、立木売り

払い収入が計画を上回る見込みであることなど

により、一般会計に2,000万円を繰り出すもので

あります。

次に、下から２段目の（事項）元金の200万円

の減額と、次の181ページの２段目の（事項）利

子の８万4,000円の減額であります。これにつき

ましても、短期借り入れの実績がなかったこと

による減額であります。

以上が補正予算の説明でございます。

次に、特別議案について御説明いたします。

説明内容としましては、平成26年２月定例県

議会提出議案の議案第77号、55ページになりま

すが、お手元の常任委員会資料で御説明させて

いただきます。

資料の７ページをごらんください。

まず、１の条例制定の理由についてでありま

す。県土の76％を占め、水源涵養機能などを有

する森林は、水の供給源である水源地域として

保全していくことが重要でありますことから、

その機能の維持を図るため、水源地域内の土地

取引に係る事前届出制度の創設などを内容とす

る条例を制定するものであります。

次に、２のこれまでの経緯についてあります。

昨年の３月に、水資源保全対策特別委員会から

条例制定についての御提言をいただき、それ以

降、市町村や関係団体、森林審議会などとの意

見交換を行いながら、制定に向けての検討作業

を進めてきたところであります。

７月には条例の概要案を、10月には骨子（案）

などをまとめ、それぞれ常任委員会において御

報告させていただいたところでありますが、11

月にはパブリックコメントなどを実施して、骨

子（案）に必要な修正を加え、今議会に議案と

して提出させていただいております。

次に、３のパブリックコメントの結果につい

て御報告いたします。

実施期間は、昨年の11月６日から12月６日ま

での１カ月間で、新聞や県庁ホームページを通

じて周知を行い、この結果、（３）にありますよ

うに、５名の方から延べ11件の御意見をいただ

いたところであります。

いただいた御意見の内容につきましては、ペ

ージをめくっていただいて、９ページ、10ペー

ジの別紙１の表にまとめておりますので、こち

らをごらんください。

この表は、条例の該当する項目ごとに御意見

の内容と、その意見に対する県の考え方につい

て記載しております。さまざまな御意見をいた

だきましたが、条例制定に反対する御意見はあ

りませんでした。

以下、主なものについて御説明いたします。

まず、上から２つ目、１─２ですが、「土地取

引に係る事前届出制度の創設により、森林売買

など今まで見過ごされていた部分にかなりの効

果が期待できると思う」といった、条例制定に

ついて評価する御意見をいただきました。

次に、その２つ下、２─１ですが、「事前届出

を義務づける水源地域の指定の範囲を限定的に

してほしい」との御意見をいただきました。こ

の点につきましては、事前届出という県民への

新たな負担義務を考慮し、水源地域の指定範囲

を水源涵養機能の高い地域に限定して指定を

行っていくこととしております。

次に、右のページをごらんください。

上から３つ目、３─２ですが、事前届出制度
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について、「県民への周知、特に県外所有者への

周知を徹底してほしい」との御意見をいただき

ました。

事前届出制度が適切に運用されるためには、

県民への周知が重要と考えておりますので、県

外所有者への周知も含め、より効果的な周知方

法を検討し、取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

さらに、その下の４─１ですが、「土地収用法

第３条各号に掲げる事業を行う者についても事

前届出制度の適用除外とするよう、規則に定め

てほしい」との御意見をいただきました。

これは、電気事業者からいただいた御意見で

あります。具体的には、電気事業者が送電線や

電柱などを設置する場合の土地の利用や売買に

ついては、公益性が高く、その目的が明らかで

あるなどから、事前届出制度の適用除外として

定めてほしいという趣旨であります。

事前届出制度の適用除外の範囲につきまして

は、規則で定めることにしておりますので、い

ただいた御意見などを踏まえ、検討してまいり

たいと考えております。

パブリックコメントの結果については以上で

あります。

次に、８ページに戻っていただきまして、４

の条例の概要等について御説明いたします。

まず、（１）の骨子（案）からの主な変更点で

あります。表にありますように、骨子（案）で

は事前届出の期限につきまして、土地売買等の

契約を締結しようとする日の30日前までとして

おりました。その後、森林審議会などにおいて、

県外や遠隔地の土地所有者への対応について御

意見をいただいたことや、届出事務がふくそう

した場合など、市町村への意見照会や現地調査、

助言に時間を要するケースも想定されるため、

これらを踏まえて再度検討を行った結果、事前

届出の期限を約２週間早め、契約締結の６週間

前までと変更させていただいたところでありま

す。

次に、（２）の条例の概要についてであります

が、別紙の２、ページめくっていただきまして

資料の11ページ、12ページになりますが、こち

らに記載しております。この内容につきまして

は、先ほど、主な変更点として御説明しました

部分以外は、10月の常任委員会で御説明いたし

ました骨子（案）の概要とほぼ同様でございま

すので、ここでの詳細な説明は省略させていた

だきます。

なお、12ページの終わりの部分になります

が、15の施行期日と16の経過措置の附則に係る

規定は、今回新たに追加した部分であります。

まず、施行期日でありますが、２段階施行と

しておりまして、アの事前届出制度に関する規

定以外の規定につきましては、公布の日とし、

イの事前届出制度に関する規定につきましては、

公布の日から起算して６月を超えない範囲内に

おいて規則で定める日としております。

また、次の経過措置でありますが、この規定

は、事前届出制度の施行時に、いつの時点の契

約から届出が必要となるのかを明確にしたもの

であります。

例を用いて説明しますと、事前届出の施行日

が、仮に８月１日である場合、８月10日に土地

売買の契約を予定してる人は、契約締結日の６

週間前に届出を行うことは不可能であります。

このため、事前届出制度が適用となる契約は、

６週間前での届出が実際可能となる、８月１日

から起算して６週間を経過した日以後、この場

合でしたら９月12日以降になりますが、締結予

定のものである旨を明記したものであります。
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次に、ページお戻りいただきまして、再度、

８ページをごらんください。

５の今後のスケジュールについてであります。

今議会で議決をいただきました場合には、３

月下旬ごろに条例の公布を行い、同日に事前届

出制度以外の部分について施行となります。そ

の後、水源地域の指定手続を進めることとして

おりますが、具体的には、まず、関係市町村長

へ意見照会を行った後、指定案を取りまとめて

告示・縦覧を行い、指定案についての意見書の

提出があった場合は、意見聴取などを行うなど

の手続を踏んだ後、指定の告示を行うことにな

ります。

その後、指定地域や事前届出制度についての

周知期間を経まして、最長でも９月下旬ごろま

でには事前届出制度をスタートさせる予定とし

ております。

環境森林課の説明は以上であります。

○上山環境管理課長 続きまして、環境管理課

の補正予算について御説明をいたします。

歳出予算説明資料の環境管理課の183ページを

お開きください。

環境管理課の補正額は、左から２列目の補正

額の欄にありますように、一般会計で6,241

万2,000円の減額でございます。右から３列目に

ありますように、補正後の額は４億3,261万1,000

円となります。

それでは、主なものにつきまして御説明させ

ていただきます。

185ページをお開きください。

まず、中ほどの（事項）大気保全費の476

万9,000円の減額であります。主なものとしまし

ては、説明の欄、１の大気汚染常時監視事業の242

万9,000円の減額でありますが、これは、主に大

気汚染測定機器購入等の入札の残でございます。

次に、その下の（事項）水質保全費で719

万4,000円の減額であります。主なものは、説明

の欄、１の水質環境基準等監視事業の666万9,000

円の減額でありますが、これは、主に河川等の

水質測定に伴う委託契約の入札残でございます。

１枚おめくりいただきまして、186ページをご

らんください。

上から２つ目の（事項）口蹄疫環境調査費で715

万3,000円の減額であります。口蹄疫埋却地周辺

の地下水等につきましては、現在も年２回のモ

ニタリング調査等を実施しておりまして、水質

の異常等が発生した場合は、詳細な水質調査を

行うこととしております。今回、新たな水質異

常が発生しなかったために、不要となりました

旅費や需用費を減額するものでございます。

次に、187ページの一番上の（事項）公害保健

対策費で4,199万4,000円の減額であります。主

なものは、説明の欄、１の公害健康被害補償対

策費でありますが、高千穂町土呂久地区に係る

公害健康被害者の方々への補償給付におきまし

て、医療費等の療養の給付や遺族補償一時金等

の給付が、当初の見込み額を下回ったことによ

るものでございます。

環境管理課の説明につきましては、以上でご

ざいます。御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。

○神菊循環社会推進課長 続きまして、循環社

会推進課の補正予算につきまして御説明いたし

ます。

同じく、歳出予算説明資料の189ページをごら

んください。

当課の補正額は、左から２列目の補正額の欄

にありますように、一般会計で2,286万1,000円

の増額をお願いしております。

その結果、右から３列目にありますように、
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補正後の額は17億7,939万2,000円となります。

それでは、主なものにつきまして御説明いた

します。

おめくりいただきまして、191ページをごらん

ください。

まず、中ほどの（事項）産業廃棄物処理対策

推進費で2,869万7,000円の増額であります。内

訳につきましては、その下の説明の欄をごらん

ください。

２の産業廃棄物処理監視指導事業の71 1

万4,000円の減額につきましては、毎年、廃棄物

処理施設から排出されるダイオキシン類等の検

査を実施しておりますが、この委託費の入札残

によるものと、廃棄物監視員の人件費及び活動

経費等の減によるものでございます。

７の産業廃棄物税基金積立金の5,009万円の増

額でございますが、これは、産業廃棄物税の税

収増等による基金への積立金の増額によるもの

でございます。

11のみやざきの循環資源利用促進事業448

万9,000円の減額につきましては、この事業は、

地域にある廃棄物等の循環資源の有効活用シス

テム構築の取り組みに対して、補助金を交付す

るものでございますが、今年度予定していた３

件に対し、２件の採択になったことなどによる

ものでございます。

次に、一番下の（事項）廃棄物減量化・リサ

イクル推進費で580万6,000円の減額であります。

次の192ページをお開きください。

その主なものとしましては、説明の欄２の循

環型社会推進総合対策事業519万円の減額であり

ます。これは、産業廃棄物のリサイクル施設の

整備を行う事業者に対して補助金を交付する、

産業廃棄物リサイクル施設整備補助金の執行残

等でございます。

循環社会推進課の説明は以上でございます。

御審議のほどよろしくお願いいたします。

○佐藤自然環境課長 それでは、自然環境課の

補正予算について御説明いたします。

同じく、自然環境課、資料の193ページをお願

いいたします。

自然環境課の補正額は、左から２列目の補正

額の欄にありますように、一般会計で６億4,699

万5,000円の減額であります。

この結果、補正後の額は、右から３列目にあ

りますように、32億2,438万9,000円となります。

それでは、その中の主な事項について御説明

いたします。

１枚めくっていただきまして、195ページをお

願いいたします。

中ほどの（事項）自然保護対策費で213万円の

減額でございます。主な事業といたしまして、

説明欄の４、生物多様性保全総合対策事業であ

ります。この事業は、鹿の食害等により絶滅の

危機に瀕している森林生態系などの保護・保全

活動や回復活動を行う市町村や団体を支援する

ものでありますが、市町村等の要望が、予定を

下回ったことなどにより減額を行うものでござ

います。

次に、196ページをお願いいたします。

上から３段目の未来へつなぐ森保全対策事業

費で200万9,000円の減額でございます。これは、

説明欄の１、未来への遺産 ふるさとの巨樹古

木等保全事業において、市町村が行う巨樹古木

の治療やフェニックスの害虫駆除の事業量が予

定を下回ったことなどにより、減額を行うもの

でございます。

次に、一番下の（事項）山地治山事業費で8,612

万5,000円の減額でありますが、これは国庫補助

決定に伴う補正でございます。
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次に、下のページ、197ページをお願いいたし

ます。

上段の（事項）緊急治山事業費、さらにその

下の林地崩壊防止事業費につきましては、とも

に災害関連の事業でございますけれども、今年

度は補助事業に該当する工事箇所がなかったこ

とから、全額を減額するものでございます。

次に、その下の保安林整備事業費で4,427

万7,000円の減額でありますが、国庫補助決定に

伴う補正でございます。

次に、一番下の保安林管理事業費で133万4,000

円の減額でございます。この説明につきまして

は、次の198ページをおめくりください。説明欄

の１の保安林の指定・解除事務費でございます

けれども、国庫補助決定に伴いまして減額する

ものでございます。

次に、その下の鳥獣保護費で158万円の減額で

ございます。これは、野生鳥獣の保護に関する

経費でございますけれども、旅費や需用費など

の事務費等において節約を図ったものでござい

ます。

次に、その下の鳥獣管理費で2,248万4,000円

の減額でございます。これは、主な事業でござ

いますけれども、説明欄の１、有害鳥獣（シカ

・サル）被害防止緊急対策事業費は、緊急雇用

創出事業臨時特例基金を活用した事業で、被害

の多い22市町村にシカ・サル対策指導員を配置

するものであります。

当初、県内22市町村に40名を配置する予定で

ありましたけれども、雇用者数が予定に達した

ことなどから減額するものでございます。

また、説明欄の２、地域でシカ捕獲対策強化

事業につきましては、今年度から国の鳥獣被害

防止緊急捕獲等対策事業推進交付金を活用した

緊急捕獲活動と連携いたしまして、有害捕獲に

対する鹿１頭当たりの助成額を、この事業で

は8,000円ということでしたけれども、１万円に

増額した上で行ったものですが、その中で、こ

の地域でシカ捕獲対策強化事業につきまして節

約を図ったものでございます。

次に、199ページをお願いいたします。

自然公園事業費で1,361万4,000円の減額でご

ざいます。主な事業といたしましては、説明欄

の４、自然公園等利用施設整備事業であります。

この事業は、国定公園等において、県と市町村

が実施する自然公園施設の整備に対する国の交

付金事業でございますけれども、国の交付決定

に伴い減額するものでございます。

次に、200ページをお開きください。

治山施設災害復旧費で３億円の減額でござい

ます。これは、台風等により被災した治山ダム

等の復旧工事に要する経費でありますが、今年

度は補助事業に該当する工事箇所がなかったこ

とから、全額を減額するものでございます。

自然環境課は以上でございます。

○水垂森林経営課長 森林経営課でございます。

当課の補正予算につきまして御説明いたします。

お手元の歳出予算説明資料の201ページをお開

きください。

森林経営課の補正額は、左から２列目、補正

額の欄にありますように、21億9,532万円の減額

であります。

この結果、補正後の額は、右から３列目にあ

りますように、76億3,600万9,000円となります。

それでは、以下、主なものについて御説明い

たします。

１枚めくっていただきまして、203ページをご

らんください。

上から５行目の（事項）森林計画樹立費で2,543

万5,000円の減額でありますが、これは、国庫補
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助金の交付決定や森林地理情報システムの基本

ソフト改修工事の見積もり残及び空中写真撮影

の入札残等に伴うものでございます。

次に、その下の（事項）森林整備地域活動支

援交付金事業費で１億449万2,000円の減額であ

ります。これは、国からの配分額を積み立てた

基金を取り崩しながら、集約化施業のための現

地調査などの地域活動に充てる事業でございま

すが、事業費の確定に伴い減額するものであり

ます。

次に、一番下の（事項）林業普及指導費で658

万2,000円の減額でありますが、これは、次のペ

ージの説明欄の７、森林・山村多面的機能発揮

対策事業の事業費確定に伴う減額などによるも

のであります。

なお、森林・山村多面的機能発揮対策事業の

活動交付金は、県を通らずに国から直接支給さ

れますが、今年度は17市町村で35組織が里山保

全などの地域活動を行っており、計6,700万円余

の交付金が支給される見込みとなっております。

次に、中ほどの（事項）森林整備事業費で５

億9,205万4,000円の増額でありますが、これは、

国の経済対策の実施等に伴う補正であります。

説明欄の２、森林環境保全直接支援事業と３の

環境林整備事業により、県内一円において植栽、

下刈り、間伐などの森林整備に対し助成するも

のであります。

次に、一番下の（事項）森林整備促進事業費

で1,228万6,000円の減額でありますが、これは、

国庫補助事業の対象とならない下刈りを当事業

で支援することとしておりましたが、国の補助

要件の見直しにより、国庫補助事業で対応でき

ることになったことから減額するものでありま

す。

次に、205ページの一番上、（事項）森林機能

保全対策総合整備事業費で５億4,167万5,000円

の減額であります。これは、森林整備加速化・

林業再生基金を活用して間伐を支援する事業で

ありますが、国の平成24年度１次補正により、

補助率等が有利な公共事業予算が確保できたこ

とから、大部分を公共事業により実施したため

減額するものであります。

次に、一番下の（事項）道整備交付金事業費

で２億1,125万8,000円の増額でありますが、こ

れは、国の経済対策の実施等に伴う補正であり

ます。森林整備に必要な林道網を整備するもの

であり、計13路線において開設や舗装、改良等

を予定しております。

次に、206ページの一番上、（事項）森林環境

保全林道整備事業費で2,850万円の増額でありま

すが、これも国の経済対策によるものでありま

す。平成24年度の追加補正予算で点検、診断を

実施しました林道橋のうち、補修が必要な計17

の橋の補修工事を予定しております。

次に、その下の（事項）県単林道事業費で2,167

万6,000円の減額でありますが、これは、事業費

の確定に伴うものであります。このうち説明欄

５の森林路網ストック活用緊急整備事業は、市

町村等が行う森林路網の改良等を支援する事業

でありますが、24年度の追加補正予算で補助率

の有利な公共事業予算が確保できましたことか

ら、公共事業に切りかえて実施したため減額す

るものであります。

次に、その下の（事項）林業技術センター管

理運営費で318万2,000円の減額でありますが、

これは、センターの管理運営費の執行残などに

よるものであります。

次に、207ページの（事項）林道災害復旧費で23

億1,048万8,000円の減額でありますが、これは、

平成25年度の災害発生が少なかったことによる
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ものであります。

森林経営課からは以上であります。

○河野山村・木材振興課長 山村・木材振興課

でございます。当課の補正予算について説明さ

せていただきます。

歳出予算説明資料の209ページをお開きくださ

い。

当課の補正額は、左から２列目の補正額の欄

にありますように、一般会計で43億6,157万9,000

円の増額であります。

この結果、補正後の額は、右から３列目にあ

りますように、一般会計、特別会計を合わせま

して149億1,244万2,000円となります。

それでは、主な事項について御説明いたしま

す。

１枚めくっていただきまして、211ページをお

開きください。ページの中ほどになりますが、

（事項）林業・木材産業構造改革事業費46億9,314

万2,000円の増額であります。主なものは、説明

の欄の３の林業経営構造対策事業費補助金2,000

万円の減額と、４の木材産業構造改革事業費補

助金８億円の減額でありますが、これは、国に

要望しておりました高性能林業機械の導入や木

材処理加工施設整備が事業に採択されなかった

ことに伴い減額をするものであります。

また、６の森林整備加速化・林業再生基金積

立金37億1,959万7,000円の増額でありますが、

（１）の森林整備加速化・林業再生基金積立金37

億1,200万円につきましては、森林整備加速化・

林業再生事業が国の経済対策に盛り込まれたこ

とから、国から交付される補助金を同基金に積

み立てるものであります。

事業内容等につきましては、後ほど、委員会

の資料のほうで説明をさせていただきます。

次に、７の森林整備加速化・林業再生事業１

億8,260万4,000円の減額でありますが、これは、

予定しておりました木材加工機械や木質ボイラ

ーの整備などが事業体の都合で取りやめになっ

たことや、各事業において事業費が確定したこ

とにより減額となったものであります。

次に、212ページをお開きください。８の森林

整備加速化・林業再生基金返還金19億8,113

万6,000円の増額につきましては、国から復興予

算の返還要請に伴い計上しているものでござい

ますが、詳細につきましては、後ほど委員会資

料のほうで説明をさせていただきます。

次に、その下の（事項）木材産業振興対策費

２億306万1,000円の減額であります。主なもの

は、説明の欄の１の木材産業振興対策資金であ

りますが、この中に原木の需給や価格動向を見

ながら、原木の出荷調整を行うために必要な運

転資金がございますが、本年度は大きく下落し

た昨年に比べまして、木材価格が高目に推移し、

資金の需要が減少したことに伴い減額をするも

のでございます。

次に、下のページ、213ページをごらんくださ

い。

一番上の（事項）木材需要拡大推進対策費7,034

万6,000円の減額であります。

説明の欄の１の木のある生活づくり推進事業

におきまして7,000万円の減額となっております

が、これは、国に要望しておりました公共建築

物の木造化・木質化について、予算の配分がな

かったことに伴い減額をするものであります。

次に、（事項）木材利用技術センター運営事業

費2,120万3,000円の減額であります。説明の欄

の１の維持管理費及び２の試験研究費につきま

して、光熱水費等の縮減や試験補助員の賃金及

び試験体材料費に執行残が生じたことによるも

のであります。
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次に、下から２段目の（事項）林業担い手総

合対策基金事業費2,443万6,000円の減額であり

ます。主なものは、説明の欄の２の森林の仕事

担い手確保促進事業につきましては、当初予定

されておりました補助対象者数が減少したこと

などによるもの、また、４の中核となる認定林

業事業体育成事業につきましては、素材生産量

と生産性を高めるために高性能林業機械の導入

を予定しておりましたが、補助率がより有利な

国の加速化事業を活用して導入したことなどか

ら、本事業が活用されなかったことなどによる

ものであります。

１枚めくっていただきまして、214ページをお

開きください。

説明の欄の１のしいたけ等特用林産物生産体

制強化事業におきまして、経営の安定化を図る

ためのしいたけ乾燥機や運搬車等の整備への支

援を計画しておりましたが、昨年の価格下落の

影響から設備投資の意欲が減退しまして要望が

減ったことによるものでございます。

歳出予算説明資料は以上でございます。

先ほど説明を割愛しました事業につきまして、

委員会資料のほうで説明をさせていただきます。

委員会資料の３ページをお開きください。

森林整備加速化・林業再生基金（積立金）で

ございます。消費増税に伴う木材需要の反動減

を回避して、林業木材産業の成長産業化を実現

していくために、経済対策として、国の25年度

補正予算に森林整備加速化・林業再生基金事業

が盛り込まれたことから、今回追加して交付さ

れます国の補助金を宮崎県森林整備加速化・林

業再生基金に積み立てるものであります。２の

（１）にありますとおり、補正予算額は37億1,200

万円をお願いしております。

国の補正予算の動きを受けまして、市町村や

林業木材産業関係者等の要望を取りまとめて国

のほうに提出しておりましたが、先般、37億1,200

万円の内報をいただいたところであります。こ

の額を基金に積み立てて、平成26年度に、（５）

にあります事業を執行することとしております。

事業内容でありますが、①の地域協議会運営

推進費は、市町村や林業木材産業の関係者で構

成する協議会が、県と協議しながら行う全体計

画の策定や事業計画の作成指導に対して支援を

行うものであります。

②から⑧までの各事業は、ここで作成された

事業計画に基づいて実施されることになります。

②の間伐推進加速化事業は、森林境界の明確

化や獣害が発生している森林等において鹿ネッ

トやくくりわななどの被害防止施設の整備に支

援するものでございます。

③の森林路網整備加速化事業は、間伐や原木

の安定的・効率的な供給に必要な路網の整備に

対して支援するものでございます。

また、④の素材生産・木材加工施設等整備事

業は、素材生産の効率化や木材の安定供給を図

るため、高性能林業機械や製材機械、木材乾燥

施設などの整備へ支援のほか、労働安全衛生規

則の改正によりまして、林業機械の運転者席等

に防護柵等の危険防止設備の設置が義務づけら

れたことから、今回新たに、これらの設備の整

備に対して支援するものでございます。

次に、⑤の木質バイオマス加工・利用施設整

備等事業では、未利用材等木質バイオマスの利

用拡大を図るため、発電施設や燃料用の木材チッ

プ加工施設、木質ペレット製造施設の整備に対

して支援するものでございます。

次に、⑥の木造公共施設整備等事業では、県

産材の需要拡大を図るため、木造公共施設の整

備や新規用途開発に対して支援するものでござ
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います。

次に、⑦の森林・林業人材育成加速化事業で

は、素材生産作業に必要な講習の参加等に対す

る支援に加え、今回新たに、高性能林業機械を

操作する方に対する特別教育に必要な経費を支

援するものでございます。

また、⑧の原木しいたけ再生回復緊急対策事

業では、大変厳しい状況にあるシイタケ対策と

いたしまして、種駒や原木の共同購入への支援

や新たな需要創出などの取り組みに対して支援

するものでございます。

これらの取り組みにより、本県の林業木材産

業の活性化を図ってまいりたいと考えておりま

す。

次に、５ページをお開きください。

森林整備加速化・林業再生基金の返還につい

てでございます。

国の平成23年度第３次補正予算、いわゆる復

興関連予算に係る森林整備加速化・林業再生基

金の国の返還要請の対応につきましては、これ

まで委員会等で御報告してきたところですが、

今議会に、国へ返還するための予算を計上させ

ていただきましたので、返還見込額等について

説明をいたします。

１の返還見込額は、19億8,113万6,000円となっ

ています。これは、国から返還要請のありまし

た平成26年度計画分の14億8,782万3,000円と、

平成25年度執行残の４億9,331万3,000円をあわ

せて返還するものであります。

２の返還時期につきましては、今議会の補正

予算議決後に速やかに国に返還することとして

おります。

３の国への返還の理由ですが、（１）にありま

すとおり、農林水産大臣及び林野庁長官からは、

被災地に対する事業に使途を限定した上で、そ

れ以外の執行済み及び執行済みと認められるも

のを除いた残額について返還を求められたもの

で、平成26年度に予定していました予算が対象

になります。

また、（２）の執行残の発生につきましては、

執行残額のうち間伐が多く占めておりますが、

間伐については、国の平成24年度第１次補正予

算において、加速化事業よりも補助率等が有利

な公共事業予算が確保できたことから、公共事

業を優先して実施したことにより執行残が生じ

たものであり、今回あわせて国へ返還したいと

考えております。

参考といたしまして、復興関連予算に係る加

速化事業の執行状況の表を載せております。

説明は以上でございます。

○石田みやざきスギ活用推進室長 特別議案の

うち議案第73号森林整備加速化・林業再生基金

条例の一部を改正する条例につきまして御説明

申し上げます。

平成26年２月定例県議会提出議案（平成25年

度補正分）の冊子で申し上げますと、47ページ

になりますけれども、お手元の委員会資料６ペ

ージにより御説明申し上げたいと存じます。

先ほど、山村・木材振興課長より御説明申し

上げました、森林整備加速化・林業再生基金の

返還に対応するに当たりまして、森林整備加速

化・林業再生基金条例の一部につきまして必要

な改正を行うものでございます。

具体的には、本条例におきまして、基金の処

分、いわゆる取り崩しができる場合を、事業実

施に要する経費の財源に充てる場合に限ると規

定してございますけれども、今般、国の要請に

沿いまして、国に返還する場合におきましても、

基金の取り崩しができますよう規定を整備する

ものでございます。
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説明は以上でございます。御審議のほどよろ

しくお願いいたします。

○山下委員長 以上で執行部の説明が終了いた

しました。

議案等についての質疑を今から承ります。

○髙橋委員 説明資料の187ページ、環境管理課、

土呂久の被害補償で１億1,000万で4,000万近く

返すということで、医療費の見込みを下回って

たんでしょうけど、結局10割見てあげるんです

よね。それで、予算を立てるときにあらかじめ

こういう方々がいて、これだけの医療費が要る

よということで試算されてるわけだから、3,700

万も返すってちょっと、もう少しその理由をお

聞かせください。

○上山環境管理課長 土呂久で認定を受けられ

た方々に対して、こういった療養費等含めて支

給しておりますけれども、現実的には、例えば

医療費に限っていいますと、認定を受けた、例

えばがんあたりになりますと、入院されると数

十万かかります。そういった患者の方が長期入

院された場合のことも想定しないといけません

し、あと、一番大きいのは、そういった療養費

を受けられた方が亡くなったときに、一応遺族

の方々に一時金というのをお支払いするんです

が、これが級に応じても若干違うんですが、土

呂久の慢性ヒ素中毒の発生に伴う病気で亡くな

られた場合には、高い方で例えば700万等をお支

払いすることになっております。

ですから、そういった万が一のこと等も考え

ながら、土呂久の認定患者の方はかなり高齢化

されておりますので、その点も含めた形で、

ちょっと大き目にと言うと語弊があるかもしれ

ませんけれども、万全を期して予算措置はして

おります。

○髙橋委員 わかりました。最大支払うことが

発生したときのために多目に予算を計上したと

いうことですね、わかりました。

次、行きます。自然環境課です。198ページで

す。鳥獣管理費で、１番の有害鳥獣被害防止緊

急対策事業で22市町村40名、そういう対策に携

わる方を募ったけど、集まらなくて、1,300万が

要らなくなったということなんですけど、この

辺もう少し働きかけをする弱さがあったのかど

うか。有害鳥獣に関しては結構まだその対策が

いろいろ言われてますから、その辺のもう少し

説明いただけませんか。

○佐藤自然環境課長 今おっしゃられるとおり、

定員最大限に活用して、今喫緊の課題でござい

ます鳥獣被害対策に対応するのが本来の姿なん

ですけれども、この事業に当たりましては、事

前から市町村等にＰＲもしておりますし、調査

も行ってるわけですけれども、実施の段階でやっ

ぱりどうしてもこの雇用の条件が、結局現時点

で仕事を持ってないといいますか、雇用者とし

ての認定要件がございますので、無職の方を雇

用するというのがございます。

それと、ここで人数も減っておりますけれど

も、なかなか地域で選定がうまくいかずに、年

度途中から雇用になった方もいらっしゃいます

ので、そういうのを含めてこういうふうな補正

の減額、金額になっておるものでございます。

○髙橋委員 今の説明でいくと、働いてない人

を探すんでしょうね。いわゆる退職された方で

年金の方ですよね、いらっしゃるような気がし

ますが。

○佐藤自然環境課長 職がない方と、それと、

わなの狩猟免許を持ってないといけないもんで

すから、それがなかなか２つを具備するような

人が見つからなかったというのもございます。

○髙橋委員 そのわなの免許を持ってらっしゃ
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る人はいますが、いろいろと事情があるんでしょ

う。いろいろとまた、その辺のまた指導を、指

導といいますか、しっかり雇用しないとそうい

う対策ができないわけですから、お願いしたい

ということを申し上げておきます。

それと、その下ので、１頭8,000円、１万円、

節約というのがもうちょっと意味がわからな

かったんですけど、節約されたという話をされ

ましたよね。

○佐藤自然環境課長 これは、従来のここに上

げております、地域で鹿の事業で、当初の計画

では１頭当たり8,000円を支給すると。これはも

ちろん市町村が4,000円、県が4,000円というこ

とになっておりました。

それで、先ほども申しましたとおり、当初予

算の編成後に別枠の交付金が出てまいりまして、

その中で上限枠は、鹿と猿とイノシシについ

て8,000円交付できるということになりまして、

まともに今のうちのほうの事業でします

と、8,000円プラス8,000円で１万6,000円になる

んですけれども、猟友会等ともいろいろ協議し

た結果、余り高過ぎるのもということで、交付

金のほうの8,000円が一段ありまして、その上に、

今従来8,000円払う予定でしたのを2,000円にし

たということで、その差額が節約できたという

説明でございました。

○髙橋委員 わかりました。１万6,000円払うこ

とが可能だったのを１万円にしてもらったとい

うことですね。それで、いわゆる狩猟してもら

う側の意欲といいますか、値段は高いほうがい

いわけですから、先ほどの人数も含めて、それ

で有害鳥獣の対策がしっかりできればいいんで

しょうけど、今の現状を見ると、なかなか頑張っ

てはいらっしゃいますけど、わなの狩猟免許も

１万6,000円がもらえるよというのがあれば、こ

れとは関連しないんですか。先ほどの40名の方

々を募りましたよね、あそこと関連しないんで

すね、今この１万6,000円の。

○佐藤自然環境課長 それは直接には関連して

ございません。ただ、今のうちのほうの補助事

業の目標頭数が5,200頭だったんですけれども、

交付金と合わせたことによりまして、１万と

ちょっと、実績的になりそうですので、その点

については倍ぐらいとれてると。それと、金額

の面につきましては、１万6,000円を払うのがい

いのかもしれませんけれども、これが一応交付

金のほうは３年間の期限つきということでなく

なりますので、その差が余りにも激しいとなか

なか後が継続しにくいということもございまし

て、その点につきましては猟友会等とも意見交

換をしながら、通常、猿とイノシシについて

は8,000円のところを、鹿について１万円という

ことで価格設定をしたところでございます。

○髙橋委員 わかりました。限られた予算です

から、長くこの対策は続くわけですよね。有効

に使うためにそういうふうな工夫されたと思い

ました。わかりました。

ちょっと飛ばしました。循環社会推進課の産

業廃棄物でしたね、森林環境税もありましたか

ね、済みません、176。森林環境税は均等割にし

て500円でしたよね。それと、法人住民税にもか

かってましたかね。それで、税収が上がるから、

これ環境税も増収になったんでしょうけど、こ

れ内訳といいますか、いわゆる私が感じるのは、

住民税は余りふえないような気がしてまして、

法人税のほうがふえたのかなという、その確認

だけ。

○那須みやざきの森林づくり推進室長 今おっ

しゃいましたように、個人住民税500円上乗せと、

企業から５％程度ということでいただいており
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ますが、今回の増額につきましては、個人の現

年分の徴収率が上がったということで、このよ

うな460万の増額をお願いしているものでござい

ます。

○髙橋委員 私の見方は逆です。今の説明でい

くと、個人住民税のほうが上がったということ

ですね。

○那須みやざきの森林づくり推進室長 個人に

ついては、当初96.3％の徴収率で見ておりまし

たけども、97.4％というふうに上がってござい

ます。

○髙橋委員 私の問いの意味と何かちょっと違

いましたね。結局、私は、税のふえた中身とい

うのは、いわゆる徴収率でここが成績上がった

から、いわゆる調定があります。当初にこれだ

け課税してこれだけ入りますよという調定に対

する徴収率、この部分が25年は上がったという

ことの意味ですね。

○那須みやざきの森林づくり推進室長 そのと

おりでございます。

○髙橋委員 わかりました。職員の方々が頑張

られたということですね、わかりました。

○那須みやざきの森林づくり推進室長 そうい

うことで御理解いただきたいと思います。

○髙橋委員 頑張られました。

済みません、まだ引き続きいいですかね。

211ページの森林整備加速化の関係ですか、そ

の３番と４番でしたっけ、この2,000万と８億を

要らなくなったというやつですよね。高性能機

械とか事業採択されなかったということで、説

明聞きながら、ひょっとして事業採択をされて

おれば、それなりのこの支援が受けられたとい

う方がいらっしゃったんじゃないかなと思いな

がら。あと、先ほど、どっかの欄で補助率の関

係でこっちの森林整備加速化のほうに切りかえ

て予算が浮いたというようなことで説明があっ

たもんですから、この2,000万と８億のこの事業

は、そういったところに切りかえができなかっ

たのかなって説明を聞きながら思ったとこです

けど、そういうところの考え方はできなかった

んでしょうか。

○河野山村・木材振興課長 高性能林業機械、

ここの予算では配分がなかったわけでございま

すけども、加速化事業のほうで対応しておりま

す。

○髙橋委員 わかりました。それはよかったで

す。ありがとうございます。

最後にします。委員会資料の３ページの、先

ほど、事業内容の④番、ちょっと確認しますけ

ど、労働安全衛生の関係で、いろんな機械の運

転席に防護柵を設置することが義務づけられた

ということらしいですけど、いわゆる大小あり

ますよね、小さな機械やらひっくるめて全ての

機械に義務設置でしょうか。

○河野山村・木材振興課長 いわゆる、高性能

林業機械と呼ばれる、プロセッサとかフォワー

ダとかそういったものは全て、現行稼働してい

るものは未整備のがございますんで、それにつ

いては全て設置が義務づけられたということで

ございます。

○髙橋委員 ちょっとイメージできないんです

けど、それなりの大きな大型ですね。私、ちょっ

と小っちゃなやつまでイメージしたもんですか

ら。

○河野山村・木材振興課長 普通の林内作業車

と呼ばれるような小型のやつは対象から外れて

おりまして、いわゆる高性能林業機械で大型の

多工程処理機械とか、そういったものが義務づ

けられたということでございます。

○髙橋委員 わかりました。ありがとうござい
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ました。

○ 原委員 今のに関連してですが、ここんと

こ林業関係者の事故というのが結構新聞にも出

てましたですよね。例えば、ここ数年間、去年

でもいいんですけど、大体何件ぐらい、どんな

事故があって、そういうことがベースになって、

こういう危険防止の話になってると思うんです

けど、ちょっとそれの状況を教えてもらえませ

んか。

○河野山村・木材振興課長 一昨年はゼロでご

ざいましたが、昨年は６件の死亡事故が発生し

ております。ことし年明けまして、１月と２月

に１件ずつ死亡事故が発生しております。

○ 原委員 ６件のうち死亡が２件ということ

ですか。

○河野山村・木材振興課長 昨年は死亡事故が

６件でございます。

○ 原委員 大体どういう作業内容、原因、周

辺環境等ということだったんでしょうか。

○河野山村・木材振興課長 事故の分析をして

みますと、例えば基本的に、傾斜面での上下作

業、これは危険ということで禁止しておるんで

すけども、これをうっかり上下作業をしてしまっ

て、下のほうの方が被害に遭われた。それとか、

伐倒するときに、危険区域というのがあるんで

すが、樹木の1.5倍の範囲は立ち入っちゃならな

いとか、それを怠って伐採して、その中におら

れる方が亡くなられたと。それとか、運ぶとき

のトラックに固定する仕方があるんですけれど

も、それが不十分だったとか、そういった基本

的なものが守られてなかったということでござ

いまして、巡回指導等でアセスメントの研修と

かやっておるんですけども、基本的なところも

再度繰り返しながら徹底させることが大事だと

思ってます。

○ 原委員 １つだけ聞いておきます。それは、

その事故に遭われた方は熟練された方ですか、

それとも、緊急的にこの若い人たちが採用され

て、余り作業になれてなかったからそういう事

故を起こしたとか、そのあたりの経験年齢等は

どういうことなんでしょうね。

○河野山村・木材振興課長 つい２月に亡くな

られた方はお若い方で、臨時で仕事につかれた

方でございました。経験が浅い方ばかりとは限

りませんで、中堅とかベテラン、そういった方

もお亡くなりになっております。

○髙橋委員 委員長、済みません、今の関連で

ちょっと聞き漏らしました。運転席の防護柵で

すから、結局、人が投げ出されて亡くなっちゃ

う、そういうケースが多いんじゃないかなと思

うんですよ。だから、人が投げ出されないため

に密閉する、そういう防護柵ということで理解

していいんですよね。

○河野山村・木材振興課長 土木用のバックホ

ーといいますか、重機をイメージしていただけ

ればよろしいんですけども、上のほうにヘッド

があっていまして、鉄の、例えば落石があった

ときにでもそれをよけられるとか、それとサイ

ド、横のほう、そういったものを守るような施

設、それと、夕方薄暗いとこでする場合もあり

ますんでヘッドランプ、こういったものをつけ

るという、この３つは義務づけられたというこ

とでございます。

○髙橋委員 わかりました。よろしくお願いし

ます。

○緒嶋委員 森林環境税の基金の使い方やけど、

これは今年度で２億8,000万余もあったわけです

ね。これは基本的な使い方は、基金に積んだも

のを翌年というか、適正な執行は当然じゃけど、

基本的にはどういう考えをしておられるんです
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か。基金の運用方法。

○那須みやざきの森林づくり推進室長 環境税

基金は、今おっしゃいました２億8,000万ほど収

益がございまして、基金に積み立てております。

それで、前年からの積立金も１億5,000万ほどで

すけどもございますので、それを積み立てて、

その中から当年度必要な事業費に充当している

というような状況でございます。

○緒嶋委員 それと、大体この基金をいろいろ

要綱があって、どういうものに使うとかいうの

があるわけですけども、そういう希望する人の

要望にどれだけ充足しとるかというか、いろい

ろ森林環境税で植栽したいとか、いろいろ手入

れをしたいとか、いろいろ公共的なというか、

いろいろみんなの多面的なことを含めてやる場

合の補助決定の仕組み、どういう形でやるのか。

○那須みやざきの森林づくり推進室長 環境税

は23年度からもう第２期に入っておりますけど、

今回、三本柱として県民みんなで行う森林づく

り、これが事業の約３割ほどの事業をかけてお

ります。

それから、その２つ目で、安全な県土づくり

ということで、これは水を蓄える森林づくりと

いうことで造林事業等、ハード部門には約７割

の事業を実施してございます。それで毎年度、

税検討委員会というのを設置しておりまして、

その中で使途については御意見等をいただくと

いうことで実施をしているとこでございます。

○緒嶋委員 これは当然皆さんからの、ある意

味じゃボランティア的なというか、税金という

形でいただくわけだが、そういうものでやって

おるという明確な森林環境税を適用した事業だ

とかいうような明示はうまくしておるわけ。

○那須みやざきの森林づくり推進室長 先ほど

申しました県民参加のボランティア活動等につ

きましては、税使途事業でありますということ

を表に出して実施をしていただきたい。

それから、あと、新聞広告等にも環境税使途

事業というふうなことで広報しているところで

ございます。

○緒嶋委員 これは大変ありがたい制度である

し、環境森林部にとっても痛いところに手が差

し伸べられるというか、そういう意味では有効

活用というのと、基金は毎年大体今は２億8,000

万ぐらい、もう大体恒常的に入るようになった

ので、やっぱり有効活用して基金を残せばいい

というよりも、やっぱり森林づくりというのは

年数がかかるわけで、できるだけ早く植栽やら

して早く大きくしたほうがいいわけですよね。

そういう意味では、この活用の仕方というの

は、やっぱりある程度将来的にも安定した財源

という前提のもとに有効活用を十分にして、基

金が１億何千万残っておりますというのは、ほ

かのものなら節約しないかんけど、こういう基

金というのは、有効活用をできるだけ早目に何

というか、生かすというか、そういう意味では

本当に必要なところにはできるだけ配慮しなが

ら、執行していただきたいということを要望し

ておきます。基金がほかの財政調整基金なら残っ

たほうがいいのかもしれませんが、これは余り

残すことを目的とすべきじゃないわけだから、

やっぱりできるだけ有効に即効性のある事業に

十分配慮していただきたいということを要望し

ておきます。

環境管理課、例の口蹄疫絡みでこの口蹄疫が

埋却したことで、牛をあれだけ、豚を合わせ

りゃ30万頭ちょっと、29万7,000頭ぐらいだった

ですか、処分したということで、いろいろと後

影響が出るんじゃないかということで、地下水

等の調査をやるべきだというふうなことで、こ
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ういうことを始めていただいたわけですが、今

のところこれは減額になっておりますが、問題

はない、どこもそういう指摘するような問題点

が地下水等にはあらわれていないというふうに

現状では見ていいわけですか。

○上山環境管理課長 口蹄疫と鳥インフルエン

ザの埋却地、合わせまして、口蹄疫が268カ所、

鳥インフルが16カ所、モニタリング調査を実施

しておりまして、水質異常が認められるところ

がまだ４カ所ございます。異常と申しましても、

梅雨の時期にちょっと濁りが高まったりとか、

ちょっとにおいがしたりとかいう形で、４カ所

ほどは毎月水質の調査を行っております。それ

以外のところにつきましては、現在では安定し

ております。

○緒嶋委員 安定してる。それで周辺から余り

苦情が出てないということですね。

○上山環境管理課長 そのとおりでございます。

○緒嶋委員 それと、きのうも質問、合併浄化

槽、この問題はやはり公平というか、これは環

境の問題もあって、やっぱり100％の検査を受け

たほうが理想であるわけですけども、なかなか

そういかない。

一つは、やはり検査料が高いという認識を持っ

ている人もかなりおるとですね。それというの

は、いつもは毎月管理しておる業者に頼んでお

る。その人が管理しておるのだから、その人が

やっぱり浄化槽の中を清掃しなさいとか言えば

するわけじゃから、一々検査に年に１回来

て3,800円かを取る必要はないっちゃないかとい

う人もおるわけです。そやから、今、その人が

検査を年１回すれば、管理する人には頼まんで

いいっちゃないかと。その人が、清掃しなさい

というときはそれをすればいいわけであって、

管理料は業者の方に毎月出すわけですよ。そう

なりゃ、それは必要ないんじゃないかというよ

うな、ちょっとそういう意見もあるとですが、

これは管理料は適正な3,000、これは法的なもの

じゃから、ここで適正と見らにゃ仕方ないけど、

そういうある意味じゃ、もやもやしたものを設

置しとる人は持っとるわけですよ。だから、そ

こ辺の問題もあるので、年に１回受けるから、

逆に言えば、業者にはもう委託した管理は必要

ないんじゃないかという意見もあるわけで、そ

のあたりはどう考えりゃいいですかね。

○上山環境管理課長 今、緒嶋委員がおっしゃっ

たように、やはり県民の方々につきましては、

そこのところが非常にわかりにくいというふう

な御意見が多いと思います。ですから、私ども

といたしましては、やはり浄化槽というのは定

められた点検、清掃、そしてそれが本当に機能

してるかの水質調査等を含めた法定検査、こう

いったのを受けて初めて大丈夫なんですよとい

うことをわかりやすい形で県民の方にお知らせ

する必要があるんじゃないかなと考えておりま

す。

ですから、そういった意味も含めて、今部長

が議会でも答弁いたしましたけれども、実際に

清掃に行かれてる業者の方が、そういった法定

検査の手続等の必要性も説明しながら手続の代

行したりとか、最初から一括して清掃、検査、

そして法定検査、あわせて一括して契約するよ

うな取り組みを今進めておりますので、今後も

できる限り県民の方にわかりやすい形で啓発し

ていきたいと思いますし、あと3,800円という料

金につきましては、やはり水質検査等をやりま

すのでそれなりに費用はかかりますが、私ども

の県の料金は、九州各県の平均では大体4,900

円、5,000円ぐらいかかっておりますので、そう

いったところから比べれば頑張っているのかな
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ということで、一応考えてはいるんですけれど

も、その辺もうまく広報しながら、御理解を今

後も得ていきたいというふうに考えております。

○緒嶋委員 それと、合併浄化槽と単独浄化槽、

これは昔はやったんですけど、このあたりの、

これは下水道とこういう浄化槽で100％そういう

汚水処理というか、そういうのができるのが理

想なんですけど、今この普及率というのはどの

程度いってるかな、普及率。

○上山環境管理課長 今議員がおっしゃいまし

たように、一応下水道、そしてあと浄化槽、そ

してあと集落排水等で生活排水の処理をやって

おりますけれども、現在、平成24年度で大体73

％ということで、国の平均が大体83％ですか

ら、10ポイントぐらいちょっと下回っておりま

す。ですから、この中には当然くみ取りの方、

あと単独処理浄化槽はこれには含まれておりま

せんので、そういったところを今後もまた合併

のほうに転換を進めていくということが私ども

のほうでは必要ですし、下水道サイドでは、下

水道が来ていてもまだ接続されてないという方

がかなりいらっしゃるというふうに伺っており

ますので、そういった取り組みもやはり今後必

要ではないかなというふうに考えております。

○緒嶋委員 それと、その合併処理浄化槽をやっ

ぱ公共関与しなきゃいかんとですね、本当から

言えば。町村営とか。佐土原町はかつてはそう

いう形で進められたんですが、やっぱそれは町

村の姿勢にもよるわけです。そういうような方

で個人で管理するんじゃなく、行政が関与して

下水道なんかはそういうことでやっておるわけ

ですね。だから、個人に管理をさせるから、やっ

ぱこういう浄化槽の清掃やらがうまくいかない。

町がかんで中に入って、町が全体を管理すると、

そして町がそういういろいろな運営を進めると

いう形を進めるのが、こういうような環境をき

れいにするというのは、これは一つの大きな社

会的な責任でもあるわけです。やっぱり社会的

な責任は行政が負うべきだ、私はそう思ってる

んですね。

そうなると、やっぱり個人の管理というより

も、それは市町村がそこ辺まである程度目配り

して、全体の浄化槽の普及率も上げると。当然

県も国も助成して今普及を進めておるわけです

から、そういうことが私はある意味では一つの

大きな理想じゃないかなというふうにも思いま

すので、これは集落排水なんかもそういう形で

やっておるわけですね、下水道なんかもそうで

すよ。これは市町村がそれだけやるわけですか

ら、この合併浄化槽だけが個人の責任ですよと

いうのもちょっといかがなものかなという気が

実際はするわけです。だから、そこ辺も含めて

将来的な展望というのは、やっぱり一つのもの

を持ちながら、こういうのに対応していく必要

があるんじゃないかなという気がしますので、

そこ辺もちょっと研究してほしいというふうに

思います。

それと、産業廃棄物税の基金積み立て、これ

は産業廃棄物というのは、大分昔から見たらよ

くはなりましたけども、いろいろ不正が起こっ

たり、都城でもああいう、何というかな、やっ

ちゃいかんことをやったというようなことも出

てきておるわけですが、この基金はどのように

有効活用されておるわけですか。

○神菊循環社会推進課長 産業廃棄物につきま

しては、皆さん御承知のとおり、平成17年度か

ら県の初めての法定外目的税というのが発足し

たものでございまして、条例におきまして、産

業廃棄物の排出抑制、リサイクルの促進、適正

処理の推進という、３つの事業について充てる
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ということにされております。そのための基金

が造成されておりまして、今回の基金の増額が

なされたとこであります。

その使途の内容でございますけども、本年度

の使途事業費、現在の見込みでございますが、

８課27事業で合計２億4,087万9,000円を予定し

ております。事業の主なものといたしまして、

リサイクル技術、処理技術の開発等に対する支

援でありますとか、それから、私どもが実施し

ております監視指導体制の充実のための人件費

等に充てると、そういったものの３つの目的に

適合するものを財政部局とも協議しながら、そ

の事業に充てているというところでございます。

○緒嶋委員 これはそういう産廃業者の要請と

いうか、いろいろなそういう助成をお願いした

いというものには十分充当できておるわけです

か。

○神菊循環社会推進課長 事業の中身等につき

ましては、産廃協会等の意見もお伺いしており

ますが、産廃業者等に対する支援といたしまし

ては、産業廃棄物税が重量課税でございますの

で、トラックスケールの設置支援でありますと

か、新たなリサイクル技術・処理技術等の開発

に対しまして、必要な技術を持った設備、機械

設備等の支援、そういったものについてもこち

らのほうで事業化しまして支援してるところと

いうことでございます。

○緒嶋委員 これもそういう必要があって要請

されるわけだと思いますので、それらに配慮し

て、できるだけやっぱりそういうものには十分、

こういう税をもらっておるわけじゃから、十分

対応していく必要があると思いますので、よろ

しくお願いします。

それから、いいですか。これは、自然環境課、

先ほど鳥獣害のあれ出たんですけど、やっぱり

これは実際は被害そのものはまだ減ってないわ

けですよね。やはり逆に言えば、県の算定で

は、11億が全体であるわけじゃから、やっぱこ

れをいかに減らすかというのは、日本全体では

もう200億以上もなるわけで、このことについて

は適当な人がいなかったので、雇用者がそれに

該当しなかったからこういう不用額が出ました

なんていうのは余り格好のええ話じゃない、実

際から言うと。

やっぱりそれができるように、市町村も真剣

に取り組まにゃいかんわけですよ。県だけじゃ

ない、あなた方だけの責任じゃないけど、やっ

ぱりこれを含めてもうちょっと真剣に取り組ま

なければ、耕作放棄地、それやら、林地のそれ

こそ放置林なんかがふえる原因にもなるわけで

すよ。その人たちがもうやる意欲を失う。だか

ら、これは絶対こういうような説明をせんでい

いような予算執行してほしいというふうに要望

しておきます。

それと、自然公園ですね。祖母山は、この前、

登山の愛好家の人から聞いたんですけど、日本

で一番登山するとに林道が一番悪いそうです。

というのは、やっぱり今は高千穂もオルレとか

いろいろな観光開発の絡みで、観光の一つの祖

母山というのは九州でも名山の一つで、日本の

百名山の中に入っとるとが、林道やらが、その

山を登るとこに行くまでが悪いというわけ。だ

から、これは林道も含めて、今、中ノ谷という

とこまで行くわけですが、そのあたりのこの中

でこういう自然公園の中のこの施設整備という

のには、山から見た場合、自然公園がどこまで

が施設整備になるのか。

○佐藤自然環境課長 この自然公園の関係の事

業は、今おっしゃいましたアクセス道、管理は

多分高千穂町と国の共同管理だと思いますけど
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も、その辺は以前にもお話がございまして、高

千穂町からも御相談がございましたけれども、

あくまでも自然公園を利用する人たちの利便性

を図るという意味で、例えば祖母山の関係でい

きますと、案内板の設置とかいうことで使って

おりますけれども、今お話のありました、いわ

ゆるアクセス道の整備はちょっと該当しないん

じゃないかと思っております。

○緒嶋委員 該当しなければ何かで対応せない

かんわけですね。その対応を考えんと、もうや

はり来た人が、登る登山口まで行くのに行けな

いというわけです。もう山登りどころじゃない

というような、言えば林道が荒れておると。だ

から、日本で一番、こういうすばらしい百名山

の中では一番悪いですよって。日本の百名山を

今征服しておると。だけど、こういう道の悪い

とこは初めてですというようなことを言われた

わけです。

これは町にも責任があるけれども、何かその

あたりの知恵を考えて、これは林道で途中まで

行くわけだから、その整備が、言えばなってな

いというふうに愛好家の方は言われるわけです。

一つの今はそういう団塊の世代の人が仕事をや

めてそういう山に趣味を持つというか、健康を

考えながらやろうという人が多いわけですけど

も、そういう人が、イメージが悪いようなこと

ではこれはどうにもならんので、そのことにつ

いては環境森林政策の中でも考えられるんじゃ

ないかな。あそこは国定公園になるわけじゃけ。

そういうことを含めて、ちょっと頑張っていた

だきたいというふうに思います。

それと、森林経営課とか山村・木材課もです

が、この国庫補助決定による減額というのが大

きいわけですよね。これはもうこれだけ県が対

応し切らんから、もう国の予算は配分はいいで

すというように断る面があるっちゃないかと思

うっちゃけど、それはないわけかな。予算執行

はできない、だから、もう国庫支出金は必要あ

りませんということで、結果として減額になる。

もう県が受けられないということで国庫支出金

が減額になるということはあり得んわけかな。

このあたりはどうです。

○河野山村・木材振興課長 今お尋ねの件です

けども、内容的には高性能林業機械を導入した

りとか製材機械施設をつくったりとか、それと

か、木造公共施設をつくったりとかというよう

な内容でして、加速化の中にいずれもメニュー

化されてるものでございます。

なぜ配分がなかったかという話を国にちょっ

と聞きますと、それについてはちゃんと加速化

の中で必要額といいますか、交付しております

んで、そちらのほうで対応してくれというよう

な御回答でございました。

○水垂森林経営課長 国庫補助の決定に伴う返

還というのが幾つかありますけども、内容的に

は、事業者なりが要望したものにつきましては、

ほぼ100％に近い金額で配分してございます。執

行に当たりまして、いろんな事情がありまして

執行残が出たとかそういったものがございまし

て、その分は今回減額するというものでござい

ます。

○佐藤自然環境課長 自然環境課の中にも国庫

補助決定に伴うものというのが何カ所かござい

ますけれども、基本的には、大半はうちのほう

が要請したにもかかわらず、金がつかなかった

というのが大半でございます。国庫補助決定に

なりますけれども、ことしの25年度の山地治山

事業、それと保安林事業につきましては、内容

といたしましては、荒廃した山地や渓流の復旧、

それから防災工事、それから地すべり、それか
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ら保安林の間伐等を行う事業でございますけれ

ども、25年度につきましては、24年の追加補正

も含めまして約60億円程度で、前年度の2.2倍程

度の事業量となっておりました。

これにつきましては、農林振興局等はもちろ

んですけれども、市町村等の協力や情報提供も

得ながら、事業の掘り起こしに努めてきました。

これに当たりましては、まだ24年度の追加補正

が例年の通常分ぐらいあったもんですから、ま

ずそれに割り振った上で、そういう関係で当初

予定した25年度事業がほとんど24年度事業に

行ってしまったという経緯はございます。25年

度箇所につきましても、再度市町村等の要望を

聞きまして、市町村の要望については全て規格

に合うものは吸い上げました。新たな工事を年

度内に３カ所ぐらい追加したんですけれども、

結果的に、25年度事業の目標に事業箇所が達成

できなかったという事情がございます。

これはことしに限ってでございまして、そこ

辺はちょっと私どもの努力不足もありますけれ

ども、特殊事情かと思っております。最終的に、

追加箇所も含めまして、追加で交付申請をして

おりますので、国庫補助決定それ以上にはして

おりませんので、結果的にはうちのほうの補助

金申請上の減額はございません。

○緒嶋委員 一応24年度の補正があって仕事量

がふえたということの中でですから、全体的に

は仕事はされておるけど、こういうふうにやっ

ぱり十何億とかそれ以上の国庫支出金がカット

されるというのは、最初のそういう調整がどっ

かうまくいってなかったのかなと。逆に言えば、

減額されるような国との調整ではあんまり思わ

しくないわけですね。やっぱり要望したものは

ある程度、その要望することは根拠があって皆

さん要望されるわけであるから、それについて

は国も当然理解してもらって、国庫支出金も支

出してもらうとが使途じゃないかなと思うもん

だから、減額がちょっと多過ぎる。

そういうのがちょっと気になるもんだから、

皆さんは、そういうお願いしたものは当初予算

に見ておるわけじゃから。そしたら国庫支出金

がこれだけ減りましたから減額しますというの

は、ちょっと逆に言えば、その読みがちょっと

十分ではなかったのかなという気もしますので、

やはりそういうことになると、予算としては減

額があんまりないほうがいいわけですね。こう

いう予算はちょっといかがなものか。

逆に言えば、こういう減額された分について

は、26年度の予算審議は今からじゃけど、それ

ではある程度満たされるというふうに、１年お

くれでこういう減額されたものの内容が認めら

れんかったものの事業は、26年度ではある程度

復活というか、新たな取り組みとして生まれて

くるということでいいわけですか。加速化事業

はそういうことでいいかな。

○山下委員長 誰が答えますか。

○水垂森林経営課長 森林経営課で実施してお

ります路網の整備とか、あるいは間伐等の森林

整備、これにつきましては26年度の当初の際に

また申し上げますけども、今回、国の経済対策

に伴いまして補正もあるんですけども、きょう

説明しましたその大型補正もございますし、来

年度分につきましても必要な予算は確保したい

というふうに考えておりまして、森林整備それ

から路網整備、必要な箇所につきましては実施

してまいりたいというふうに考えております。

○前屋敷委員 今のに関連してですが、国に要

望したけれども認められなかったということで

減額になってるんですが、丸々その事業そのも

のが認められないということになったのか、補
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助あたりも何割かはついたけれども、大方出な

かったとか、そういうものはないんですか。も

う事業そのものが認められないということのケ

ースが多いんですか。

○河野山村・木材振興課長 100がゼロ、全くつ

かなかったということでございます。そういっ

たケースがほとんどでございます。

○前屋敷委員 そうですか、わかりました。

○緒嶋委員 それから、補正の主な加速化事業

だけど、このシイタケが今大変厳しいわけです

よね。シイタケの生産者は本当、今燃料は上がっ

ておるし、もう3,000円以上せんとなかなか採算

が合わんわけですが、この新需要創出支援って

書いてあるが、この説明資料の３ページの新需

要創出支援、新需要というのはどういうふうな

ものをイメージしていいわけですか。

○河野山村・木材振興課長 新需要創出には柱

が３本、国の事業がございまして、一つは、販

路開拓等消費拡大対策、それともう一つは、学

校給食への使用回復対策、それと、機能性の啓

蒙普及がございまして、内容的には、新商品の

開発、例えば水で戻したパウチ式の簡易にすぐ

使えるような商品の開発とか、それから販売促

進、直販活動とかそういったものへの支援、そ

れから、学校給食でもやっぱりこれは干しシイ

タケの場合には戻し時間がちょっとかかります。

簡易に使えるような学校給食向けの何か新商品

を開発するとか、それとかサンプルを提供した

りとかメニューを提供したりとか、そういった

ことで学校給食に入れて需要を広げていこう。

それから、もう一つの機能性のほうに関して

は、一つは、シイタケを食べると健康にいいと

か、そういった機能性がいろんな研究論文ではっ

きりしておりますんで、その分についてはもう

ちょっとＰＲしたほうがいい。

それと、原発の影響等で風評被害があります

んで、きっちりとそういった安全性を訴えるよ

うな、例えば、宮崎産干しシイタケは大丈夫で

すというような、そういったＰＲにも使えるよ

うな内容、これが新需要創出の中身でございま

す。

○緒嶋委員 今言われたのは、大体需要創出で、

新しい新需要でもないような気もするけど、そ

れはそういう思いで新しい需要創出というのは

いいことだから、特に学校給食なんかは一番子

供さんたちの数が多いわけで、需要の一番拡大

しやすい部門じゃないかなと。そして、学校な

んかでそういうシイタケを食べる習慣まではい

かんと思いますけど、それは一生その人の食生

活にもつながる面もあるわけなので、これはやっ

ぱり教育委員会とも、給食会とも含めて積極的

に私はやるべきだと思うんです。なかなか価格

の問題があったわけじゃけど、今はシイタケは

安いわけじゃから、特に今取り組みやすいんじゃ

ないかなというふうに思いますので、ぜひ積極

的にこれは頑張っていただきたいということを

要望しておきます。

以上です。

○山下委員長 なければ報告事項に入りますが、

よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○山下委員長 時間が追われてますので、説明

のほうはわかりやすく説明してください。

それでは、その他報告事項に関する説明を求

めます。

○那須みやざきの森林づくり推進室長 それで

は、社団法人宮崎県林業公社の経営状況につい

て御説明いたします。

常任委員会資料は13ページをごらんください。

この資料には書いておりませんけども、林業



- 25 -

平成26年３月６日(木)

公社につきましては、平成23年度に公社のあり

方を検討し、県議会から御意見、御指導をいた

だいたところであります。

現在、平成24年３月に作成した改訂計画に基

づいて経営を行っております。検討においては、

同年３月の常任委員会で経営改善の実施状況等

については、毎年、進捗状況等を県議会に報告

することとの知事への申し出をいただきました

ことから、経営改善項目の実施状況について御

報告申し上げているところであります。

それでは、本年度の収支見込みについて御報

告させていただきます。

まず、（１）第３期経営計画（改訂計画）にお

ける収支計画であります。

表は、平成24年度から29年度までの収支計画

であり、25年度については、収入、支出とも26

億8,700万円で、一番下にある年度末資金残高１

億5,000万円を確保することとしております。

次に、（２）平成25年度の収支見込みでありま

す。

今年度は、間伐等売り上げは計画を下回りま

したが、主伐については、計画を上回る売り払

いを行ったことや計画よりも高値で売り払いが

できたこと、また、繰り上げ償還の実施や金融

機関の利率の減免により、計画以上に利息の軽

減が図られたことなどから、差引収支は計画を

上回る見込みとなっております。

詳細については、右の14、15ページをごらん

ください。

この表は、左から２列、３列目に、24年度の

計画及び実績とその収支、右は25年度の計画と

実績見込み、その収支を主な項目別に記載して

おります。

改訂計画初年度である平成24年度は、３列目

の実績の最下段にありますように、２億1,491

万8,000円の資金残高を確保したところでありま

す。

次に、平成25年度であります。まず、収入の

一番上の主伐等売り上げですが、今年度は３

億5,236万7,000円と計画を上回る収入を確保す

ることができました。これは、今年度の公売で

計画していた売り払い面積194ヘクタールを上回

る239ヘクタールを売り払ったことや、計画より

も高値で売り払いができたことによるものです。

次に、上から２段目、間伐等売り上げは6,662

万8,000円と計画を下回る見込みです。これは、

今年度は原則、年度内完成が間伐の国庫補助事

業の条件とされたことから、事業量を縮小せざ

るを得なかったことに加え、少しでも早く主伐

による収入を希望する土地所有者が、間伐を見

送りたいとの意向を示したことなどから、間伐

面積が計画を下回ったものです。

次に、森林所有者負担金ですが、これは、施

業受託事業による下刈り事業に伴う所有者負担

金です。今年度は1,446万1,000円と計画を下回

る見込みです。これは、森林所有者の要望が計

画を下回ったことなどによるものです。

次に、補助金は１億8,146万3,000円と計画を

下回る見込みです。これは、先ほどと同様、間

伐及び下刈りの事業量が減少したことなどに伴

うものです。

次に、長期借入金は19億6,832万9,000円と計

画を上回る見込みです。これは、償還利息の軽

減を目的とした金融機関への繰り上げ償還を計

画以上に実施したことから、その分、繰り上げ

償還の財源として活用する低利の借入金が増加

したためです。

その他は1,970万2,000円で、主に、平成24年

度決算で未収金として計上していた間伐材の売

り上げが見込みを上回ったことによるものです。
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次に、支出についてであります。

直接事業費については、２億8,643万7,000円

と計画を下回る見込みであります。これは、先

ほどと同様、間伐及び下刈りの事業量が減少し

たことなどによるものです。

次に、分収交付金は、１億4,413万2,000円と

計画を上回る見込みで、これは、主伐等売上収

入が計画を上回ったことによるものです。

次に、一般管理費は、人件費や管理費等で4,810

万円と計画を下回る見込みです。これは、分収

林契約変更等の業務について補助事業を導入す

ることにより、人件費の一部を補助対象経費と

して直接事業費に計上したことによるものです。

次に、元利償還金です。まず、償還元金は、19

億4,945万5,000円と計画を上回る見込みです。

これは、先ほど長期借入金の項目で御説明しま

したとおり、償還利息の軽減のために取り組ん

でいる金融機関への繰り上げ償還を計画以上に

実施したことによるものです。

また、償還利息は、１億6,491万9,000円と計

画を下回る見込みです。これは、昨年度から実

施している繰り上げ償還や金融機関の利率の減

免が計画以上に実施され、利息の軽減が図られ

たことによるものです。

これらにより、下から３段目の今年度の差引

収支は、990万7,000円と計画を上回る見込みと

なり、24年度末の資金残高が２億1,491万8,000

円でありましたので、これに今年度の差引収支

を加えると、25年度末資金残高は２億2,482

万5,000円になると見込んでおります。

このように平成24年度に引き続き、今年度も

目標以上の資金残高を確保できる見込みであり、

林業公社の経営改善は計画を上回って進んでい

るものと考えております。

引き続き、県と林業公社が一体となって経営

改善に努めるとともに、一層の収支改善が図ら

れるよう、県は指導・監督を行ってまいります。

説明は以上であります。

○佐藤自然環境課長 続きまして、委員会資料16

ページをお願いいたします。

建設工事における指名競争入札の試行結果の

検証と今後の取扱いについてであります。

委員会資料とは別に、試行結果の詳細内容等

を示しました資料１を配付しておりますので、

これとあわせて説明したいと思います。よろし

くお願いします。

それでは、まず、委員会資料の第１、試行結

果の検証についてでございます。

１の試行の概要の（２）実施件数であります

が、１月末までに160件の指名通知を行い、133

件契約いたしました。この件数は、3,000万円未

満の対象工種の約３割に当たるものでございま

す。

次に、２の試行結果及び検証の（１）検証の

総括についてであります。

大きく２点を掲げておりますが、まず、①と

いたしまして、完成工事の品質など評価に至ら

ない項目があることや、選定される企業の多様

化、試行件数の確保といった課題はありますが、

災害対応力の強化や効率性・合理性の観点から

一定の成果が認められ、透明性や競争性におい

ても特に問題は認められなかったことから、今

年度の試行はおおむね目的にかなっているもの

との認識を示しております。

このため、②にありますように、通年試行す

ることにより、試行件数を確保するとともに、

運用上の改善等を行いまして、より精緻な検証

を行う必要があるとしたところでございます。

次に、具体的な検証内容としましては、（２）

の試行結果の主な分析・検証にありますように、
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試行の目的を踏まえ、２つの視点から検証して

おります。

まず、視点１ 地域の建設業者の育成を通じ

た災害対応力の強化といたしまして、工事現場

に近い企業や災害対応力に関する評価が高い企

業の受注割合が高い一方で、完成工事件数が少

なく、工事の品質の検証に至らない工種がある

ことや、同じ地域で企業を選定する場合、指名

が偏る傾向も見られたことを上げております。

次に、視点の２ 透明かつ効率的・合理的な

競争環境の構築といたしまして、平均応札者数

が最も多く、平均落札率も同水準でありまして、

不当な働きかけや談合情報に関する報告はなく、

入札不調の発生割合が低い。このような一方で、

辞退者が平均3.0者発生していることなどを掲げ

ております。

具体的な数値は18ページにございますので、

後ほど御確認いただきたいと思います。

次に、（３）改善を要する事項に、試行を通じ

て把握しました課題を３つ上げております。

まず、１つ目が、地域の建設業者の育成強化

のための企業の選定、２つ目が、入札を辞退し

た企業への対応、３つ目が、客観的データの充

実であります。

続きまして、17ページをごらんください。

第２ 平成26年度の取扱方針についてであり

ます。

基本的な方針といたしましては、試行の通年

実施により、試行件数を確保しますとともに、

平成25年度の試行の枠組みを基本としながら、

試行方法に改善を加えた上で、より精緻な検証

を行うものであります。

このことから、試行の基本的な枠組みに当た

る１の期間等につきましては、（１）の期間につ

きましては、４月から行うこととし、（２）から

（４）の工種等につきましては、今年度と同様

としたいと思っております。

ただ、１の期間のところの括弧書きがござい

ますけれども、これにつきましては、このペー

ジの下のほうにあります２の指名選定基準の見

直しと３の運用に係る見直しを行う関係で、ソ

フトの改修、客観的データの登録更新、制度の

周知期間等が必要となりますので、４、５月は

現在の方式により試行を継続し、６月以降に見

直し内容を反映させてまいりたいと考えており

ます。

次に、２の指名選定基準の見直しにおきまし

ては、（１）と（２）で選定される企業の多様化

を図るための方策を示し、（３）に客観的なデー

タの充実の内容について示しています。

（１）の評価内容の見直しと指名選定調書の

複数化には、①の現行の指名選定調書の見直し

と②の新たな調書の作成があり、基本的にこの

２つの方法で選定される企業の多様化に取り組

んでまいりたいと考えております。

ここで資料１のほうの21ページをお開きいた

だきたいと思います。

資料１の21ページの表の一番上に、指名選定

基準の14の評価項目と評価の内容を書いており

ます。先ほど、現行の指名選定基準の見直しに

つきましては、⑤の県工事指名状況で、指名回

数による評価をより明確にするなどを検討して

いるところでございます。

それから、新たな調書の作成につきましては、

現在、公共３部が同じ調書を使い、同じ実績を

評価しておりますけれども、場合によりまして、

⑦の専門性の評価や⑪の施工実績で評価する実

績等を部ごとに設定することなどにより、各部

の特性を考慮した指名選定基準を作成していく

ことなどを検討しているところでございます。
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また、委員会資料の17ページに戻っていただ

きまして、２の選定基準の見直しの（２）でご

ざいますけれども、分割・組合せ方式の導入に

ついてであります。

これまでの試行の中で、同じ地域で同じ時期

に指名業者を選定する場合に、ほぼ同じ企業が

選定されるというような状況が出てきておりま

した。このようなことから、企業数が多い発注

機関において、同じ地域で同時期に複数の工事

を発注する場合に、発注機関の判断によりまし

て、この制度の導入を適用することを考えてお

ります。

ここで、資料の20ページをお開きください。

ここに指名選定のイメージを示しております

が、これはあくまでもイメージでございますけ

れども、表のように、同じ地域でほぼ同じ時期

に発注される工事１と２がある場合におきまし

て、左側の現状では、どちらの工事も同じ企業

が選定されますけれども、右側の分割・組合せ

方式を使いますと、例えば、６から15位までの

企業を任意に割り振りますので、重複を半減で

きるのではないかというふうなことを考えてお

ります。

再び、委員会資料の17ページをお願いいたし

ます。

選定基準の見直しの（３）でございますけれ

ども、客観的データの充実につきましては、と

び・土工・コンクリート工事に係る建設機械の

保有状況や技術者の資格に関する詳細な情報な

どを企業に登録してもらうことによって、客観

的データの収集・補完を進め、より精緻な評価

を行っていくことを考えております。

なお、評価する機会や資格につきましては、

今後関係団体と協議し、６月以降の準備が整っ

た段階で実施してまいりたいというふうなこと

を考えております。

次に、３の運用に係る見直しであります。

（１）の災害復旧工事等における入札参加資

格制限の導入につきましては、災害復旧工事な

ど特定の地域で同時期に複数の工事を発注する

場合に限って、一つの工事の落札者となった者

は、他の工事の落札者となれないものとして取

り扱うもので、一般競争入札においても、工事

の早期完成や品質確保を目的として実施してる

ものでございます。

次に、（２）の入札を辞退した企業に対する指

名の見合せに係る検討についてであります。今

のシステムによりますと、市町村工事の受注状

況や応札意欲についてはデータに反映できてお

りませんし、辞退の理由もさまざまであります

ので、一律に減点することは難しいと考えてお

りますけれども、地域の建設業者の育成を図る

観点から、より多くの企業に応札機会を与える

必要もあると考えておるところでございます。

現時点では、市町村も含め例年にない多くの

発注が続いておりますので、しばらく状況を見

ていく必要があると考えておりますけれども、

改善状況も見ながら、一般競争入札への参加は

制限せず、指名競争入札において辞退した企業

の指名を一定期間見合わせることについて、検

討してまいりたいと考えておるところでござい

ます。

次に、４の検証項目及び試行の進め方につい

てであります。

①にありますように、今年度の検証項目に指

名が偏る傾向に関する項目を加え、②にありま

すように、今年度と同様、試行結果を検証し、

次年度以降の方針について決定・公表してまい

りたいと考えております。

最後に、委員会資料の19ページをお開きくだ
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さい。

ここでは、これまで試行に係る経緯を整理し

たものでございますけれども、一番下の関係団

体との意見交換状況にありますとおり、合計43

回の意見交換を行いながら検討してきたもので

ございます。

説明は以上でございます。

○河野山村・木材振興課長 追加資料としてお

配りしております１枚紙をごらんいただきたい

と思います。

２月13日から19日にかけての積雪による林業

関係被害等について御報告いたします。

（１）の被害状況でありますが、３月５日現

在で、シイタケ生産施設の被害が51カ所、2,666

万6,000円となっており、内容といたしましては、

備考欄にありますように、人工ほだ場やビニー

ルハウスが倒壊、破損したもので、発生地域は

西臼杵３町と美郷町、諸塚村、椎葉村となって

おります。

次に、（２）の支援対策でありますが、これに

ついては国において今回の積雪による被害対策

が講じられております。①の災害関連資金の無

利子化等は、公庫資金の農林漁業セーフティネッ

ト資金、これは有利子資金でございますが、こ

の貸付利子を当初５年間無利子化するというも

のが一つでございます。

②の被災農業者向け経営体育成支援事業は、

人工ほだ場やハウス等の再建、それから修繕等

に要する経費の支援が行われるものでございま

す。

これらの対策について関係部局とも連携しな

がら、被害復旧に向けて対応してまいりたいと

いうふうに考えております。

以上です。

○佐藤自然環境課長 済みません、私、先ほど

の説明の中で、指名選定のイメージを資料１の20

ページと申し上げたようでして、ちょっとまご

つかせてしまいまして、資料のほうの20ページ

の図のことでございます。申しわけありません

でした。

○山下委員長 今、執行部の報告事項の説明が

終わりましたが、もう昼になりましたが、続行

してよろしいでしょうか。（「はい」と呼ぶ者あ

り）よろしくお願いします。

○横田委員 林業公社についてですけど、最終

的に当年度末の資金残高が計画を上回ったとい

うことで、収支改善が図られたということで大

変いいことだなと思いますが、その収入のほう

の森林所有者負担金、これは森林所有者の下刈

りに対する要望が計画を下回ったということで

すけど、下刈りというのは、やっぱ森林を守る

ために非常に大事なことだと思うんですけど、

森林所有者の意欲の減退ということを意味して

るわけじゃないですよね。

○那須みやざきの森林づくり推進室長 これは、

再造林対策で植栽したところの下刈りを行うも

のですけども、その対象面積が徐々に年度を越

すごとに少なくなってきてるということでござ

います。

○横田委員 そういうことですね、わかりまし

た。

主伐等の売り上げですけど、計画よりも高値

で売り払いできたということですけど、これは

消費税駆け込みによる需要増によるものですか。

○那須みやざきの森林づくり推進室長 恐らく

私どものほうとしては、そういう傾向もあるの

ではないかというふうに思っております。

○横田委員 それであれば当然また反動が来る

ことも考えられますので、いろいろ社会的要因

で大きな影響があると思いますので、引き続き
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公社に対しての指導をよろしくお願いしたいと

思います。

以上です。

○緒嶋委員 こうなった場合に、長期借入金の

残高はどうなっている。

○那須みやざきの森林づくり推進室長 現在、

長期借入金が全額、県の貸付金も含めまして、

残高が340億6,000万円ほどになっております。

うち、県が233億6,000万円、それから市中銀行

が53億6,000万円、日本政策金融公庫が52億6,000

万円、それから市町村が8,000万円ほどでござい

ます。

○緒嶋委員 今度の長期借り入れは、借入利子

の減額に相当寄与したということになるわけで

すか。この借りかえ。

○那須みやざきの森林づくり推進室長 日本政

策金融公庫から償還資金を借り入れて、市中銀

行に繰り上げ償還をしてるもので、利率の減免

が大きく図られたと思っております。

○緒嶋委員 具体的にはどのくらい図られたん

ですか。

○那須みやざきの森林づくり推進室長 これは

繰り上げ償還と利息の減免を合わせた額でござ

いますけども、何も手を打たなかった場合と比

較しますと、2,900万円ほど減額となっておりま

す。

○緒嶋委員 今はかなり木材価格が値上がりし

たというのが、こういう形に反映されたと思う

んですけども、今のような形が値段がどうなる

かわかりません。今度、消費税の絡みでまた下

がってくるんじゃないかなと気がしますが、こ

ういう形の中では、かなり将来的には厳しいこ

とは厳しいわけですけど、資金繰りなんかは何

とかやっていけるということですので、将来的

な見通しとしてはどういうふうに考えておられ

ますか。

○那須みやざきの森林づくり推進室長 一昨年

は大きく木材価格が下落して、またことしは消

費税等も考えられますことから、木材価格が順

調に来てるという状況にございます。

林業公社は、立木の販売、立ち木で売ってお

りますので、直接市場価格とは関連するという

ことはございませんけども、市場の機運と申し

ますか、そういうものは影響するのかもしれま

せん。それで、長期的に見ると木材価格という

のはなかなか予測が難しいことではございます

けども、最近では、バイオマス活用あるいは大

手の製材業者の進出、それから外国の資源の枯

渇状況等を見ますと、努力していくことによっ

て公社の経営は安定して続けていけるものとい

うふうに思っております。

○緒嶋委員 頑張ってください。

○那須みやざきの森林づくり推進室長 ありが

とうございます。

○山下委員長 ございませんか。なければ、そ

のほか何かありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○山下委員長 ないですね。

それでは、以上をもって環境森林部を終了い

たします。執行部の皆さん、お疲れさんでした。

暫時休憩いたします。

午後０時９分休憩

午後１時２分再開

○山下委員長 それでは、委員会を再開をいた

します。

きょうは目の前にストックという花みたいで

すけども、髙橋委員のほうで、けさ準備をして

いただきました。永遠の愛、何かしゃれた花言

葉があるようですけども、そういう気分の中で
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きょうは質疑をしていきたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。

それでは、本委員会に付託されました議案等

について部長の概要説明を求めます。

○緒方農政水産部長 農政水産部でございます。

よろしくお願いいたします。

まず、お礼を申し上げます。２月14日の宮崎

県農産園芸特産物総合表彰式、３月２日の県立

高等水産研修所修業式につきましては、大変お

忙しい中、山下委員長、有岡副委員長におかれ

ましては、それぞれ御出席を賜り、まことにあ

りがとうございました。

それでは、座って説明をさせていただきます。

委員会資料の１ページ、２枚ほどめくってい

ただきまして、１ページをごらんください。

今回の補正は、議案第60号「平成25年度宮崎

県一般会計補正予算（第４号）」、議案第66号「平

成25年度宮崎県就農支援資金特別会計補正予算

（第２号）」、議案第67号「平成25年度宮崎県沿

岸漁業改善資金特別会計補正予算（第１号）」

であります。

まず、議案第60号の一般会計の補正額につき

ましては、（１）の平成25年度歳出予算課別集計

表の２月補正額の列、一般会計の合計の欄にあ

りますように、32億6,074万8,000円の減額補正

をお願いしております。

これは、国の経済対策に伴う経費の増額や災

害復旧予算の減額等をお願いしているものでご

ざいます。

また、議案第66号、67号の特別会計補正予算

につきましては、下から２段目の合計の欄にあ

りますように、１億1,738万2,000円の減額補正

をお願いしております。

この結果、特別会計を合わせた農政水産部全

体の補正後の予算額は、一番下にありますとお

り、360億2,893万5,000円となります。

補正内容の詳細につきましては、後ほど関係

課長から説明させていただきます。

次、右側の２ページをごらんください。

繰越明許費についてでありますが、（２）の平

成25年度繰越明許費補正一覧表にありますよう

に、経営構造対策事業以下18事業で89億8,986

万9,000円の繰り越しをお願いしております。こ

れは、国の経済対策の実施に伴う補正の関係等

によりまして、工期が不足することによるもの

などであります。繰越事業の執行につきまして

は、関係機関との連携を図りながら、早期の完

了に努めてまいりたいと考えております。

次に、１枚おめくりいただきまして、３ペー

ジをごらんください。

債務負担行為についてでございます。これは、

国営土地改良事業負担金の追加をお願いするも

のであります。

次に、ちょっと飛びますが、７ページをお開

きください。

議案第75号「宮崎県農業構造改革支援基金条

例」であります。これは、農地中間管理機構を

設立し、農地の集積・集約化等を進めるために

基金の設置をお願いするものであります。

次に、右側の８ページでございますが、議会

提出報告として、損害賠償額を定めたことにつ

いて、また、おめくりいただきまして、９ペー

ジでございますが、９ページ以降には、その他

報告事項として、みやざきフードリサーチコン

ソーシアムの設立についてほか５項目を上げて

おります。

このほか、別紙でお配りをいたしております

が、先月発生いたしました積雪による農業関係

被害の状況等につきまして御報告をさせていた

だきます。
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詳細につきましては、関係課長等から説明さ

せていただきますので、よろしくお願いをいた

します。

私からは以上でございます。

○鈴木農政企画課長 農政企画課でございます。

本年度２月補正について御説明を申し上げます。

お手元の歳出予算説明資料、この分厚い資料

でございますけれども、その255ページのほうを

お開きいただければと思います。

農政企画課でございますけれども、２月補正

につきましては、一般会計ということで１

億2,318万8,000円の減額補正をお願いしており

ます。

この結果、２月補正後の予算額になりますけ

れども、右から３番目の欄でございます。22

億9,563万4,000円となってございます。

主な内容について、次ページ以降で御説明さ

せていただきます。

257ページのほうを１枚おめくりいただきまし

てお願いいたします。

真ん中の少し上でございますけれども、（事項）

の職員費というのがございます。ここで6,696万

円の減額補正となっております。これにつきま

しては、昨年の６月定例議会で知事等の給与の

特例に関する条例の一部を改正する条例という

ことで、職員給料の減額との措置が講じられた

ものに伴う減額の補正でございます。

これにつきましては、農政企画課以下関係課

で、職員費の減額補正を同じようにお願いして

おりますけれども、同様の理由でございますの

で、説明については省略させていただければと

いうふうに思ってございます。

１枚おめくりいただきまして、258ページをお

開きください。

２つ目の（事項）でございます、新みやざき

ブランド推進対策事業費というのがございます。

ここで280万7,000円の減額補正となってござい

ます。

この主な理由でございますけれども、説明の

２の『「みやざきブランド」マーケティング強化

事業』というものがございました。これは、県

外の全国的に活躍されているマーケティングア

ドバイザーの方を雇用して、みやざきのブラン

ド対策を強化するという事業でございましたけ

れども、これにつきまして、国の戦略産業雇用

創出プロジェクトという、いわゆるフードビジ

ネスを進めるための雇用を国庫で行うという事

業がございました。こちらのほうに振りかえる

ことができましたので、県費の節約という形に

なりまして、減額補正をお願いしているところ

でございます。

そして、農政企画課から最後でございます。259

ページをごらんください。

一番下の（事項）でございます。特定研究開

発等促進費というところがございます。これに

つきまして3,605万3,000円の減額補正をお願い

しております。

これにつきましては、国の公募制の事業、公

募の事業で要は戦略的資金というふうに言われ

ておりますけど、公募してとれるかどうかとい

うような試験研究を幾つかエントリーしてござ

いました。これにつきましては、当初の予算を

組んだ後、いろいろな紆余曲折がございまして、

幾つかの事業につきましては採択できず、ある

いは形を変えてというような形になったところ

でございます。

そういった意味で増減がございましたけれど

も、国から直接受託する研究事業の不採択等が

ありまして、国庫支出金については4,479万3,000

円の減額となりましたが、一方で、ほかの都道
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府県から要は連携して研究するというときには、

ほかの都道府県のほうから本県のほうに受け入

れる形というのがございます。そういったもの

を足し合わせて計算すると、3,605万3,000円の

減額補正になったというところでございます。

農政企画課からの説明は以上でございます。

○向畑地域農業推進課長 地域農業推進課でご

ざいます。歳出予算説明資料の261ページをごら

んください。

地域農業推進課の２月補正は、２段目ですが、

一般会計で１億218万8,000円の減額、４段目に

なりますけれども、特別会計で１億4,640万円の

減額となっております。合わせて２億4,858

万8,000円の減額補正をお願いいたします。

この結果、２月補正後の一般会計予算は、右

から３番目の欄でございますけれども、37

億2,643万6,000円、特別会計予算額は１億7,410

万4,000円となります。

それでは、主な内容について御説明いたしま

す。

263ページをごらんください。

（事項）の青年農業者育成確保総合対策事業

費でございます。２億8,920万3,000円の減額に

ついてであります。主なものにつきましては、

新規就農者育成・確保強化事業で実施しており

ます青年就農給付金事業でありまして、この要

件の中に、年間250万円を超えた場合、所得要件

がございます。こういったことがあった場合に

は給付の停止になっておりまして、そういった

案件や農地確保等の給付要件が満たせず申請を

辞退した者がいたこと、また市町村等からの最

終の要望が当初の見込みを下回ったことに伴い

減額するものでございます。

264ページをごらんください。

（事項）農業経営構造対策事業費6,334万3,000

円の減額についてであります。主なものといた

しましては、経営構造対策事業でありまして、

担い手が経営規模の拡大や新品目の導入等に取

り組む際に必要となる農業用機械、施設等の導

入について支援を行うものでありまして、国の

国庫補助決定に伴う減額を行うものでございま

す。

続きまして、265ページをごらんください。

（事項）の構造政策推進対策費３億7,128万円

の増額についてであります。主なものといたし

ましては、この欄の下のほうに、丸新で新規事

業「農業構造改革支援基金積立金」でありまし

て、国の経済対策の実施に伴い増額するもので

ございます。これは、後ほど説明いたします宮

崎県農業構造改革支援基金条例により、基金を

積み立てするものであります。

また、優良農地継承・フル活用推進対策事業

及びきめ細かな人・農地プラン作成強化対策事

業につきましては、国の補助金農地集積協力金

で、貸付先を特定しない10年間の白紙委任など

補助要件を満たさないものがありまして、国庫

補助決定が減額となったことに加え、４月から

スタートいたします農地中間管理機構の動向を

見きわめた上で、26年度以降に取り組みたいと

する地元の意向が高まったことによるものでご

ざいます。

続きまして、266ページをごらんください。

就農支援資金特別会計の（事項）就農支援資

金対策費１億4,640万円の減額についてでありま

す。

この資金は、新規就農に必要な施設・農機の

導入に要する資金を無利子で貸し付けるもので

すが、普及センターによる経営指導の徹底や自

己資金での対応による初期投資の軽減、そして

研修継続による就農時期の遅延など、思った以



- 34 -

平成26年３月６日(木)

上に当初計画よりも貸付金の低減が図られたこ

とによって減額するものでございます。

続きまして、常任委員会資料の７ページをお

開きください。

議案第75号「宮崎県農業構造改革支援基金条

例」であります。平成26年度から各都道府県で

一斉にスタートします農地中間管理機構におい

て、担い手農家への農地集積の取り組みに活用

するものであり、制定理由にありますように、

農業の生産性の向上とともに、農業構造の改革

を推進いたしますために基金を設置するもので

あります。

２の基金の概要ですが、設置目的にあります

ように、宮崎県農業振興公社を農地中間管理機

構として指定・設立し、機構の体制整備及びそ

の活動費のほか、機構への農地を預ける個人及

び集落等への協力金や、農地を集積する上で重

要となる農地基本台帳の整備費に活用すること

としております。

（２）にございます基金に積み立てる額は、

予算で定める額とし、10億7,500万余を予定して

おります。

地域農業推進課は以上でございます。よろし

くお願いいたします。

○工藤営農支援課長 営農支援課でございます。

お手元の歳出予算説明資料の267ページをお開き

ください。

営農支援課の２月補正額は、一般会計で２

億6,532万円の減額をお願いしておりまして、補

正後の最終予算額は、上段右から３番目の欄に

ありますように、23億623万5,000円となります。

それでは、主な内容について御説明いたしま

す。

270ページをお開きください。

中ほどの（事項）農業金融対策費の１億4,157

万2,000円の減額についてであります。これは、

農業近代化資金などの農業制度資金につきまし

て、平成25年度の新規融資及び過年度融資分の

繰り上げ償還等によります融資残高の減少によ

りまして、利子補給金・助成金額が確定したこ

と、また、農業経営改善促進資金無利子貸付金

の国内示に基づく融資枠の確定による貸付金の

減によるものであります。

次に、271ページをごらんください。

中ほどの（事項）鳥獣被害防止対策事業費

の5,666万9,000円の減額についてであります。

これは、鳥獣被害防止総合対策交付金の国庫補

助決定等によるものであります。

営農支援課は以上でございます。

○日髙農産園芸課長 農産園芸課でございます。

お手元の歳出予算説明資料の273ページ、次のペ

ージでございますが、ごらんいただきたいと存

じます。

農産園芸課の２月の補正額につきましては、

一般会計で14億2,690万の増額補正をお願いして

ございます。

その結果、２月補正後の予算額につきまして

は、右から３列目にございますように、27億9,853

万1,000円となります。

それでは、主な内容につきまして御説明いた

します。

275ページ、１枚めくっていただいてごらんい

ただきたいと存じます。

まず、中ほどの（事項）強い産地づくり対策

事業費の説明の欄、強い産地づくり対策整備事

業でございます。３億3,506万1,000円の増額補

正をお願いしてございます。この事業は、国の

経済対策を受けまして、宮崎市高収益胡瓜生産

組合などの４つの団体におけます低コスト耐候

性ハウス等の整備を支援するものでございます。
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その下の（事項）次世代施設園芸導入加速化

支援事業費でございますが、これにつきまして

は新規事業「次世代施設園芸導入加速化支援事

業」といたしまして、12億515万7,000円の増額

補正をお願いしてございます。

これは、後ほど、常任委員会資料で説明をさ

せていただきたいと存じます。

次に、１枚めくっていただきまして、276ペー

ジをごらんいただきたいと存じます。

上から２番目の（事項）施設園芸エネルギー

対策事業費の説明の欄の２でございます。施設

園芸用燃料の木質バイオマス転換加速化事

業1,407万円の減額でございます。これは、当初

予定しておりました施設園芸用の木質バイオマ

ス暖房機の導入支援におきまして、事業実施主

体の計画変更であったり、入札の実施によりま

す事業費の確定等に伴う減額でございます。

それから、その下の下から２番目の（事項）

活動火山周辺地域防災営農対策事業費の説明の

欄、活動火山周辺地域防災営農対策事業でござ

います。1,520万6,000円の減額でございます。

これは、降灰被害防止・軽減のための施設や機

械導入を支援するものでありまして、串間市な

どで６地区で実施してございましたけれども、

入札の実施に伴いまして執行残が生じたこと等

によるものでございます。

次に、下の277ページをごらんいただきたいと

存じます。

一番上の（事項）みやざき米政策改革推進対

策支援事業費でございます。経営所得安定対策

推進事業293万6,000円の増額でございますが、

これは、国の追加内示に伴い増額をお願いする

ものでございます。

それから、その２つ下の青果物価格安定対策

事業費でございますが、これは6,042万8,000円

の減額でございます。

説明の欄の３事業ございますけれども、いず

れも野菜の価格の低落時に、生産者に対しまし

て補給金を交付するための資金を造成するとい

う事業でございますけれども、野菜価格が安定

して推移したこと等によりまして減額となると

いうものでございます。

それでは、別冊で常任委員会資料の５ページ

をごらんいただきたいと存じます。

新規事業「次世代施設園芸導入加速化支援事

業」でございます。まず、右側の６ページのポ

ンチ絵をごらんいただきたいと存じますが、左

の上のほうにあります目的にございますように、

生産者の高齢化と担い手の育成は、施設園芸県

であります本県におきまして大きな課題となっ

てございます。

生産量を維持いたしまして、本県がこれから

も日本の食料供給県であり続けるためには、施

設の大規模化なり集約化とあわせてＩＣＴを活

用した高度な環境制御によります、生産性の向

上とコストの削減ということを図ることが必要

だというふうに考えてございます。

そこで、今回、国の次世代施設園芸導入加速

化支援事業を活用いたしまして、右側の宮崎県

の目指す姿にもございますが、先端技術を用い

まして大規模な施設園芸団地を整備し、県内産

地への波及を図るとともに、大規模経営の可能

な次世代の担い手を育成するものでございます。

具体的には、その下の図にございますけれど

も、１つの団地の中にピーマンのハウス2.3ヘク

タールとキュウリのハウス1.8ヘクタールの合わ

せて、９棟で合計4.1ヘクタールでございますが、

このハウスを整備いたしまして、その中で高度

な環境制御を行いつつ、あわせて右側のほうに

ございますように、育苗施設であったりとか、
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集出荷施設を一体的に整備するというものでご

ざいます。

また、この団地におきましては、先ほど御説

明申し上げました複合環境制御システムという

ものを核にいたしまして、生産コストの削減で

あったり、生産性向上のための技術実証を行う

ということとしてございまして、あわせて木質

バイオマス暖房機の利用等、化石燃料からの転

換に取り組むこととしておるところでございま

す。

右のページに戻っていただきまして、事業の

概要でございますが、予算額は中ほどにござい

ますように、12億515万7,000円でございます。

事業期間は、国の補正予算の関係から25年度と

なってございますけれども、全額を26年度へ繰

り越すこととしてお願いをしてございます。

また、本事業の事業主体につきましては、掲

げてございますように、民間企業や生産者団体

等からなりますコンソーシアムでございまして、

具体的に整備する主体は、ＪＡ宮崎中央でござ

います。

農産園芸課は以上でございます。

○宮下農村計画課長 農村計画課でございます。

引き続き、お手元の歳出予算説明資料の279ペー

ジをごらんください。

農村計画課の２月補正は、１億1,866万3,000

円の減額補正をお願いしております。

この結果、右から３番目の欄になりますけど

も、補正後の予算額は52億5,549万7,000円とな

ります。

それでは、補正の内容について主なものを御

説明いたします。

資料の282ページをお開きください。

中ほどの（事項）土地改良事業負担金でござ

いますが、9,008万1,000円の減額となっており

ます。これは、国の国営土地改良事業予算の確

定によりまして、県の負担額を減額するもので

あります。

歳出予算説明資料については以上でございま

す。

次に、債務負担行為について御説明いたしま

す。

お手元の常任委員会資料の３ページをお開き

ください。

（３）の債務負担行為（２月補正）の追加の

表でございます。農村計画課の国営土地改良事

業負担金でございます。これは、尾鈴地区並び

に西諸地区の国営土地改良事業につきまして、

平成24年度実施分の事業費が確定しましたこと

から、負担金の限度額の設定を行うものであり

ます。

農村計画課については以上でございます。

○河野農村整備課長 農村整備課でございます。

歳出予算説明資料の283ページをお開きくださ

い。

農村整備課の２月補正は、一般会計で26

億1,029万7,000円の減額補正をお願いしており

ます。この結果、補正後の予算額は、右から３

列目の欄にありますように、103億3,234万4,000

円となります。

それでは、主な内容につきまして御説明いた

します。

285ページをお開きください。

中ほどの（事項）公共農村総合整備対策費で

あります。4,539万7,000円の増額をお願いして

おります。主な内容としましては、１の中山間

地域総合整備事業におきまして、営農飲雑用水

等の整備を行うもので、国庫補助決定に伴うも

のであります。

次に、286ページをお開きください。
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中ほどの（事項）農地集団化事業促進費であ

ります。３億941万4,000円の減額をお願いして

おります。主な内容としましては、３の県営土

地改良事業換地清算金におきまして、本年度換

地清算を行う予定であった地区で、権利関係の

調整や相続処理などに不測の日時を要したこと

により、本年度の清算ができなくなったことに

よるものであります。

次に、一番下の（事項）公共土地改良事業費

であります。２億8,872万8,000円の増額をお願

いしております。内訳としましては、経済対策

分で４億3,104万2,000円の増額、通常分として、

国庫補助決定に伴い、１億4,231万4,000円の減

額であります。

287ページをごらんください。

主な内容としましては、１の県営畑地帯総合

整備事業及び６の農業体質強化基盤整備促進事

業におきまして、畑地かんがい施設や暗渠排水

等の整備を行うものであります。

次に、中ほどの（事項）公共農道整備事業費

であります。５億1,869万9,000円の増額をお願

いしております。内訳としましては、経済対策

分で５億3,962万円の増額、通常分として、国庫

補助決定に伴い2,092万1,000円の減額でありま

す。主な内容としましては、１の県営広域営農

団地農道整備事業におきまして、農道整備の進

捗を図るものであります。

次に、一番下の（事項）公共農地防災事業費

であります。３億6,710万4,000円の減額をお願

いしております。

288ページをお開きください。主な内容としま

しては、５の県営湛水防除事業におきまして、

工法検討等に日時を要したことにより、施工時

期を次年度に見直したことによるものでありま

す。

289ページをごらんください。

（事項）耕地災害復旧費であります。27億1,799

万1,000円の減額をお願いしております。これは、

平成25年の災害発生が少なかったことによるも

のであります。

説明は以上であります。

○成原水産政策課長 水産政策課でございます。

お手元の平成25年度２月補正歳出予算説明資料

の291ページをお開きください。

水産政策課の２月補正額は、一般会計で２

億2,197万7,000円の減額、沿岸漁業改善資金特

別会計で2,901万8,000円の増額、合計で１

億9,295万9,000円の減額補正をお願いいたして

おります。

その結果、２月補正後の予算額は、一番上の

３列目になりますけれども、一般会計、特別会

計を合わせまして22億1,680万1,000円となりま

す。

それでは、主な内容について御説明いたしま

す。

293ページをお開きください。

下から２行目の（事項）水産金融対策費7,216

万2,000円の減額についてでございます。これは、

説明欄１にあります、漁業経営の改善等を進め

るための低利融資制度であります漁業近代化資

金等におきまして、資金需要の低下や一部繰り

上げ償還があったことなどにより利子補給額が

減少したことや、次のページの説明の４にあり

ますけれども、信用事業譲渡を行う漁協経営を

支えるため、信漁連と連携して低利融資を行う

漁業協同組合機能・基盤強化推進事業におきま

して、融資額が確定したこと等により減額となっ

たものでございます。

次に、294ページをごらんください。

中ほどの（事項）栽培漁業定着化促進事業費637
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万5,000円の減額についてでございます。これは、

宮崎県沿岸資源育成強化事業におきまして、漁

業者による藻場造成等の取り組みを支援する国

の交付金事業の制度変更に伴いまして、県費負

担がなくなったこと等による減額でございます。

次に、一番下の（事項）地域漁業経営改革対

策費1,056万1,000円の減額についてでございま

す。

295ページをごらんください。

上段の説明欄３の日本一のキャビア産地づく

り支援事業におきまして、国の６次産業化ネッ

トワーク活動推進交付金の交付決定等に伴う減

額でございます。

次に、一番下の（事項）漁業取締監督費9,270

万8,000円の減額についてでございます。これは、

主に、説明欄２の宮崎県内水面振興センター経

営基盤強化対策資金におきまして、センターの

経営安定を図るため、短期運転資金としまして

当初予算で２億円を用意しておりましたけれど

も、１億1,700万円の融資実績となりましたので

減額するものでございます。

296ページをお開きください。

上段の（事項）水産試験場管理費938万3,000

円の減額についてでございます。これは、水産

試験場本場それから分場及び漁業調査船みやざ

き丸の維持管理経費等の執行残でございます。

297ページをごらんください。

特別会計の（事項）沿岸漁業改善資金対策

費2,901万8,000円の増額補正についてでござい

ます。これは、昨年度から本年度へ貸付金の繰

越金が確定したことに伴います増額補正でござ

います。

水産政策課は以上でございます。

○神田漁村振興課長 漁村振興課でございます。

同じく、その資料の299ページをお開きください。

漁村振興課の２月補正額につきましては、一

般会計のみで５億1,011万9,000円の減額補正を

お願いしてございます。

この結果、補正後の予算額は、右から３番目

の欄にございますように、33億2,529万1,000円

となります。

それでは、主な内容について御説明いたしま

す。

めくっていただきまして、301ページをお願い

いたします。

上から３段目の（事項）栽培漁業定着化促進

事業費の480万9,000円の減額についてでござい

ますけども、これは、運営経費の一部を補助し

ております水産振興協会におきまして、補助対

象経費に不用額が生じたために減額するもので

ございます。

次に、302ページをお開きください。

上から２段目の（事項）種子島周辺漁業対策

事業費の6,634万7,000円の減額についてでござ

います。これは、ロケット打ち上げに伴いまし

て、操業制限を受けます漁業への影響緩和のた

め、共同利用整備について宇宙航空研究開発機

構が負担するものでございますが、事業実施主

体でございます漁協等の施設整備計画の変更や

入札残等によります、事業費の確定に伴い減額

するものでございます。

次に、２つ下の（事項）漁業振興特別対策事

業費の345万6,000円の減額についてでございま

す。これは、細島港整備事業に伴います漁業権

消滅並びに漁業制限区域の設定など、漁業者が

受けました影響の緩和を目的として、漁協が共

同利用施設を設置する際の経費の一部を助成す

るものでございますけども、漁協の計画変更等

によりまして減額するものでございます。

次に、１つ下の（事項）水産基盤（漁場）整
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備事業費の２億6,675万円の減額についてでござ

います。これは、効率的な操業、資源の増大等

の効果によります生産性の向上を図るため、漁

場の整備を行う事業でございますが、国庫補助

決定に伴いまして減額するものでございます。

次に、303ページをごらんください。

２つ目の（事項）水産基盤（漁港）整備事業

費の4,315万円の増額についてでございます。こ

れは、漁港の安全性を確保するとともに、漁業

生産活動基地としての機能の向上を図るために

漁港整備を行う事業でございますけども、経済

対策分の国庫補助決定等に伴いまして増額する

ものでございます。

次に、下の（事項）漁港災害復旧事業費の１

億4,649万9,000円の減額についてでございます。

これは、漁港施設におきまして、台風等の災害

がなかったため減額するものでございます。

次に、304ページをごらんください。

（事項）水産施設災害復旧事業費の5,298

万3,000円の減額についてでございます。これも、

水産施設におきましても、台風等の災害が発生

しなかったために減額するものでございます。

漁村振興課は以上でございます。

○押川畜産振興課長 畜産振興課でございます。

同じ資料、お手元の説明資料の305ページをお開

きください。

畜産振興課の２月補正額は、左から２番目の

欄にあります４億9,581万8,000円の減額補正を

お願いしております。その結果、補正後の予算

額は、右から３列目、26億5,670万8,000円とな

ります。

それでは、その主な内容について御説明いた

します。

308ページをごらんください。

上から２番目の（事項）畜産団地整備育成事

業費の1,742万9,000円の減額についてでありま

す。これは、説明の欄にあります、１の肉用牛

振興施設整備事業のうち、家畜市場におきます

セリシステム等の整備につきまして、国庫補助

事業の事業費の確定等に伴い減額するものでご

ざいます。

次に、その２つ下の（事項）肉用牛生産対策

費の1,010万円の減額についてであります。これ

は、放牧関連事業の予定地におきまして協議が

整わなかったこと、及び事業費の圧縮により減

額するものであります。

次に、309ページをごらんください。

一番下の（事項）飼料対策費の１億8,024

万3,000円の減額についてであります。これにつ

きましては、次の310ページ、一番上の２のみや

ざきエコフィード増産体制整備事業で１億7,510

万円の減額補正が主なものでございます。これ

は、当初、国庫補助事業を活用してエコフィー

ド製造施設の整備を計画しておりましたが、地

元において既存施設の譲渡・移設を受けること

が可能となったことから、この分の国庫補助事

業実施予定分を減額するものであります。

次に、その下の（事項）公共畜産環境総合整

備事業費の２億366万4,000円の減額についてで

あります。これは、国の緊急経済対策に伴いま

して、平成24年度補正予算により、平成25年度

実施予定分を前倒ししたことにより減額するも

のでございます。

次に、その下の公共畜産基盤再編総合整備事

業費の2,050万7,000円の増額についてでありま

す。これは、牛舎整備等の事業費の精査により

まして事業費が増加し、それに伴う国庫補助決

定によるものでございます。

畜産振興課は以上でございます。

○西元家畜防疫対策課長 家畜防疫対策課でご
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ざいます。お手元の同じ資料、313ページをお開

きください。

家畜防疫対策課の２月補正額は、２億4,007

万8,000円の減額補正をお願いしております。

その結果、補正額の予算額は、右から３列目

ですが、９億4,135万4,000円となります。

それでは、主な内容につきまして御説明をさ

せていただきます。

315ページをお開きください。

上から５行目、（事項）家畜防疫対策費の2,327

万9,000円の減額についてであります。このうち、

その下の４、家畜防疫体制強化事業の1,227

万6,000円の減額でありますが、牛飼養農場の巡

回指導におきまして、民間団体獣医師を活用し

て家畜防疫体制の強化を図ることといたしてお

りましたが、巡回指導の効率化を図った結果、

民間団体獣医師の従事者数を縮減することがで

きたことなどにより減額するものであります。

次に、316ページをお開きください。

一番上の（事項）口蹄疫復興対策事業費の２

億1,082万9,000円の減額についてであります。

このうち、その下の２の生産農場清浄化促進対

策事業の3,579万2,000円の減額でありますが、

本事業は、畜産農家の生産性を阻害する豚オー

エスキー病や牛白血病等の清浄化を図るため、

検査やワクチン接種の推進を行うものですが、

オーエスキー病の清浄化が進んだことによりま

して、ワクチン接種が一部不要になったこと、

また、地域での牛白血病清浄化のための抗体検

査件数が、当初の見込みより減少したことなど

により減額するものでございます。

また、４の口蹄疫埋却地再生活用対策事業の

１億6,728万7,000円の減額につきましては、整

備面積を当初50ヘクタールと見込んでおりまし

たが、工事開始前の試掘により整備が必要な面

積を確定した結果、44ヘクタールとなったこと、

また、再生整備を個々の埋却地の状況に応じた

効率的かつ低コストな工法で実施した結果、工

事費を低減できたことなどによる減額でありま

す。

なお、本事業につきましては、後ほど、その

他の報告事項の中でも、本年度の整備状況等に

つきまして御報告をさせていただくことにして

おります。

家畜防疫対策課は以上でございます。

○山下委員長 以上で議案の説明が終了いたし

ました。

今から質疑に入ります。

○髙橋委員 農政企画、259ページの特定研究開

発等促進費、エントリーをしたが採択できずだっ

たんですけども、何をエントリーされたのかな

と、ちなみにお聞きしたいと思います。何をエ

ントリーされたのか、特定研究開発促進費。

○井上総合農業試験場長 今回エントリーした

課題についてという御質問ですが、その前に、

特定研究開発等促進費につきましては、国の農

業・食品産業科学技術研究推進事業という国の

公募型の競争的資金の委託金を受けてやること

になっておりますが、これは各県それから国の

試験場で共同して分担しながら試験を行うと、

そういう研究になっております。

それで、御質問にありました、今回エントリ

ーした課題ですけど、全部で９つエントリーし

ましたが、そのうちの２つが不採択になったと

いうことであります。全部言うとあれなんで落

ちたとこだけを言わせていただきますと、一つ

が、焼酎かすによる施設野菜の土壌病害虫対策

ということと、それからもう一つが、ピーマン

のこれも土壌病害の抵抗性の台木を育成すると

いう、その２つが今回選定されずに落ちたとい
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うことになっております。

ただ、これにつきましては、最初のものにつ

きましては、国のほかの研究機関がやるものに

相乗りする形で実施しますし、それからピーマ

ンの台木については、来年度もう一度再挑戦す

るということで現在手続を進めてるとこであり

ます。

○髙橋委員 わかりました。２つだけ不採択で、

了解しました。

次に、263ページのちょっと説明がなかったん

ですけど、農業会議の議員手当等1,000万、ちょっ

と大きい減額なんですけど、教えていただくと

いいですけど。

○大久津連携推進室長 連携推進室でございま

す。１番、農業会議の手当等の減額1,063万8,000

円につきましては、農業会議の派遣しておりま

す職員が途中で辞職したことに伴い、その分の

不補充ということで、それについては従来のコ

ーディネーターを兼務で継続したということで、

その職員費の人件費を減額するものでございま

す。

○髙橋委員 この説明の議員手当という書き方

でいいんですね。

○大久津連携推進室長 これについては国の10

分の10ということで、この予算費目がこういう

形にのっておりまして、農業会議員手当の中に

農業会議の職員の人件費を見るということで

なっておりまして、そこに計上させていただい

ております。

○髙橋委員 わかりました。

次に、一番下の就農支援資金の関係で、いろ

んな要件をクリアしなかったとか市町村からの

要望が下回ったとか、そういうことの理由なん

でしょうけど、いわゆる魅力がある事業だから、

結構、私、競争するんじゃないかと当初思って

たんですよ。意外と要望がなかったということ

で、ちょっと今から農業を活気させないかんな

というところで少しがっかりきたんですけど、

もう一つ何か特別な理由があれば、もうちょっ

と詳しく説明してください。

○向畑地域農業推進課長 この事業が始まりま

す前に、25年の３月の時点で、各市町村に、特

に働きながら農業しながら、こういう給付金を

いただく経営開始型というのがあるんですけれ

ども、ここは基本的に市町村のほうで意向調査

をいたします。その意向調査の中に各農業委員

とかいろんなところと情報交換しながら集めて

くるんですけども、なかなか最終的には及ばな

かったというところで、経営開始型だけでも見

込みが350人だったんですけれども、実際は262

名の方が給付されたというようなことになって

おります。

委員がお話しのように、この事業は大変制度

としても望ましい方向に持っていけるじゃない

かなということで、私どももそうなんですけれ

ど、市町村も一緒になって発掘はするんですけ

ども、なかなか最近の景気が少しよくなってき

てる部分もあるのかもしれませんけども、やは

りＰＲが足りないということで、もう一つの準

備型、新人の方を対象にした事業につきまして

も、昨年よりも募集回数を何回かふやしました。

３回ほどふやしたんですけれども、やはりこち

らのほうも当初見込みの80名が、実績としては57

名になったというところで、まだまだ私どもの

努力が足りないのかなと思ってるところでござ

います。

○髙橋委員 ちょっと事業、説明はあったんで

しょうけど、これは期間限定ですかね。いわゆ

る、また来年まで継続してやるんなら、また繰

り越しができるんでしょうか。
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○向畑地域農業推進課長 ２通りございまして、

研修を受けながらやられる準備型というのが２

年間、農業を始めながらということで経営開始

型が５年間継続していただけますので、この事

業はやはり農業への定着を見据えた事業だとい

うふうに思ってるとこです。

○髙橋委員 ちょっと質問の仕方がまずかった

ですかね。いわゆる、この事業はまだしばらく

続くんですよね。

○向畑地域農業推進課長 まだ続くということ

で、一つ、来年度予算になるんですけれども、

今まで農地の要件、特に親元就農については、26

年から大分緩和されるということでお話を伺っ

ておりますので、そういった準備を進めてると

こでございます。

○髙橋委員 わかりました。またいろいろと指

針をいただいて、事業がうまくいくようにお願

いしたいと思います。

それと、委員長、続けていきますが、近代化

資金どこでしたっけ、いわゆる新規就農者は、

ちょっと私の記憶違いだったらまた訂正いただ

きたいんですけど、意外と数字的にはそう落胆

しなくてもいいような数字をちょっと記憶して

たんですけど、いわゆる中核というか専業とい

うか、農業で飯を食う、そういうところの融資

がなかなか、私、県南だけかもしらんですけど、

融資が伸びてないというところはＪＡの方々か

ら聞いたりするもんですから、その辺の関係で

近代化資金とか影響してるのかなというところ

を教えていただくといいですが。

○工藤営農支援課長 営農支援課でございます。

今、委員のほうから、近代化資金の貸し付けと

いうことで御質問がございましたけども、近代

化資金につきましては、本県は60億の枠という

ことで近年やっておりまして、全国でも非常に

トップクラスの融資を行っております。昨年は57

億程度だったと記憶しておりますが、特にその

理由としまして、やはり３号資金ということで、

素牛の導入の資金が非常に需要が多いというこ

とでございまして、全体の７割程度が家畜導入

資金ということでございます。そういうことで

近代化資金については、堅調に利用していただ

いているという状況がございます。

そのほか、これは公庫資金でございますけれ

ども、スーパーＬ資金、これについても人・農

地プランに位置づけられることによりまして、

無利子の貸し付けというようなことも始まって

おりまして、地域からの要望も多いというふう

に聞いているところでございます。

○髙橋委員 融資でいっぱいたくさんあるから、

いろいろと利用もあるんでしょうけど、結局、

ＪＡの経緯から言うと、大型農機具が売れなく

なったとか、そういうのは実際あるわけです。

専業でやる人たちがだんだん減ってるからです

よね。いろんな施設の投資にしても、新たな新

規の農家の設備投資というのが、だんだんと右

肩下がりになってるということだと聞いたもん

ですから、その辺をちょっと聞いてみました。

わかりました。また後ほど、関連がありました

ら質疑します。

○横田委員 家畜防疫対策課の一番最後のペー

ジですけど、316、生産農場清浄化促進対策事業

のところで、豚オーエスキーが清浄化が進んで

きて減額になったというような説明があったと

思うんですけど、例えば、今はやってる豚流行

性下痢、これもここ最近発生がなくてワクチン

接種をやめてて、またはやり出したという話も

聞いたんですけど、このオーエスキーはそうい

う状況になるようなことは考えなくていいんで

しょうか。
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○西元家畜防疫対策課長 最後のほうの御質問

の内容がちょっと聞き取りにくかったんですが、

オーエスキーは……。

○横田委員 要するに、清浄化が進みつつある

ということで、もうワクチン接種とかが大分少

なくなってるということなんでしょ。そうなっ

た場合に、今はやってる流行性下痢みたいに、

また何年かしてから流行してしまうとか、そう

いうことは考えなくていいんでしょうか。

○西元家畜防疫対策課長 このオーエスキーに

つきましては、国と協調しながら約５年間の計

画で清浄化を進めてまいりました。で、全国的

にやっと清浄化をなし遂げつつあるんですが、

今後、日本の国内からオーエスキーのウイルス

がなくなるというところを目指しております。

ですから、ここが清浄化がなし遂げられれば、

あとは外国から入ってくるウイルスの検疫で、

水際で防疫するということになると思います。

ですから、国内でまた再発するというようなこ

とは、検疫を破らない限りはないとは考えてお

ります。

○横田委員 わかりました。牛の白血病のほう

なんですけど、当初見込みよりも少なかったと

いう説明やったと思うんですけど、何か半端な

事業になってるような気がしてるんですけど、

現状はどんなふうな状況でしょうか。

○西元家畜防疫対策課長 当初は、宮崎県全体

で牛白血病の清浄化に取り組もうとしたところ

なんですが、こちらとしては各農協単位あるい

は畜連単位で清浄化が図られればという計画で

おりましたが、地域によってなかなか意見がま

とまらなかったということがございまして、現

在は地域によってまとまってるところは、白血

病の清浄化には引き続き取り組んでいただいて

る。そして、まだまとまりがついてないところ

につきましても、そこをモデルにしまして、清

浄化の推進をこちらとしては図っているところ

でありまして、全県下、前向きには考えてくだ

さってるところです。

○横田委員 農家の意識というのは、まだ結構

強いものがあるということでよろしいでしょう

か。

○西元家畜防疫対策課長 農家のＢＬに対する

意識というのは、例えば競りから買ってきた場

合にＢＬプラスが心配だというようなことが

あって、先にＢＬ清浄化に取り組んでおられる

地域につきましては、まだおくれてるところに

対しまして、早く清浄化に取り組んでほしいと

いうような希望もこちらは受けているところで

す。

○横田委員 非常に難しい問題というふうに思

うんですけど、やるんだったら本当に県全域で

進んでいくように、また今後も御努力をお願い

したいと思います。

○緒嶋委員 先ほどのこれは地域農業推進課、

先ほどの就農者が予想よりも少なかったという

のと、この担い手育成総合対策事業の減額とい

うのが連動しとるわけですかね。これは何ペー

ジか、264ページの一番下の農の新たな「人財」

確保促進対策事業。

○向畑地域農業推進課長 この農の新たな「人

財」確保促進事業なんでございますけれども、

この事業においては産地単位で、人・農地プラ

ンという地域で守っていこうということを一歩

進めて、産地単位で守っていこうという当初の

予定がございました。そして、ＪＡさんとか品

目別部会さんとかと一緒になって連携してたん

ですけれども、もともと、特に中古ハウスの補

修とかそういったのが多かったんですけれども、

国の予算の中では低コスト耐候性ハウスという
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ことで限定がありまして、本県において多いＡ

Ｐ改良型等の要望と乖離する部分があって、今

回要望がなかったということで、国庫補助が減

額ということで、今回の事業については減額さ

せていただいてるところでございます。

○緒嶋委員 続いて、構造政策推進対策事業の

説明の６番、「農」と「企業」のみやざきフード

ビジネス創出事業、これ9,435万円、これはフー

ドビジネスに積極的にやらないかんという中で、

減額というのは、何かちょっと言うこととする

ことが違うっちゃないかという気がするんです

が、どうですか。

○大久津連携推進室長 お尋ねの「農」と「企

業」のみやざきフードビジネス創出事業につき

ましては、国の補助事業によります６次化を推

進するための、そういう認定書をつくるための

ソフト事業とハード事業、それともう一つは、

県の単独で企業の農業参入支援ということで予

算を計上させていただいております。

今回の補正額9,400万円につきましては、まず、

６次産業化の認定者を促進するものについては

順調に、全国でも第４位というぐらいの認定数

を確保しましたけども、それに伴いますハード

事業については、国の直接の補助金ではなくて、

直接採択の事業のほうで事業が大きくなったと

いうことで、今それに公募いたしましたので、

その分を減額させていただいております。

それと、県単独の企業参入の支援に7,600万円

につきましては、この多くを今回減額させてい

ただいております。実は今現在、水面下で、県

内外の大手の企業との参入ということで今交渉

が進んでおりまして、本年度着手ということで

考えてやってまいりましたけども、相手企業等

の諸般の事情で来年度に先送りになりましたも

んですから、残念ながら本年度は執行を見送り

まして、来年度、再度これについては実施させ

ていただきたいというふうに思ってるとこでご

ざいます。

○緒嶋委員 次年度には順調にいくということ

ですね。ありがとうございます。

それと、これは271ページ、鳥獣被害防止対策

事業、これが5,666万9,000円の減額であります

けれども、これは鳥獣被害に強い地域づくり事

業というのが、何かこれは該当しなかったとい

うこと、どういうことでこういう減額になった

んですか。

○和田食の消費・安全推進室長 これは該当し

なかったとかいうことではなくて、市町村から

の要望額がその中におさまっているということ

で、国庫補助決定に伴う減ということになって

おります。

○緒嶋委員 ということは、市町村の希望は満

たされたということですね。

○和田食の消費・安全推進室長 市町村の要望

額に対しましては、ほぼ100％近く満たしておる

というふうに考えております。

○緒嶋委員 それと、276ページ、農産園芸課、

この施設園芸用燃料の木質バイオマス転換加速

化事業、これは木質バイオマスにできるだけ特

化して暖房機を入れようということであります

けど、今のところ計画どおりいっておるわけで

すか。減額したというのは何か理由があるわけ

ですか。

○日髙農産園芸課長 本年度の導入目標といい

ますのが、134台ということで導入を予定してご

ざいましたけれども、現実的に事業実施主体の

見直し等によりまして、134台の中から116台と

いうところで、本年度実施をするということで

ございます。引き続き、また来年度以降、導入

促進に向けて取り組んでいきたいというふうに
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考えてございます。

○緒嶋委員 それと、みやざき米政策改革推進

対策支援事業、これは今後いろいろ飼料用米と

か加工用米とかということを取り組むような感

じの事業になるわけですか、どうですか。

○日髙農産園芸課長 今委員から御指摘がござ

いましたように、この中でいわゆる生産調整の

部分の推進という部分と、その推進された結果

としての生産調整の補助の確認というような事

務費になってございまして、そういったところ

も当然入ってこようかというふうに考えてござ

います。

○緒嶋委員 それと、いいですか、その明許繰

越、いいですかね、これ。これ89億、約90億あ

るわけですけれども、これはもう全部一応入札

は終わっておるわけですか。

○河野農村整備課長 御質問としましては、資

料のほうの２ページの骨子でよろしいんでしょ

うか。

部の中で、農村整備のほうで公共事業関係が

多うございますので、うちの農村整備課として

の御説明になりますけど、こちらのほうに公共

農村整備対策事業を始めまして、６つの事業を

掲げてございます。合計で約52億ほどの繰り越

しのほうを今回お願いしております。その多く

につきましては、４月以降、工事のほうの発注

というものがほとんどになってまいります。当

然一部については、既に発注している工事が３

月まで終わらなかったもので、繰り越しさせて

いただくということで計上させていただいてい

るところでございます。

○緒嶋委員 明許繰り越したのは、翌年度に全

て事業は終わるということになるわけですかね。

○河野農村整備課長 基本的には、来年度中に

は全ての工事を終えるということで現在進めて

おります。

○緒嶋委員 ほかの課も同じですかね。

○鈴木農政企画課長 基本的には、来年度中に

全て終えるということで考えてございます。

○緒嶋委員 これはある意味じゃ、事業の平準

化という意味では何となく理解できるんですけ

ど、会計の原則からいえば、やっぱ明許繰越は

少ないほうがいいわけですよね。これは平準化

という一つの全体の予算の通年事業というよう

な感じならこれでいいけど、金額が多いという

ことは、24年度、25年度事業が多かったという

ことで、こういう大きな金額になったんだろう

というふうに思いますけども、できるだけ基本

的には明許繰越は少ないほうがいいということ

だろうと思うんですけど、このあたりの認識は

どうですか。

○鈴木農政企画課長 こういった繰り越しに関

しましては、国の経済対策の時期等いろいろご

ざいますので、なかなか県の努力だけでという

のは難しい面はございますけれども、基本的な

認識として緒嶋委員がおっしゃるとおり、しっ

かりと執行してまいりたいと考えてございます。

○ 原委員 316ページですか、口蹄疫復興対策

事業費の４番、口蹄疫埋却地再生活用対策事業

ですが、見込みの面積が少なかったということ

と、工法による低減ということでしたが、我々

も１回見に行きましたけど、工法による低減っ

て、どういう工法に変えられたんでしょうか。

○西元家畜防疫対策課長 埋却地の整備をする

場合に、埋却地の石れきを除去するというのが

基本になるんですが、その石れきの分布状況、

例えば埋却溝の上だけにあるとか、埋却地全体

に広がっておるとかいうことで、その石れきの

除去の方法を機械をかえて除去するということ

にいたしておりました。それが工法の種類とし
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て４種類ほど工法を考えておるんですが、それ

はバケット式のふるいとか、それから自走で行

く芋掘り機みたいなものなんですが、そういう

機械によって工法を違えておりました。そうい

うことで単価が変わるということになったもの

でございます。

○ 原委員 その後の再生した後の土地利用の

状況というのはどういう状況なんでしょうか。

○西元家畜防疫対策課長 去年の９月あたりで

秋作をつくっておられるところは、計画があっ

たところは先に工事を始めたわけですが、そこ

の埋却地というのはほとんど作がされておりま

す。それは飼料作が主でございますし、一部は

野菜等をつくっておられるところもございます。

それで、その後に後期として、下期ですね、後

期で工事をやったところといたしましては、今

度の春作が主になるということでございまして、

まだ作はされていないという状況です。

○ 原委員 それも全然れきのとり方が悪くて

というような問題、支障はなく、前の畑の状況

のようにちゃんとなっているということですか。

○西元家畜防疫対策課長 ほとんどれきは作に

対して問題ないようにはしてあるんですが、飼

料作の場合は少し小石が残っても問題ないとい

うことで、持ち主の方からは了解は得ておりま

す。

○ 原委員 それで、これも一応全部済んだと

いうことですかね。いわゆる埋却地も全部25年

度で、まだ残りがあるということですか。

○西元家畜防疫対策課長 平成25年度は全埋却

地の約６割を計画しております。全埋却地とい

うのが、農家が整備を希望されたところとし

て222カ所ありますが、そのうち、平成25年度

は143カ所を計画しておりました。

○ 原委員 それで、その50ヘクタールが44ヘ

クタール、見込みが違ったというのはどういう

ことですかね。

○西元家畜防疫対策課長 当初正確に測量した

わけではないんですが、それは工事をする埋却

地というのは３年間入り込むことができません

でしたので、当初の埋却地の面積というのをそ

のままとっておったわけです。その後、工事を

する前に測量に入りましたので、面積は……（発

言する者あり）

○ 原委員 わかりました、委員長。後で説明

があるんだそうです。

○西元家畜防疫対策課長 失礼しました。

○ 原委員 今心配されてるのが、結局下にいっ

ぱい石があるわけだから、陥没するんではない

か。話が始まりましたからそこに行きますけど、

この陥没云々というのは、後の施工後の問題と

してはなかったのかお聞きして、一応ここで終

わります。

○西元家畜防疫対策課長 全くなかったわけで

はございません。数カ所陥没というか、亀裂が

入ってるところはございます。そういうところ

も、この３年間の埋却整備を計画しております

が、その中で亀裂も整備をしていく計画にして

おります。

○ 原委員 よくわかりました。

○山下委員長 議案はないですか。

○前屋敷委員 266ページで就農支援基金特別会

計ですが、減額１億4,000万ありますが、自己資

金などがあって貸し付けの額が少なくなったと

いうことですが、現在、実績としては何件ぐら

い活用されておられるか。

○向畑地域農業推進課長 １月末現在で15件の

貸し付けをいたしております。

○前屋敷委員 大体平均してこのくらいですか。

○向畑地域農業推進課長 これが大体1,000万を
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超えるところから200万ぐらいとかということ

で、やはり施設をされたりとか機械とかを入れ

られたりとか、あとは牛の導入とかというのが

ございまして、ケース・バイ・ケースという形

になっております。

○前屋敷委員 当然ですが、この貸付資金の周

知は徹底はされてるわけですね。

○向畑地域農業推進課長 これは市町村も通じ

て融資残補助でございますので、しっかり周知

させていただいてるところでございます。

○前屋敷委員 いいですか。302ページでちょっ

と聞き漏らしたので、もう一度御説明をいただ

きたいんですが、302ページの下のほうの水産基

盤（漁場）整備事業費ですが、国庫補助決定に

伴う補正ということで、事業そのものが認めら

れなかったということだったですか。

○神田漁村振興課長 これにつきましては、25

年度当初予算で計画しておりました表層型浮魚

礁の事業費が24年度の補正予算で認められた関

係もございまして、こういう形で減額させてい

ただいたのが主な理由でございます。したがい

まして、当初の計画どおり、こちらの考えてる

計画どおりには事業はできてございます。

○前屋敷委員 わかりました。もう一件。310ペ

ージのこれも同じあれですが、資源リサイクル

畜産環境整備事業、ここも減額なんですが、こ

れを減額するとほとんど事業はなくなってしま

う形なんですが、これ自体は、済みません、御

説明いただいたと思うんですけど、十分理解し

ておりませんでした。

○押川畜産振興課長 資源リサイクル畜産環境

整備事業についてでございますが、これはいわ

ゆる畜産の大型の造成でありますとか施設等、

大型の広域でやる事業でございまして、幾つか

の地域を数年にわたって連続してやるものでし

て、これにつきましては、先ほどの水産と同じ

ように、むしろ前倒しで前年の補正でやって、25

年度分を減額ということでございますので、計

画そのものはむしろ前倒しで順調に進んでいっ

て、またその後、新しい地域につきましては、

後年度に取り組むということになろうかと思い

ます。

○前屋敷委員 わかりました。

○山下委員長 いいですか。

○前屋敷委員 はい。

○髙橋委員 委員会資料にあります、次世代施

設園芸導入加速化支援事業です。 原委員が質

問されてた翌日に国富ですかね、あそこに何か

支援されるようなことで記事を見ましたけど、

これは国庫で財源があるわけじゃないですか。

だから、国富でモデル的にやってそれを広げら

れるという可能性が出てきたときに、例えば都

城だったり、県なら県北だったり、そのときの

支援になる財源をどうされるんですか。

○日髙農産園芸課長 今の委員からの御質問で

ございますけれども、今回このモデル的に支援

させていただきまして、その波及効果というの

を県内に広げていきたいというところでござい

ますけれども、やはりこのモデルの中でも波及

させていく中にあっても、やはり施設の団地化

というものが必要だというふうに考えてござい

まして、集約していくということでありますの

で、この集約につきましては、また別途、例え

ば国の強い農業づくり交付金であったりとか、

そういうようなさまざまな支援策というものを

活用しながら、同じように進めていきたいとい

うふうに考えておるところでございます。

○髙橋委員 もう少し突っ込んでお聞きします

けど、この団地化で4.1ヘクタールですよね、こ

れが基本になるんでしょうか。いわゆる複数の
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農家がかかわってくると思うんですよ。そして、

ハード面でいうと２分の１だけど、これでも７

億3,000万ですもんね。ということは、半分は農

家が負担することになるわけでしょ。ちょっと

聞きますと、ＪＡが受けてリースで貸すとか、

そういったリース料の兼ね合いですよね、負担

はどのくらいになるのか。農家の負担が、ある

程度このぐらいになるよというのがおわかりで

したら。

○日髙農産園芸課長 現段階の事業費の積み上

げというものの中で、今回補正予算をお願いし

てるところでございまして、実際、これ先ほど

の繰り越しではございませんけれども、今後、

いわゆる事業実施主体が交付決定を受けて入札

をしていくと。こういったものの中で最終的に

どれぐらいの事業費になってくるのかというと

ころも見ながら、そのリース料というものを算

定していくことになろうかというふうに考えて

ございます。

ただ、現段階のこの事業費ベースでいった場

合には、先ほど委員から御指摘がありましたよ

うに、ハウスだけでも２分の１ということでご

ざいますので、残り２分の１というものを、例

えば15年間とか、こういったものの中で利用さ

れる方にリースするというようなことも考えら

れようかというふうには思ってます。

ただ、繰り返しになりますけれども、今後、

実際入札なり、それから設計が終わって入札が

終わった後に、また試算をしていくということ

になろうかというふうに考えてございます。

○髙橋委員 いいでしょう、わかりました。

次のページに、目的の中に、生産者の高齢化

と担い手の育成。これ単純に言うと、高齢化の

育成はしなくていいんでしょうけど。いわゆる、

高齢化の方でもちろんＩＴにたけてる方いらっ

しゃるんですよ。ただ、この事業はどちらかと

いうと、今から本当若い人たちが農業に取り組

むに当たって、やりがいのあるものとして取り

組まれるべき事業なのかなって思ったりするん

ですよ。だから、ある意味、この事業する上で

は、別途、何か研修する場が必要なのかなって、

説明聞きながら、この事業を見ながら思ったり

したから。

それと先ほどからもありましたように、木質

バイオマスの暖房機の普及というのが、なかな

かまだ進まないような感じも受けるもんですか

ら、いわゆるランニングコストを、一度聞いた

こともあると思うんですけど、ランニングコス

トがどうしてもペレットだと割高になったりす

るもんだから、今ちょっと燃油が上がってるか

らとんとんになるかとかわかりませんけど、そ

の辺のやっぱりコスト対策ですよね、いろんな

暖房機の支援はされてるんですけど、何かその

辺が農家がちゅうちょしているような感じも受

けたりするもんですから。ランニングコストが

やっぱりどうしても差があるわけですよね。そ

の辺ちょっと教えてください。

○日髙農産園芸課長 まず、最初のほうの研修

なり担い手の育成の部分でございますけれども、

この６ページの図のほうの下の半分のとこに掲

げてございますけれども、今回、このピーマン

なりキュウリのハウスに入植を予定される方々

につきましては、基本的にここに掲げておりま

すような近隣のハウス団地で、さらに希望、先

進的にやりたいというような方であったりとか、

もしくは、その右側にございますように、新規

就農団地のいわゆる研修生であったりとか、こ

ういったところの方、いわゆる若い担い手の方

々を主な対象としてその呼びかけをしていきた

いというようなことで、事業実施者であります
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ＪＡ宮崎中央あたりも考えているというところ

でございますので、そういう次世代のいわゆる

担い手の育成というものをメーンにしていきた

いというふうに考えてございます。

また、その中で使います木質のバイオマスの

燃料でございますけれども、こういうような、

いわゆるコストの削減といいますのは、重油で

もそうですけれども、やはり木質のペレットに

つきましても、同じように削減していかなけれ

ばならないというふうに考えてございまして、

ただ、その削減の仕方というものを現段階では

まだこのペレットの利用というものが本県で始

まったところでございますので、山元側とも十

分連携しながら、いわゆる山から引っ張り出し

てきて、それを少しでも安く加工して、それを

供給するというような体制というものを今後つ

くってまいりたいというふうに考えておるとこ

ろでございます。

○髙橋委員 物すごい魅力がある事業なもんで

すから、ぜひ細かく丁寧に進めていただくと本

当ありがたいと思います。よろしくお願いしま

す。

○横田委員 今の事業についてですけど、ちょっ

と理解ができてないもんですから教えていただ

きたいんですけど、入植、入植、充実というふ

うに書いてありますけど、これは例えば新規就

農者とかそういう人たちも含めて、このハウス

で何年間か研修をして、そして、自分のハウス

でそれを生かしていくということになるんです

か。

○日髙農産園芸課長 例えば、一つの形という

ことで御説明させていただきたいと存じますが、

現在、宮崎中央農協におきましては、旧高岡町、

そこで全く新しく農業を始めようと言われる方

々というのを「農業実践塾」という形で研修を

されてらっしゃいます。例えば、そういう研修

生の方々というものがこのハウス団地に入植し

てこられまして、このハウス団地といいますの

が、先ほど申し上げましたように、ＪＡ宮崎中

央も中に入ってございますので、いわゆるそこ

で濃密的な自分たちでハウスを借りて、その中

で実際生産を行いながら、実際の研修もできる

というようなことで考えてございます。そこで

ある程度所得を確保していただいて、しかもそ

の技術も確保していただいた後、じゃあという

ことで自立ということで、いわゆるほかの地域、

自分で例えば中古ハウスであったり、もしくは

新規のハウスであったり、団地の中に入ってい

ただいてみずから研修、いわゆる次世代の団地

の中にいて収入を上げた部分を元手にしてハウ

スを整備していただくというような、そういう

流れを考えているところでございます。

○横田委員 特定の人がずっとここで農業をや

るというのではなくて、何年か後にぐるぐる経

営者がかわっていくということですね。

○日髙農産園芸課長 例えば、年数があらかじ

め決められているというものではないかと思い

ますけれども、基本的には、ここにずっと居続

けるというようなところではないというふうに

考えておるところです。

○横田委員 それと、近隣ハウス団地とかいう

ふうに書いてありますけど、今後行える農地の

中間管理機構のゾーニングとか、そういうこと

とやっぱり絡んでくるということでよろしいん

でしょうか。

○日髙農産園芸課長 まさしく、その中間管理

機構等の機能を使いながら土地を集約して、そ

この中にハウス団地をつくるというようなとこ

ろで、そういうことが可能な地域については、

そういう取り組みを進めていきたいというふう
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に考えておるところです。

○横田委員 わかりました。

○山下委員長 いいですか。関連で私のほうか

らちょっと２～３お聞きしていいですか。

今、大事な部分の議論が続いてると思うんで

すけども、いずれにしても、担い手の確保だろ

うと思うんですよね。どんな事業を幾ら企てて

も、やっぱりそれをやっていくのは農家ですか

ら、気になるのがやっぱり担い手不足だろうと

思います。

私も気になる数字があるんですけども、きょ

うは農業大学校の校長もお見えですが、ここ３

年ぐらいの農大の在籍状況、卒業生かな、そこ

をちょっとデータがわかっていればちょっと出

してください。ことしの応募状況ですね、26年

度募集状況。

○山内県立農業大学校長 農業大学校の入学生

の状況でございます。ここ３カ年でございます

けれども、23年度入学生が55名、24年度が47

名、25年度が50名が入学生でございます。ちな

みに定員は65名ということでございます。

なお、来年度、26年度の入学生でございます。

これにつきましては、入学試験等が終わってお

りまして、現在のところ57名が入学ということ

で、一応今手続をとっておるとこでございます。

ただ、確定ではちょっと、今、最終的な文書等

の手続の整理をしてございます。

ちなみに今年度では、65名の定員に対しまし

て、応募自体は69名程度ございましたけれども、

選抜等の結果、ただいま説明した状況になって

ございます。

以上です。

○山下委員長 その応募があってみんな入れな

いの。

○山内県立農業大学校長 辞退者もございまし

た。なお、応募があって、やっぱり成績等でちょっ

と数学とかいったような個別の成績の事情が

あって落とした者もございます。

○山下委員長 私は、やっぱし農業県として唯

一農業大学校の、以前はかなりの応募があって

削るぐらいの体制だったと思うんですが、やっ

ぱし優秀な人材を育てていく、そしてこれだけ

の事業を振興していこうということになると、

今の補正の中でいろんな事業の進捗を見てるん

ですけども、国庫の事業に切りかえた部分もわ

かるんですが、せっかくいろんな事業を企てて

も、今度のハウス事業だって、いわゆる担い手

を育てていくため、そして、いろんな訓練をさ

せて、そこで研修の場として１年か２年、後継

者を育てるための施設にもなると思うんですが、

そういう世代が育ってこないとだめなわけです

から、だから、私はそこ辺の集まらないという

ことをもうちょっと真剣に考えた対策を講じて

いかないと、畜産でも何でもそうなんですけど、

これだけ高齢化が進んでくる中で、やっぱし農

業大学校の役割というのをもうちょっと考え直

していかないといけないのかなと思ってますけ

ども、今の在学状況やら、ここ３年ぐらいの定

数割れの状況をどう考えておられますか。

○山内県立農業大学校長 委員長が御指摘のこ

とを十分自覚しております。といいますのは、

定員等の見直しを行って、実は現在の65名等も

出てきております。その中で、全国の状況と同

レベルとはいえども、やっぱり農業県というこ

とでの本県が７割等の充足率にあるということ

は非常にゆゆしき事態だろうというふうに思っ

てます。現在のところは57名ぐらいということ

でございますけど、でも、ここ３年間の状況等

を見ますと、やっぱり時代のニーズに即した募

集のあり方というのもきっちり押さえていかな
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ければならないのかなと思ってます。

一つは、傾向ということで捉えますと、まず、

農業系から本県の場合、大体７割から８割、そ

して普通系から残りが入ってくるという状況下

にございます。農業系の高校につきましても、

入り口というか、農業からいくと出し手の部分

になるんですけども、そこのところの定員等も

学校再編の中でかなり落ち込んでございまして、

いわゆる、私どもの学校を目指すような農業系

の学科というのは、大体600から700というよう

なところで、そういった農業系高校だけを相手

にしますとそういった状況にございます。

一方で、非農家の割合が実は半分ぐらいが非

農家ということでございまして、従来、親元を

継ぐために入ってくるといった方々が相当だっ

たのが、いわゆる農業を何となくやりたいとか

いうような思いで、家が全く農業と関係なくて

も、私どもの学校を希望する者が半分ぐらいい

るということ、そういった者に対するしっかり

としたニーズを踏まえた送り出し対策といいま

すか、特に今年度も卒業生のうち15名前後が農

業法人のほうに就職、就農という形でおります

し、いわゆるそういった者に対する出口対策と

いうのをしっかりとして、それを募集につなげ

ていって、全体的な本県、本校の魅力あるもの

にしていきたいと。

それから、やっぱり忘れていけないのは、進

路関係については、半分ぐらいが就農というよ

うな実態にございますけれども、やっぱり農業

大学校というのは、就農に自信と誇りの持てる

学校づくりというのを、一丁目一番地に捉まえ

て、そこに基づいた実践的なカリキュラム、魅

力あるカリキュラムを構築していく必要がある

し、資格取得についても積極的に取得させるよ

うな環境づくりということ、その辺のところを

十分、農業高校に限らず全県下の高校に積極的

にＰＲする取り組み、努力はしっかりやってい

く必要があるというふうに考えております。

ただ、現状といたしまして、来年度の状況を

見ましても、65名に対して57名ぐらいになると

思うんですけども、そこのところで定員を充足

してないところについては、しっかり反省点と

して次年度対策としてもつなげていきたいとい

うふうに思ってます。

以上です。

○ 原委員 関連して。直間比率という言葉が

よくあるんですけど、今の話は早い話が、直接

作業に携わる直接人員をつくらないと農業はだ

めだよということと思うんですね。どちらかと

いうと、間接人員が非常に多いのはわかる。そ

れはそれで産業としていいんですけど、その大

もとになる直接人員のところをつくっていかな

いと作物の生産はできないよと。

例えば、工場生産に例えれば、これは直間比

率の間を下げて直をふやすというのが、一般的

には、物をつくる工場の場合は非常に重きを置

かれるわけですけれども、そういう意味で、恐

らく直間の比率として考えたときには、宮崎県

の農業も恐らく全国的にそうなんでしょうけど、

間接人員が多くて直接人員が今がたがたと減っ

てると、そこに大きな問題があるんだろうと思

うんで、だから今の委員長の発言のとおり、何

のための大学校かということを考えると、やっ

ぱりそこから就農する人たちをふやしていかな

いといけないと、そういう話になるんだろうと

いうふうに思いましたので、意見として申し上

げておきたいと思います。

○山下委員長 もう一回。ありがとうございま

す。農業大学校の役割は、今までも十分果たせ

たと思うんですよ。個人経営の担い手を育てる
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対応とか、もうかなり効果があって、以前は高

等営農研修所だったわけですから、それがやっ

ぱり時代の波の中で農業大学校が求められて、

こういう立場で今まで来た。80億ぐらいかけて

設備もやって、すばらしい効果があったと思う

んですが、だけど、今日ほど移り変わりの激し

い中、そしてグローバル化の中で、求められる

農業像というのはもう違ってきたと思うんです

よ。

例えば、加工産業を入れたり、６次産業とい

うことも、どんどん日々日進月歩の中でどんど

ん進んでくる。じゃ、今その対応が農業大学校

でできてるかというと、定数割れしてるという

ことは、もう目的がちょっと違ってきたのかな

と思うんですよ。そのことを真摯に見直し等も

入れながら、求められる農業大学校像というか、

私は目的をもう変更してもいいと思うんですよ。

６次産業を目指していくのか、加工産業を取り

入れたことをやっていくのか。そういう総合産

業みたいな農業大学校をやっぱり目指していか

ないと。もう個人の担い手農業を育てる、それ

も大事なことなんですけども、やっぱしもう

ちょっと幅広い感覚の中での目指す姿を出して

いただくと、ありがたいがなと思うとこなんで

すけど。

○山内県立農業大学校長 ありがとうございま

す。確かに今手元の数字で見ますと、実は22年

に本校農業大学校の学科再編ということで、時

代に即した学校づくりということをやりました。

その象徴として、実はアグリビジネス学科とい

うことで、中身的には大規模経営コースという

ことで農業法人の育成、それから、６次産業の

人材育成ということでグリーンライフコースと

いうのを新設学科でつくったところでございま

す。

これを22年にスタートさせたときには、実は

先ほど３年というとこでは数字を言わなかった

んですけども、65名の定員に対して64名という

ことで、アグリビジネス学科については定員を

充足するというような状況でございました。

ただ、これが３カ年間の中で、例えば25年で

いきますと、この15名の定員に即して８名とい

うところになってございまして、本来目玉で打

ち出した学科の状況がここにあるということは、

その辺の原因といったところが、せっかく時代

に即した学科再編したのに、いわゆるＰＲ等も

含めてちょっとうまく発揮できていないという

ところはあろうかと思います。私もその辺のと

ころはやっぱり十分認識した上で、もう一度そ

ういった時代に即した、原点に立った教育カリ

キュラムの見直しということについては、全力

を傾注して改革していきたいというふうに思っ

ております。

○山下委員長 お願いします。

○緒嶋委員 これの問題は、学校だけにそうい

うことを検討させる段階じゃないと思うんです

ね。これは農政水産部、これは県庁全体挙げて、

将来の農業大学校をどういうふうに進めていく

かというのは検討せねば、学校だけの問題とし

て捉えると、私はちょっと小さ過ぎる。農政水

産部全体の問題、ある意味じゃ県庁全体の問題、

フードビジネスを含め、言われたことを含めて、

視点を大きく持って、どういう農業大学校にし

たらいいのかというのを再検討する時期が来た

と、我々もみんなそう思っておるわけですので、

そのあたりをやはり捉えて進めるべきだと思う

んですけど、部長はどういうもんかな。

○緒方農政水産部長 本当に担い手の問題とい

うのは大きな問題で、私はオランダにこの前行っ

てきましたけども、もう農家のイメージが全然



- 53 -

平成26年３月６日(木)

違います。農業の経営者、企業家という感じで

ありますし、だんだん日本の農業もそうなって

いくんじゃないかと思ってます。ですから、そ

ういう時代に合った担い手をどう生かしていく

か。人数が少ないんですけど、少数精鋭になる

かもしれませんけども、そういう人たちを育て

ていくというのは非常に重要だと我々も考えて

おりますんで、ここはしっかりこれからの大き

な課題として捉えていきたいと思ってます。

○山下委員長 せっかくですからもう一点よろ

しいでしょうか。

農産園芸課のほうに、せっかくこういう20億

もかけてモデル事業をやられるんであれば、も

うかってくださいよ。やっぱり一つのこういう

モデルの中で、入ってくる、そこで労働される

人に高額な賃金が払えるように。そして、ＪＡ

も参画されるんでしょうけども、これをやって

どれぐらい地域農業貢献があったんだと、そし

てどれだけの利益を出してるんだと、これは出

口の調査もしてるでしょうし、高くて売れるも

のをつくらないといけない。そういうことを責

任持ってやることによって担い手も育ってくる

し、やっぱし次に経済的な農業というのが波及

効果が出てくると思うんですよ。まだまだ私の

都城でも畑かんがどんどん出てくる中で、水が

引かれてくる中で、こういう経営体をつくって

いかないと、もう農村の農地というのはどんど

ん荒れてくると思いますから、ぜひそこに目標

を持って、もうかる農業をぜひ実践してくださ

い、お願いしたい。

○髙橋委員 農業大学校でちょっと細かなこと

を聞きますけど、65名に対して69名受けて、辞

退者はしようがないですけど、結局成績で振り

落とされた方は現実いらっしゃるということで

しょう。成績で振り落とされた方はいらっしゃ

るということですね。

○山内県立農業大学校長 不合格者という。

○髙橋委員 はい。

○山内県立農業大学校長 不合格者はございま

す。

○髙橋委員 だから、成績で振り落とされたで

すね。

○山内県立農業大学校長 はい。

○髙橋委員 大学校と研修所は違うと。高等水

産研修所は試験がありましたでしょうかね。

○神田漁村振興課長 高等水産研修所にも一応

試験がございます。ただ、たまにはやはり不合

格者が出ます。

○髙橋委員 不合格がいるということ。

○神田漁村振興課長 はい。

○髙橋委員 もう要望でよろしいんですけど。

成績も大事ですけど、今、高等水産研修所の場

合には私もよく事情はわかるんですよ。いろい

ろと素行があったりいろいろとあるんですけど。

いろいろと学校の推薦とか、あるいは背景が後

継者だとか、そういうところをいろいろ考慮さ

れてもいいのかなという思いがありますから、

その辺はまた今後のいろんな研究の場で検討い

ただくとありがたいと思います。

○山下委員長 いいですか。何かありますか。

○ 原委員 この前の審議が環境森林部だった

んですけど、当然バイオマスとかいろんなエネ

ルギーの話が出るわけですけど。また、部長も

行かれましたオランダのワーヘニンゲン大学で、

一緒について行った職員の方からの質問でした

が、いい質問だと思ったのは、確かに次世代の

先端的施設園芸としては我々日本の先を行って

ると、これからの課題は何ですかという質問を

されました。そしたら、即座に返ってきた答え

がエネルギーだったんですよ。エネルギーだと。
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次、ワーヘニンゲンのフードバレーで研究しな

いといけないのはエネルギーだという答えが即

座に返ってきまして、そのためにここに木質バ

イオマス暖房機だとか、複合環境制御システム

等と今実証事項が入ってるわけですけど、私が

お尋ねしたいのは、このあたりの環境森林部と

の連携、そこんところは環境森林とはうまく連

携がいってるんですかね。例えば、この存在を

環境森林部は知ってるのかどうか。ちょっとそ

の辺を連携ということについてお答えください。

○日髙農産園芸課長 環境森林部との連携でご

ざいますけれども、この木質のペレット、いわ

ゆるバイオマス燃料を確保するというのに当た

りましては、まさに山元側、いわゆる環境側と

の連携がなくてはできないというところもござ

いまして、昨年の８月でございますけれども、

木質バイオマス燃料の利用促進に係る協議会と

いうものをつくらせていただきまして、これは

農政水産部と県だけという話ではなくて、例え

ばそこにバイオマスの燃料をつくる会社、それ

とあと、その燃料を使ってボイラーをつくる会

社、そういうところも入りまして、それとあと、

その燃料を供給するということで、例えば経済

連だったりとかＪＡグループとか、こういった

ところが入った中で、それぞれ例えばこういう

ような課題があるというのをそれぞれ出し合っ

て、じゃあ、それをどうやって解決していこう

としてるのか、解決していこうかと、連携する

とこをどういうふうに連携しようかというとこ

ろを８月以降ずっと打ち合わせをしてきてると

ころでございます。

そういった中で、この次世代の施設園芸団地

ということで、この事業そのものについて十分

説明ができてるかというと、これはまたちょっ

と別にいたしますけれども、少なくともここに

入れますバイオマスの暖房機も含めまして、こ

れぐらいの需要があるという、その燃料ベース

の話はさせていただいてるとこでございまして、

これをいかに確保していくかというのを今進め

てるところでございます。

○ 原委員 わかりました。

○山下委員長 いいですか。なければ議案のほ

うを終了してよろしいでしょうか。

それでは、議案が終了しましたので、報告事

項に関する説明を求めます。

○日髙農産園芸課長 常任委員会資料の８ペー

ジをお開きいただきたいと存じます。

損害賠償額を定めたことについてでございま

す。

事案の内容でございますけれども、平成25年

９月18日に、宮崎市におきまして県有車両によ

る交通事故が発生したところでございます。内

容につきましては、車を駐車場にとめる際に、

既に駐車してあった相手の車に接触をしたとい

うものでございます。

なお、賠償金につきましては、任意保険から

全額払われております。

交通安全につきましては、機会あるごとに職

員の意識啓発に努めてきたところでございます

けれども、今後とも一層徹底が図られますよう

に、また再発防止に向けて指導してまいりたい

というふうに考えてございます。

以上でございます。

○山下委員長 報告事項の説明が終了いたしま

した。

質疑を承りたいと思います。

○緒嶋委員 今の報告で、ことしも農政だから

農政がやると。これもう、ほかの関係部を入れ

たら、報告が８あるわけですね。これはやむを

得ない事故というのはあります。しかし、やっ
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ぱ注意が足らないというのがかなりあると思う

んですよ。だから、これはある意味では自覚の

問題だと思うんで、それぞれ該当するときは今

のような報告を毎回聞くわけですよね、注意し

とりますって。これはちょっと、保険で見るか

ら相手に対してはそれだけ補償はされるわけ

じゃけど、やはりこれだけ毎回出るというのは、

やっぱりもうちょっと日ごろからこういう交通

安全に対する意識というか、そういうものをも

うちょっと徹底せにゃ。皆さん方だけが注意し

て、それぞれの出先の職員の方はあまり注意し

ちょらんじゃないかと、逆に言えば。

だけ、そこ辺の所属するところに対する、こ

れは全体的な総務部とかそこあたりの指導の方

法もあるんだろうと思うんですけど、農政のほ

うは１人じゃからいいじゃないかと言われるか

もしれんけど、そういう気持ちじゃなくて、も

うちょっと自覚をどう高めるかというのは、こ

れはそれぞれ県庁全体でも考えなきゃ。これは

割と多いとですね。だから、とまっておるのに

追突するというのは、これは不注意以外の何物

でもないと思うんです。だから、そこ辺をもう

ちょっと意識改革をそういう意味でもやるべき

だと思うんですけど、そのあたりは、意識改革

は日ごろやっておられるですかね。

○興梠農政水産部次長（総括） こういった関

係は私のほうが担当しておりますので、私のほ

うで答えさせていただきたいと思いますけど。

大変こういった案件が生じること自体申しわ

けなく思っておりまして、確かに本庁もそうで

すけど、出先においてもさまざまな工夫はやっ

ぱり一応やってるんですね。例えば毎日朝礼を

やって、交通安全励行だとかやってますし、そ

れからいろんな取り組みをやっております。た

だ、やるんですけれども、こういうふうに出て

くるというような状況でございまして、特徴と

して一つ言えますのは、中堅以上はあんまりこ

ういった事故等は起こしてないと。若い職員が

多いです。主査以下ぐらいの若い職員が多うご

ざいまして、やはりそれだけまだ未熟である、

運転技術が未熟であるということもありますし、

それから注意力が散漫だなというふうに考えて

おります。

ですから、今度、少し的を絞って、そういっ

た若い人たちとか職員だとか、そういったこと

に少し的を絞りまして、しっかりまた考えさせ

ていくというような取り組みを続けていきたい

と思いますので、よろしくお願いします。

以上です。

○緒嶋委員 それと、前は自動車運転の技術職

というような形でおられたのが、今誰でも運転

しなきゃならんというようなシステムになった

ので、やっぱそのあたりもあるのかなという気

はするわけですね。じゃけど、やはりこれは今

は誰でも車を運転するわけじゃから、公用車じゃ

から事故を起こしていいということはないわけ

ですので、やはりこれは自覚の問題だと思うの

で、これはもう県庁全体で検討していただきた

いと。これは当然不可能というのもあります。

だけど、注意すれば防げたというのがかなり多

いと思うんです。だから、注意力が足らないと

いうことの自覚を持ってやられるということが

必要だと思います。これは県庁全体の問題とし

てちょっと取り組む必要があるということを要

望しておきます。

○山下委員長 そのほかありませんか。ないで

すね。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○山下委員長 それでは、次に、その他報告事

項に関する説明を求めます。
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○鈴木農政企画課長 常任委員会資料の９ペー

ジのほうをお開きください。

「みやざきフードリサーチコンソーシアム」

の設立についてということで御説明させていた

だきます。

このコンソーシアムでございますけれども、

本県日本一の残留農薬分析技術を持ってござい

ますけれども、この技術をさらに高度化する、

あるいは農業、さらにフードビジネス、そういっ

たものへどういうふうに活用していくかという

活用の方策を検討する、そして、こういったも

のを支える人材の育成・確保を図るということ

で、新たに立ち上げる組織でございます。

１の設立日でございます。来年の４月からと

いうことでございます。本日のこの後夕刻に調

印を行うという予定にしてございます。

２つ目の参加機関でございます。県外からも

株式会社島津製作所あるいはデリカフーズ株式

会社、そして（４）にございます、一般財団法

人日本冷凍食品検査協会というような県外から

も参加をお願いしているところでございまして、

オール宮崎に加えて、そういう体制をとってい

るところでございます。

３番でございます。事務局は、農政企画課で

ございまして、総合農業試験場の一部をこの活

動のための場所として提供させていただくとい

うことを考えてございます。

４のミッション及び５の活動でございます。

先ほど申し上げたとおり、農業、フードビジネ

スの新たな可能性というものを切り拓いていく、

あるいは我が県にとどまらず、日本全国で食の

安全・安心、健康な食生活を実現するというこ

とで、３つの活動がメーンになろうかと考えて

ございます。

この（１）にございます、まず、技術の開発

でございます。これにつきましては、現在、県

では農薬成分約420の成分について一斉分析可能

と、そういう技術水準にあるわけでございます。

あるいは、栄養・機能性成分につきましては120

成分ということでございますけれども、今後輸

出をふやしていくとかそういったことを考えま

しても、こういう一斉分析可能な成分数をさら

に伸ばしていくというようなことが一つの方向

性としてございますし、あるいは、抗生物質、

毒物とそういった方向、あるいは、よりわかり

やすく抗酸化力ですとか免疫力、そういう健康

に密接に影響するような指標、そういったもの

の分析の仕方の技術を開発していきたいという

のが一つでございます。

２つ目が、新しい産業あるいはサービスをど

うつくっていくかというところでございます。

先ほど御説明いたしましたとおり、デリカフー

ズ株式会社、これは野菜の卸売業者、かなり大

きい大手でございますけれども、あるいは、冷

凍食品検査協会、ここは輸入農産物の残留農薬

検査の受託を全国で一番大きくやっているとこ

でございますけども、こういったところと分析

サービス、どういったものをつくっていきましょ

うかというような連携をしていくというのが一

つございますし、あるいは食品、健康に関する

さまざまな、先ほど抗酸化力、免疫力と申し上

げましたけども、そういったものの分析技術が

確立すれば、それを表示につなげるというよう

なこともできるかと思っておりますし、血液分

析、やや畑違いではございますけども、そういっ

た技術によって、さらに新たな健康サービスの

創出ということにもつながるんではないかとい

うふうに感じているところでございます。

３つ目の人材育成でございます。これまでも

共同研究という形で、例えば大学と宮崎県の試
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験場の間で、そういった形で人材の育成を図っ

てきたところでございますけれども、今後新し

くそういう一つの場を設けることによって、継

続的に人材を育成・確保するということについ

て、さらに一歩進めるのではないかというふう

に考えているところでございます。

これに関連いたしまして、６にございますけ

れども、島津製作所あるいは宮崎大学とは別に

協定を結ぶこととしております。後ほど御説明

させていただければというふうに思ってござい

ます。

10ページ目のポンチ絵のほうをごらんくださ

い。

こちらはその設立、先ほど申し上げたことと

かなり重複するところがございますけれども、

その背景、趣旨について簡単にまとめたもので

ございます。

左側でございます。技術のレベルにつきまし

ては、先ほども申し上げましたとおり、本県の

技術というのが全国でトップレベルというとこ

ろでございますけども、一方で、他県の技術と

いうのもかなり進んできております。継続的な

イノベーションということがなければ、本県の

優位性というのも揺らぎつつあるということで、

これについてもう一段、一歩進む取り組みが必

要であろうというふうに思っております。

また、真ん中でございます。今まで本県では

約6,000件の残留農薬分析を１年間に経済連と協

力しながら行ってきております。こういった技

術を農薬分析、残留農薬の分析だけではなくて、

さらにいろいろもうかる農業というお話が先ほ

ど出ましたけれども、そういったのにつなげる

ような技術にしていきたいということでござい

ます。輸出あるいは健康食品市場、健康に対す

る意識というのが非常に伸びているところがご

ざいますので、この残留農薬がなかったという

ことだけではなくて、さらに付加価値がもたら

せるような応用をしていきたいというところで

ございます。

３つ目が、人材の関係でございます。先ほど

申し上げたことと重複になりますけれども、今

までは共同研究、島津製作所あるいは大阪大学、

神戸大学、そういったところとの共同研究とい

う形でございましたけれども、どうしても今後

領域が非常にふえていくと。総合農業試験場の

ほうでもある程度頑張ってまいりましたけれど

も、今後は、やはりもうちょっと裾野の広い形

で人材の育成・確保を図っていく必要があるん

ではないか、そういう場をつくっていく必要が

あるんではないかというような問題意識がござ

います。

こういった３つの問題意識あるいは背景をど

のように解決していくか。一歩一歩になろうと

思いますけども、そういった意味で、今回新し

くコンソーシアムを立ち上げようというような

考えに至ったというところでございます。

もう１ページお開きいただきまして、11ペー

ジでございます。

今後の活動についてでございます。これから

つくり出すという新しい組織でございますので、

今これをやりますということはなかなか申し上

げづらいんですけれども、ここの四角、ちょっ

と見づらいですけど、真ん中の四角にあります

とおり、宮崎県以外に６つの主体が参加してご

ざいます。それぞれ全国的に非常に有名な、あ

るいは非常にプレゼンスの高い企業あるいは産

学官という形でございます。例えば、デリカフ

ーズに関しましては、もう既に彼らとしても野

菜の機能性評価、10年以上これまで研究してき

ておりまして、我が県でも健康認証ということ
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を始めましたけども、そういったことで新たな

商品開発、企画ができるんではないかというこ

とを考えてございます。

また、左のほうに行きますけれども、冷凍食

品検査協会、ここであれば食品企業、輸入商社

等さまざまな検査をここでは受託しているとい

うところでございます。そういったところとタ

イアップして、宮崎県の技術をどういうふうに

使っていくかということに、さらにブラッシュ

アップできるんではないかというふうに考えて

るところもございます。

また、右側のほうでございます。ＪＡ宮崎経

済連に関しては、日本一自主分析体制が整備さ

れている農業出荷団体でございますので、こう

いったところで、今までも進めてございました

けれども、ブランド対策というものにどういう

ふうに技術を生かしていくかということを、さ

らに真剣に検討してまいりたいというふうに

思ってございます。

また、技術開発、人材育成ということに関し

ましては、下の側にございますけれども、島津

製作所あるいは宮崎大学とそれぞれ協定を結ぶ

ことによりまして、このみやざきフードリサー

チセンターの活動にも資するような形で、より

裾野の広い形で共同的な連携を進めてまいりた

いというふうに思ってございます。

また、一番下の真ん中でございますけれども、

実は今、大阪大学、神戸大学、島津製作所と宮

崎県の４者が共同研究という形で、来年度まで

でございますけれども、新しい残留農薬分析装

置の開発を進めているところでございます。こ

れにつきましてはもう１年ございますので、そ

れなりの成果が出るというふうに考えてござい

ますけども、こういった取り組みというのは引

き続き続けてございますので、こういった取り

組みをさらにみやざきフードリサーチコンソー

シアム、そちらの活動にもつなげてまいりたい

というふうに考えてございます。いろいろと主

体が多くて、今後の方向性というのも非常に難

しいとは思いますけれども、本県のフードビジ

ネスを支えていく非常に重要な組織になると考

えておりますので、御報告させていただきまし

た。

農政企画課からは以上でございます。

○山下委員長 ３時になりましたので、10分ぐ

らい休憩をしたいと思います。よろしくお願い

いたします。

暫時休憩いたします。

午後３時１分休憩

午後３時９分再開

○山下委員長 それでは、委員会を再開いたし

ます。

○宮下農村計画課長 農村計画課でございます。

常任委員会資料の12ページをお開きください。

建設工事における指名競争入札の試行結果の

検証と今後の取扱いについてでございます。

本件につきましては、公共３部での取り組み

でありまして、先ほども環境森林部から説明を

させていただいておりますけども、重複します

が、当部からも簡潔に御報告をさせていただき

ます。

まず、12ページ、第１の試行結果の検証につ

いてであります。

１の試行の概要の（２）実施件数でございま

すが、１月末までに160件の指名通知を行い、133

件の契約を行いました。

次に、２の試行結果及び検証についてであり

ます。（１）の検証の総括につきましては、①と

②にありますように、運用上、検証上の課題は
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ありますが、一定の効果が認められ、透明性や

競争性においても特に問題は認められなかった

ことから、今年度の試行はおおむね目的にかなっ

ているものと認識をしております。

このため、今後通年試行をすることによりま

して、試行件数を確保するとともに、運用上の

改善等を行いまして、より精緻な検証を行う必

要があるというふうに考えております。

次に、（２）の試行結果の主な分析・検証につ

いてでございます。まず、①の地域の建設業者

の育成を通じた災害対応力の強化の視点からは、

工事現場に近い企業や災害対応力に関する評価

が高い企業の受注割合が高いことや、同じ地域

で企業選定する場合、指名が偏るという傾向も

見られました。

また、②の透明かつ効率的・合理的な競争環

境の構築の視点からは、平均応札者数が最も多

く、平均落札率も他の方法と同水準であること

や、不当な働きかけなどもなかったこと、また

辞退者が平均３者発生していることなどが上げ

られます。

これらのことを踏まえまして、（３）の改善を

要する事項にありますように、地域の建設業者

の育成強化のための企業の選定や入札を辞退し

た企業への対応、また、客観的データの充実の

３つの点について改善が必要であるというふう

に考えております。

それでは、13ページをお開きください。

第２の平成26年度の取扱方針についてであり

ます。まず、１の期間等につきましては、今年

度と同じ枠組みで実施をしたいというふうに考

えております。

次に、一定の条件で指名が偏る傾向が見られ

ることから、２の指名選定基準の見直しにおき

まして、（１）にありますように、現行の指名選

定調書の見直しと新たな調書の作成を行い、評

価内容の見直しと指名選定調書の複数化に取り

組みたいと考えております。

また、（２）では、選定される企業の多様化を

図るため、分割・組合せ方式の導入を行いたい

と考えております。

また、（３）では、より精緻な評価を行うため、

企業の保有する情報など客観的データの収集・

補完を進め、充実を行いたいと考えております。

次に、３の運用に係る見直しについてであり

ます。（１）の災害復旧工事等における入札参加

資格制限の導入につきましては、一般競争入札

と同様の対応になりますが、一つの工事の落札

者となった者は、他の工事の落札者となれない

ものとして取り扱うものでございます。

次に、（２）の入札を辞退した企業に対する指

名の見合せに係る検討につきましては、辞退し

た企業の指名を一定期間、見合わせることにつ

いて検討してまいりたいと考えております。

最後になりますが、４の検証項目及び試行の

進め方についてでありますが、来年度は試行方

法の改善を加えまして、試行結果を検証し、次

年度以降の方針について決定・公表してまいり

たいと考えております。

14ページ以降の資料につきましては、説明を

省かせていただきたいと考えております。

説明は以上であります。

○日向寺漁業・資源管理室長 漁業・資源管理

室でございます。それでは、平成25年度うなぎ

稚魚の採捕状況等について御説明をさせていた

だきます。

委員会資料の17ページをお開きください。

今年度のシラスウナギの採捕は、12月１日か

ら３月15日までの105日間ということで行われて

おります。
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まずは、平成25年度の県内におけるうなぎ稚

魚の採捕量でございます。

一番上の表をごらんください。今年度のうな

ぎ稚魚の採捕量は、２月27日時点でございます

けれども、412キログラムとなっております。内

訳としましては、内水面振興センターが163キロ

グラム、一般許可者が249キロとなっております。

まだ採捕は続いておりまして、最新の数字です

と、昨日３月５日の時点では、全体で451キログ

ラムとなっております。量といたしましては、

昨年、一昨年、それから平成22年度、これらい

ずれも当時は過去最低と言われた年でございま

すけれども、その年は超えているという状況に

なっております。

続きまして、うなぎ稚魚の価格でございます。

２番目の表をごらんください。本県におきま

しては、うなぎ稚魚の価格は入札で決定してる

ところでございますけれども、数回実施された

入札におきまして、今年度のシラスウナギの価

格は、最高価格が80万円、これは１キログラム

当たりの価格でございます。最低価格は同じく40

万円となっておりまして、平均では57万2,000円

となっております。

平成23年度と24年度は、これは極端な不漁で

高値であったわけですけれども、本年度は日本

では余りとれてないんですけれども、国外での

採捕状況が、豊漁というレベルではないんです

けれども、比較的良好なことから値段も下がっ

てきている状況でございまして、ここ数年での

比較では高くもなければ安くもなくというとこ

ろでございますが、しかしながら、過去の水準

から見ていきますと、うなぎ稚魚の価格は年々

上昇傾向にあるというところでございます。

続きまして、全国のうなぎ稚魚採捕状況でご

ざいます。

上から３番目の表をごらんください。こちら

は１月末の時点で各県に聞き取りをした状況で

ございます。御参考までに、一番右側に昨年度

の採捕量を載せてございますが、毎年採捕量が

多いのが大体上から３つ目、４つ目、５つ目の

千葉県、茨城県、鹿児島県というところなので

すけれども、こちらのほうは昨年よりはよいペ

ースでとれているようでございまして、それか

ら、ことしは２月１日と３月１日に闇の大潮が

ございましたので、この後採捕量は伸びている

と思われます。値段につきましても、これは１

月末の時点でございますけれども、40万円から70

万円ということでございまして、本県と同じよ

うな水準となっております。

それから、最後に、本県の池入れ状況でござ

います。

これは一番下の表になりますけれども、今年

度の本県における池入れ量、これは２月４日の

時点ですけれども、2,356キログラムとなってお

ります。先日、最新の数字が出てきたんですけ

れども、これは２月末時点の数字でございます

が、２月末時点では2,910キログラムとなってお

ります。昨年は不漁で2.5トンと例年に比べて少

なかったんですけれども、今年度はそういった

例年３トンから3.5トンぐらいの数字は確保でき

るものと考えております。

それから、これは業界紙の情報でございます

けれども、今のところ日本全国の池入れ量が大

体15トン程度と、まだシーズン途中でございま

すけれども、その程度が入っているということ

でございます。それから、東アジア全体、これ

は日本、中国、韓国、台湾を合わせると、大体50

トン程度の池入れがされているということでご

ざいまして、過去４年の不漁の年が、大体池入

れ量が20トンから40トンということでございま
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すので、まだシーズン途中ですが、現状ですと、

それを超えているぐらいの池入れがされている

ということでございます。

説明は以上でございます。

○神田漁村振興課長 同じく右のページの18ペ

ージ、レベル１津波に対する要対策箇所の選定

についてということで御報告いたします。

県におきましては、津波対策を推進するため

に、海岸堤防等の高さの目安となります設計津

波、いわゆるレベル１津波水位につきまして、

昨年12月４日に設定したところでございます。

今回、この設定を踏まえまして、海岸線等を

所管いたします公共３部連携によります検討を

行いまして、レベル１津波の対策が必要となる

箇所を選定いたしました。

１の津波対策が必要な箇所の選定方法につい

てでございますけども、まず、（１）の要対策箇

所でございますが、レベル１津波を想定した浸

水シミュレーションの結果から、家屋等の浸水

が想定される場合には、堤防等のかさ上げや新

設等の対策が必要となる箇所として選定いたし

ました。

次に、（２）の詳細点検箇所でございますが、

これは原野等の浸水が想定される場合や設定し

た堤防高よりも既存の堤防や地盤が低い場所で

は、今後の土地利用や地盤高等を詳細に確認す

る必要がある箇所として選定したものでござい

ます。

この詳細点検箇所につきましては、地域の御

意見や費用対効果等を総合的に考慮し、必要に

応じて要対策箇所に位置づけるものとしており

ます。

続いて、２の選定結果であります。

中ほどの表をごらんください。本県の海岸線

は、約400キロメートルございますが、要対策箇

所は、農地海岸１キロ、漁港海岸25キロ、港湾

海岸28キロ、その他１キロの計55キロメートル、

また河川につきましては、堤防延長で43キロ、

そのほか保安林の２キロを含めまして、合計100

キロメートルとなったところでございます。

このほか、詳細点検箇所につきましては、海

岸で27キロ、保安林で１キロ、河川で13キロの

合計41キロメートルでございます。

具体的な箇所につきまして、別冊でお配りし

ております宮崎県沿岸におけるレベル１津波要

対策箇所図のほうをごらんください。こちらの

ほうで簡単に御説明させていただきたいと思い

ます。

１ページをお開きください。

留意事項につきましては、今御説明申しまし

た内容のほか、上から３つ目の白丸のところに、

要対策箇所で取り組む主な対策を示してござい

ますが、海岸、河川堤防等のかさ上げあるいは

新たな設置、河口部の水門等の設置、地震等に

よる液状化対策などが考えられます。

２ページから一番最後のページまでは、具体

的な要対策箇所及び詳細点検箇所を地図上で

マッピングしたものでございます。

地図は、レベル１津波シミュレーションによ

る浸水想定図となっております。浸水が想定さ

れ、今回選定いたしました要対策箇所などを破

線の丸で示しており、矢印で引き出した枠に海

岸等の名称を記載してございます。赤丸に要が

要対策箇所、黄色丸に詳が詳細点検箇所となっ

てございます。また、色分けにつきましては、

各海岸等の所管をあらわしてございます。詳し

くは、凡例のほうをごらんいただければと思い

ます。

２ページのここが県北の大分県境から順次後

ろのほうに南のほうへ行きまして鹿児島県境ま
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でという形になってございます。

時間の都合もございますので、一例を御説明

申し上げますと、４ページをごらんください。

３の門川・日向市のところでございます。図

の上のほう、門川地区でございますが、漁港海

岸エリアの紫色の破線の丸で囲まれております。

この地区は、レベル１津波におきましても浸水

が想定されますことから、漁港、農地、河川と

あわせて、複数の管理者が連携して対策に取り

組む必要がある場所という形で示しているもの

でございます。ほかの地区につきましても、後

ほどごらんいただければと存じます。

それでは、委員会資料のほうに戻っていただ

きたいと思います。

最後に、下のほうの３の今後の取組について

でございます。海岸におきましては、今回設定

しました要対策箇所を基本に、海岸法に基づき

ます海岸保全基本計画を来年度中に改定し、庁

内の海岸関係課が連携をし、整備優先度の高い

箇所から平成27年度の事業化に向けて取り組み

ますとともに、また、海岸事業と一体となって

取り組む必要のございます保安林や河川におき

ましては、これも連携しまして円滑に事業化が

図れるように努めてまいりたいと考えてござい

ます。

いずれにいたしましても、関係する地域の住

民等の御意見を十分踏まえながら、今後の本県

沿岸における津波対策の推進を図っていくこと

としてございます。

説明は以上でございます。

○西元家畜防疫対策課長 家畜防疫対策課でご

ざいます。常任委員会資料の19ページをお開き

ください。

豚流行性下痢、いわゆるＰＥＤの発生状況等

についてでございます。

まず、県内の発生状況についてでありますが、

２月28日現在では、表の右端の合計にあります

とおり、42農場で発生が確認されております。

そのうち、串間市、えびの市、宮崎市での発生

は、いずれも１～２農場での散発的な発生となっ

ておりますが、都城市におきましては、38農場

と特定の地域で集中的な発生が見られておりま

す。

なお、３月に入りまして、新たに都城市で１

農場の発生が確認されておりまして、きのう３

月５日現在で申し上げますと、合計で43農場と

なっているところでございます。

また、県外での発生状況につきましては、下

の参考に記載しておりますとおり、２月28日現

在では、鹿児島県での115例のほか５県で発生が

確認されております。

なお、こちらも３月に入りまして新たに鹿児

島県で１例、愛知県で２例、そして高知県でも

１例の発生が確認をされております。

次に、２の沈静化状況についてでありますが、

２月28日現在では、42農場のうち、発症や死亡

豚が確認されなくなった、いわゆる沈静化が確

認された農場は22農場となっております。

また、３の飼養頭数、発症頭数、死亡頭数に

つきましては、こちらも２月28日現在ですが、

飼養頭数９万1,762頭のうち発症が１万2,377頭、

うち子豚の死亡が8,332頭となっております。

最後に、４の県の対策についてであります。

県では、養豚農家における消毒の徹底はもちろ

んでありますが、農場への出入りが想定されま

す関係者への注意喚起により、農場防疫の徹底

と蔓延防止に向けた体制の強化を進めてまいり

ました。

また、都城市内の特定の地域で発生が顕著と

なって以降は、関係市町村や地域自衛防疫推進
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協議会と連携し、発生地域内での蔓延防止及び

地域外へのウイルス拡散防止のため、自主消毒

ポイントの運営支援や発生地域の農場等に県の

保有する消毒用動力噴霧機の設置を行いますと

ともに、県営の消毒ポイントを設置するなど、

さらなる防疫体制の強化を図っているところで

ございます。

続きまして、委員会資料の20ページ、右のペ

ージをお開きください。

口蹄疫埋却地の再生整備状況についてでござ

います。

まず、１の全体計画についてであります。全

埋却地の268カ所、97.5ヘクタールのうち、農地

等として整備希望のありました222カ所、約80ヘ

クタールを今年度から平成27年度までの３年間

で再生整備をすることとしております。表には

地域別の整備計画箇所を載せておるところでご

ざいます。後ほどごらんいただきたいと思いま

す。

次に、２の本年度の整備状況についてであり

ますが、平成25年度におきましては、143カ所、

約44ヘクタールの整備を進めておりまして、２

月末時点での完了箇所は86カ所、約30ヘクター

ルとなっており、工事はおおむね順調に進んで

いるところであります。

最後に、３の今後の計画についてであります。

来年度以降２年間で残る約80カ所の整備を実施

する計画でありますが、土地所有者の意向を十

分踏まえながら、可能な限り前倒しで実施をし、

早期の再生整備を図ってまいりたいと考えてお

ります。

家畜防疫対策課からは以上でございます。

○工藤営農支援課長 追加の資料で恐縮でござ

います。１枚用意をいたしております。２月13

日から19日の積雪による農業関係被害等につい

てでございます。１枚の資料でございます。

１の被害状況、きのう現在でございますが、

延岡市を中心にシキミの枝折れや、日之影町に

おきましてダリア等の破損など、花、花卉、野

菜で被害面積79ヘクタール、被害額は3,480万円

余となっております。

畜産関係では、地鶏の圧死等によりまして、

被害額130万円余となっております。

また、施設関係につきましては、西臼杵３町

を中心に、園芸用ハウス等の破損など、被害件

数97件、被害額5,140万円余となっておりまして、

総被害額は8,760万円余となってございます。

本県におきまして、このような被害につきま

しては予想しがたいものがあったのではないか

というふうに認識しておりまして、県におきま

しては被災農家への支援としまして、県単の災

害資金を緊急に発動したところでございます。

２の主な支援対策でございますが、この冬の

大雪によりまして、関東などを中心に甚大な被

害が発生していることを受けまして、国におい

て、被災農業者への追加支援対策を講じること

としておりまして、県としましても、それらの

対策を効果的に活用してまいりたいと考えてお

ります。

（１）の災害関連資金の無利子化等でござい

ますが、農林漁業セーフティネット資金等にお

いて、貸付利率を当初５年間無利子にするもの

でございます。

（２）の被災農業者向け経営体育成支援事業

につきましては、農業用ハウス等の再建、修繕

等に要する経費について支援を行うものでござ

います。

また、（３）の大豆・麦等生産体制緊急整備事

業につきましては、ハウス等育苗用資材の購入

費、また、種苗を融通するための運搬経費等に
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ついて支援を行うものでございます。

県といたしましては、それぞれの農家の被害

状況に応じまして、国の対策を含めまして総合

的に支援のあり方を検討してまいりたいと考え

ております。

以上でございます。

○山下委員長 それでは、その他報告事項に関

する執行部の説明が終了いたしました。

質疑に入ります。

○横田委員 豚流行性下痢についてですけど、

これは届け出伝染病ということになっておりま

すけど、農家に対する国とか県とか市町村の直

接的な支援とか、そういうことはできるもんな

んでしょうか。

○西元家畜防疫対策課長 直接的な農家への支

援というところではないんですが、今後６月あ

たりになりますと、現在死亡している子豚が、

生きていれば実際に出荷がされる時期になりま

す。そのときに収入がないということもござい

まして、制度資金を現在検討をしておるところ

ではございます。

○工藤営農支援課長 資金の話がございました

が、みやざき農業振興資金という県単の資金が

ございます。経済変動・伝染病等対策資金とい

うことでございまして、こちらにつきまして、

去る３月３日に伝染病等の指定をさせていただ

きました。これにつきましては、基準金利2.15

％でございますけれども、市町村、県、金融機

関の利子補給によりまして、末端金利0.55％と

いうことでございます。

なお、系統関係につきましては、御協力をい

ただいて、末端金利ゼロ％ということで現在調

整を進めているところでございます。

以上でございます。

○横田委員 わかりました。

○前屋敷委員 関連してですが、今子豚の死亡

が明らかになってますが、被害額というのは想

定されないんですか。

○西元家畜防疫対策課長 被害額ということで

すね、捉え方がいろいろあるとは思います。た

だ、現段階で推計をするといたしますと、今の

死亡した子豚の直接的な損害というところで推

計をいたしますと、8,332頭の死亡でございます

ので、約2,000万円の損失が見込まれるというこ

とになります。

○前屋敷委員 農家の数にすると何戸ぐらいに

なるんですか。農場数といいますか、実際、発

生農場の中では、どの農場でも子豚の死亡が確

認されてるわけですか。

○西元家畜防疫対策課長 少々お時間をいただ

いてよろしいですか。

○前屋敷委員 後で結構です。

○山下委員長 どうぞ続けてください。

○前屋敷委員 親豚については回復をするとい

うことで、子豚が被害に遭うわけですけども、

発生した全ての農場で、当然子豚はどの農場に

も存在するので、全ての発生農場でこの死亡被

害が出てるのかなと思いまして。後で結構です。

○ 原委員 10ページのこのＦＲＣでしたかね、

ここにも書いてありますけど、宮崎方式の優位

性が揺らぎつつあり、中長期的には、技術の陳

腐化が懸念だということで、件数についてはＡ

県が431で本県を抜いております。ただ、残って

るところは非常に時間がまだスピーディーにで

きるということだろうということで、危機感を

持ってやっておられるんで非常にいいと思うん

ですが、これは26年度の予算として、あさって

以降の月曜日以降の審議になりますけど、予算

が組んであるんですよね。

○鈴木農政企画課長 予算的にはもちろん活動
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ということがございますので、このフードリサ

ーチコンソーシアムという一つのまとまりでは

ございませんけれども、先ほど申し上げた、例

えば戦略的プロジェクト、雇用の関係の事業と

かそういったものをさまざま活用しながら、こ

のコンソーシアムの活動を支えていきたいとい

うふうに思ってございます。

○ 原委員 なるほど。わかりました。組織体

としては非常に、宮崎県の外に飛び出して、外

の大学とか企業とか大きな一流企業等やってお

られるんで、いい成果が期待できるんじゃない

かと思ってます。我々もまだ確固として見えな

いものですから、大いに期待したいと思ってま

すので、予算をけちらないようにして、未来へ

の投資ですから頑張っていただきたいというこ

とを希望しておきたいと思います。

○緒嶋委員 今の中で、この産学官の協力とい

うか、どれだけ人的なものを含めて支援がある

のかどうか。これは職員体制というか、そうい

う人員を含めて、そういうものがなければ、宮

崎県の食品だけでやるというても、これはなか

なかそれ以上の発展がないんじゃないかと思う

んですが、これはすばらしい会社とのあれです

が、そのあたりの協力体制というか、それは十

分理解できるわけですか。

○鈴木農政企画課長 協力体制でございます。

もちろんこのフードリサーチコンソーシアムを

つくる過程においては、将来的に人を出すとい

うことについても、前向きに考えますというよ

うなお話をいろんな機関からいただいておりま

す。

ただ、来年度スタートからということに関し

ましては、まずは宮崎県あるいは産業振興機構

のほうに新たに、そのＦＲＣの活動に従事され

る方を複数名雇って、そこでまず基盤をつくっ

ていきたいと思っております。その中でフード

リサーチコンソーシアムがどういう活動をして

いくのかという方向性が固まってくれば、具体

的にどういう方、例えば島津製作所なのかデリ

カフーズさんなのか、どういうところからとい

うお話も具体的な話をできるのではないかと

思ってますけれども、現時点において、来年度

から何名とかそういったお話までは進んでいな

いという現状でございます。

○緒嶋委員 これは、一つの産学官の協力体制

の一つのモデル的なものにもなるのかなという

ように、オランダなんかではこれが進んでおる

というふうにも言われると思うんですけども、

そういう意味では、やはりこの参加機関の協力

をいかに得るかということが、これが成功する

かどうかの大きなポイントになると思いますの

で、そのあたりの人間的なつながりを含めてやっ

ぱり強力に進めていかなければ─横文字が好

きなので、皆さん横文字で書かれますけども、

何をするとかちょっとですね、ＦＲＣといって

も何か、ＴＰＰは大分覚えたけど、ＦＲＣはな

かなか覚えられんのじゃないかと思ってるんで

すが、このあたりはどうですか。

○山下委員長 もう関連して、これはフードリ

サーチコンソーシアムという、続けてもいいの。

何か点をつけておかないといけないんじゃない。

初めて見る人でわかるんですかね。そのことも

込めて、農政企画課長。

○鈴木農政企画課長 名称につきましては、い

ろいろな御意見をいただいてますので、ＴＰＰ

と違いまして、本当に県民あるいは農家のため

になる組織として育てていきたいと思いますの

で、呼び方等についても今後またいろいろと検

討させていただければと思っております。

○緒嶋委員 我々日本人であるという前提で、
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名前はつけたほうがいいっちゃないかと思いま

すので、十分検討していただきたいというふう

に思います。

いいですか、まだ次。

私は、うなぎは素人ですが、このうなぎがこ

れだけとれる年ととれない年が出るわけですね。

これはどういうふうに我々に説明していただけ

るか、ちょっとこのあたりの、ことしはとれて、

去年まではとれませんと。こういう理由でとれ

ません、とれますとかいう何かの原因があって

結果が出るわけですが、どういうふうに我々は

理解すればいいですかね。

○日向寺漁業・資源管理室長 このうなぎに関

しましては、まだ生態などもよくわかっていな

いという部分が多々ございまして、そのような

ことから資源がシラスウナギがふえたり減った

りという原因というのは、まだよくわかってい

ないところがございますけれども、大体言われ

てますのが、今現在資源が減っていると言われ

てますけども、これは親うなぎが減っているで

すとか、あと海流の関係ですとか、あと河川の

環境がよくないと、そういったところが言われ

ているところでございますが、ただ正直申し上

げますと、どういう理由で増減しているかとい

うのは、まだよくわかっていないところがござ

います。

ただ、今回ふえているのは、恐らく卵が産ま

れたときと、それから卵がかえったとき、そう

いう時期的な問題で周囲の環境がよかったので

はないかなというふうには考えられております。

魚の場合、うなぎに限らず、そういったもの

が多々ございまして、ある特定の世代だけ急に

資源がぽんとふえたりするような状況がござい

まして、専門用語では卓越年級群と申しており

ますけれども、そういった状況はよく見られる

ものでございます。

○緒嶋委員 結果はうなぎに聞かにゃわからん

ということですね。いいですか。

ハウス関係、この積雪による被害ですけども、

特に私の地元、高千穂あたりも40センチぐらい

降雪があったわけですよね。それも一晩のうち

にもうこういうことで、ある意味では、これは

農家の皆さん方も油断をしたというか、まさか

それだけ何十年に一回ぐらいの降雪であったの

で、夜ちょっとハウスに行って雪を下からハウ

スを動かして１回でも雪を落とせば、こういう

ことにはならんかったと思うんですけど、そう

いう意味では、そういう設置しておるハウスの

農家の皆さん方も油断があったということは言

えると思うんですけども、やっぱ結果としてこ

れだけ被害が出ておれば、国のほうも山梨とか

埼玉なんか甚大な被害が出ておるということで、

ハウス撤去負担ゼロとか農業新聞にも出ており

ますが、これについては、県や市町村が支援す

れば、国もかさ上げ、補助しますということで

ありますので、基本的にも県は、わずかな農家

の戸数からいえば少ない農家の数だと思うんで

すけれども、これは一つの災害と見てやっぱり

支援していくべきだと思うんですけども、基本

的にそのあたりの考えはどうしておられるです

か。

○工藤営農支援課長 今、緒嶋委員からお話の

ありました西臼杵３町の園芸ハウス、これは単

棟ハウスが多いんですけれども、きのうまでの

聞き取りによりますと、58件程度の件数になっ

ておるということで、予想しない雪で非常に経

営基盤そのものを損失したというようなことで、

早急の経営再開の支援が必要だというふうに考

えております。

現在、国のほうのいろんな事業の仕組みなり、
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ＱアンドＡなり情報をいただいている状況なん

ですけれども、実はあす、関係市町村と西臼杵

支庁、農林振興局、普及センター、担当者が緊

急に集まりまして、今後の支援対策を検討する

ことにしております。現場のほうをいろいろ聞

きますと、ハウスの破損状況も非常に、全体倒

壊したところもありますれば一部が破損という

ようなことで、いろいろ程度の差がございます。

また、中の品目も花あり野菜ありということで、

それぞれの農家の経営形態によりまして程度の

差がございますので、それぞれに応じたしっか

りした支援をしていく必要があると思ってます。

当然、今委員がおっしゃいましたこの国の事業

の活用についても、市町村と十分協議をしなが

ら、しっかりと検討していきたいというふうに

考えております。

○緒嶋委員 特にこのパイプハウスは、もう変

形したのはなかなかこれをもとに戻すことはで

きませんし、それを撤去するにも、やっぱり一

応切って、そして除去しなければ、あの長さそ

のままではもう置き場もないというような状態

で、割と手間が要るとですね。それと、復旧す

るのにこれだけ全国的にやられると、あとは、

また資材がなかなか手に入らんのじゃないかな

というような気もしますので、そういう点も含

めて、いろいろとやはりどういうことが考えら

れるかということも含めて、また復旧して、こ

ういうハウスをつくって、また農業を続けてい

ただかなければならないわけですので、今後の

ことの取り組みについても十分検討していただ

きたいということを要望しておきます。

○西元家畜防疫対策課長 先ほどの死亡子豚が

確認された農場戸数ですが、31農場でございま

す。

○前屋敷委員 31農場で8,332頭の死亡というこ

とですが、今、積雪被害の話もあったんですけ

ど、やはりこのＰＥＤですか、これもやはり災

害といえば災害だというふうな範疇に入ると思

うんですよ。そういった意味では、直接支援も

あるというようなちょっとニュアンスの話だっ

たんですが、制度資金の活用というのはもう十

分行われるということのようですが、直接支援

という点での検討はなされてはいないんですか。

まだまだ沈静化してるという状況じゃないので、

まだ拡大する可能性も秘めてるという点では、

一定のものがないと農家の皆さん方は大変じゃ

ないかなというふうにも思うんですけど、その

辺の支援のあり方といいますか。

○西元家畜防疫対策課長 農家に対する直接的

な支援という、例えば死亡子豚で損害が出た農

家に対する支援というのは、現在のところは考

えてはいないところです。このＰＥＤというの

は、今後恐らく、今の状況からしてもおさまっ

てくるんだろうとは思ってるんですが、ことし

の冬、来シーズンということになりますが、ま

た再発をするというようなことも懸念はしてお

りまして、そのときのための今後の対策という

ことは今後検討していかなければいけないとは

思っております。

その対策の具体的なものとしては、一つは、

ワクチン接種ということになりますが、ワクチ

ン接種推進は県としてもしていかなければいけ

ない。その推進が、なかなかワクチン接種率が

向上しないということであれば、そのときはワ

クチン代の補助ということも、今後市町村自防

とも協議しながら検討はしていく必要はあるん

だろうということは考えております。

○前屋敷委員 今消毒したり、いろいろワクチ

ンの問題もあって、もうこれ以上広げないとい

う対策は、当然とる必要はあると思うんですが、
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実際、今被害が出てる中では、農家からのそう

いう要望というのは上がってないですか。

○西元家畜防疫対策課長 一部の農家からはそ

ういうお話は伺っておるところです。

○前屋敷委員 融資制度の活用はもう当然のこ

とだと思うんですけど、やはり一定直接支援の

方向も検討することが必要じゃないかなという

ふうには思いますので、ぜひ検討課題にのせて

いただきたいなというふうに思いますので、こ

れは要望で受けとめていただきたいと思います。

○山下委員長 関連、いいですか。

このＰＥＤの感染経路というのはどこが一番

疑われますか。

○西元家畜防疫対策課長 国のほうでもウイル

スの遺伝的な検索というのはしております。今

のところわかっておるのは、日本に入ってきた

ウイルスというのは、昨年４月からアメリカで

発生していたウイルスに遺伝的には近いという

ところまではわかっております。そして、日本

で今各県で発生しておりますが、その各県で発

生してるウイルスも遺伝的には近いということ

まではわかっております。恐らく何らかの形で、

アメリカあたりから入ってきたのだろうという

のは推測はされるんですが、例えば、宮崎県と

か鹿児島県とかほとんど同時に発生しておりま

すが、そこがどこからの経路でウイルスが来た

かというのはなかなか突きとめることはできま

せん。

宮崎県の場合を考えた場合に、宮崎県で何カ

所かで何地域かで初発が見られておりますが、

その初発というのは恐らく屠畜場あたりから

帰ってきたトラックによる感染ではないかとい

うところは今のところ推測をしておるところで

す。

○山下委員長 もう一回。都城も私の近隣近く

がかなり感染が広がったもんですから、私もそ

の状況を見るときに、どうしても屠場での広が

りもあるんでしょうけど、カラスですよ、鳥、

そういうものがやっぱ伝搬していくような可能

性とか、非常に私も、半径200～300メーターで

次から次に出てるもんですから、だからその付

近が非常にカラスが多いもんですから、だから、

農場あたりをカラスに限らず猫とか、例えばま

たタヌキでもおれば、そういう外的なそういう

ものが感染させていくような可能性もなきにし

もあらずだがなと思うんですが、その疑いとい

うのはないですか。

○西元家畜防疫対策課長 各地域の初発という

のは、先ほど申し上げました屠畜場が疑わしい

というのは推測できてるんですが、その地域か

ら、例えば都城あたりで３地域ほどで確認をさ

れております。その地域地域では横への広がり

というのがあります。その原因というのは、委

員長が今おっしゃいましたように野生動物とい

うのも十分考えられるところではございます。

ただ、それだけではなかなか説明がつかないと

ころがございまして、近隣へのウイルスの持ち

込みというのは、やはりカラス、タヌキ等の野

生動物だけではなくて、人なり車というのも十

分考えてはおります。

○山下委員長 であれば、私、また４年前、口

蹄疫があれだけ広がって鳥インフルも出た。で

あれば、やっぱし防疫については、もう日本一

防疫の宮崎県とか何とか都城でも言ってるわけ

ですから、何でそこ辺が初動ひっくるめて、こ

れだけ安全策というのがとれなかったのか、そ

ういう声も聞くもんですから、それのことも

ちょっと何でかなということをお聞きしたいん

ですけど。

○西元家畜防疫対策課長 我々は、平成23年度
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口蹄疫が終わって明くる年から、全畜産農家の

巡回指導を行ってまいりました。各農家の飼養

衛生基準の遵守状況というのも確認をしてきて

おります。今のところ非常に遵守状況というの

は、ほかの県に比べて高いレベルではあります。

ただ、このウイルスを防ぎ切れなかったという

のは、各農家の防疫の壁と申しますか、壁は皆

さん持っていらっしゃるんですね。ただ、その

防疫の壁の高さに差があったということは、今

回のＰＥＤの発生でウイルスの侵入を防止でき

るまでの壁の高さではなかったということを考

えますと、今後さらにその壁を高くしていくよ

うな我々の指導というのも必要なんだろうと考

えます。

○山下委員長 わかりました。

○髙橋委員 先ほど積雪の被害の関係で、農業

共済組合、ここの補償対象にはならなかったん

ですね。

○工藤営農支援課長 ちょっと今数字を確認し

ますが、共済関係につきましては、単棟ハウス

で加入されてる方については、３割程度は対象

になるというふうに伺っております。

実は、ハウスの場合、夏場の台風を想定しま

して、その期間に共済加入をされてるというこ

とがほとんどなもんですから、今回、雪のこの

時期にハウスのその共済の時期を入れてない方

がいらっしゃるということで、幸いにも３割ぐ

らいの方は、そういう共済対応ということを今

聞いておりますけど、今回ちょっとそういうふ

うな状況でございまして。

以上でございます。

○髙橋委員 補償の施設が一つあります。作物

にもあります、そして家畜にもあるじゃないで

すか。ここもやっぱ入ってなかったということ

ですか。

○工藤営農支援課長 済みません、ちょっと確

認をさせてください。

○山下委員長 それでは、４時までということ

なんですが、ちょっと時間が経過してますけど、

よろしいでしょうか。

○緒嶋委員 いいですか。指名競争入札制度の

あれですけど、これは当然継続して試行という

ことでありますけど、ひとつやっていただきた

いと思います。ただ、やはり、それぞれ地域に

土木事務所があれば振興局もあるわけですね。

その入札の時期が同じになれば、もう指名され

る人が、もう同じ人が10業者指名されるという

確率が高いと、同じ人に落札されるというチャ

ンスがふえる場合もあるわけですよね。こうい

うのが事実あったと思うんですが、そういうこ

とははっきりしておるわけですか。

○宮下農村計画課長 公共３部全体では同じ地

域で同じ業者さんがとられたということが７件

あったという報告がありますが、農政水産部に

おいては、今回は試行期間中にはございません

でした。

○緒嶋委員 そういうことは、その可能性は出

るわけですよね。やはりそれぞれ土木と振興局

の連携というか、やはり入札の日にちの設定の

仕方、そういう点も含めてやることがやっぱり

必要じゃないかなと思うし、ちょっと我々も事

前に説明を受けたんですけれども、やっぱ農政

は農政のスタイルというか、内容をちょっと変

更してやらんと、不調・不落が今度の中でも農

政が一番多かったわけですよね。そういうこと

を考えたら、やはりいろいろと課題もあるんじゃ

ないかなと思いますが、その課題あたりはどう

いうふうに理解されておるわけですか。

○宮下農村計画課長 やはり、きょう御報告し

ました試行に対する検証の我々の受けとめ方と
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いうのが、今委員の申された指名等にも偏りが

あるというところにやはり集約されてきてると

思います。そのこともあって、今言われたよう

な指名等が重ならないような、そしてこの資料

の中では多様な受注者というふうにしておりま

すが、幅広い受注機会が得られるような試行を26

年度にしたいということでありまして、そのた

めに評価シート、例えば農業土木は農業土木の

経験の高い部分を評価したりとか、またグルー

プ分け等をしながら、そういった偏りがないよ

うな方法を26年度中に見つけていきたいという

ふうに考えております。

○緒嶋委員 ぜひそういうことを進めていただ

いて、やはり、ある程度、半年たったらまた１

回、その時点で、もうこれでいいのかと、１年

通して見るということも必要やけども、１年は

過ぎとるわけじゃから、ある意味じゃ、前半、

後半ぐらいに分けて、前半やった段階で問題が

あれば、そのとき改めて入札の修正するという

か、そういうような臨機応変というか、そうい

うことを含めてやることによって、本当になる

ほどというような、みんなが納得するようなの

が出てくるんじゃないかなと思うから、そうい

うことも含めて考えるべきじゃないかと思うん

ですけど、どうですか。１年を通してというこ

とじゃなくて。

○宮下農村計画課長 まさに緒嶋委員が言われ

たとおりでございまして、今回の選定調書のあ

り方とか分割の方法につきましては、試行の中

でやり方をトライしながら、よりよい方法を見

つけていくという方法をとりたいと思っており

ますので、１年後にまた分析をしてということ

ではなくて、その都度よい方法を見つけていき

たいというふうに考えております。

○緒嶋委員 お願いします。

○工藤営農支援課長 先ほど髙橋委員の共済の

関係でございますけれども、今回、施設園芸共

済に加入してる方といいますか、棟数なんです

が、23棟が共済対応ということで、この23棟の

被害額が243万円程度でございます。そのうち支

払い見込み額の共済金が194万円ということでご

ざいます。

なお、ハウスの中の作物につきましては、今

回共済の加入対象になっていないという状況で

ございます。

以上でございます。（「地鶏は」と呼ぶ者あり）

地鶏のほうも残念ながら、そういうふうなこ

とでは聞いておりません。

○山下委員長 よろしいでしょうか。何かあり

ませんか。なければ、そのほか何かございませ

んか。よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○山下委員長 それでは、以上をもちまして農

政水産部の審査を終了いたします。執行部の皆

さん、お疲れさんでした。

暫時休憩いたします。

午後４時２分休憩

午後４時４分再開

○山下委員長 それでは、委員会を再開いたし

ます。

まず、採決についてでありますが、委員会日

程の最終日に行うこととなっておりますので、

あした採決を行うこととし、再開時刻を何時に

いたしましょうか。13時30分でよろしいですか。

再開の時刻をあすの13時30分としたいと思いま

すが、よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○山下委員長 それでは、そのように決定いた

します。
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それでは、次に、委員長報告骨子（案）につ

いてであります。本来であれば、採決後に御意

見をいただくところですが、今回は日程に余裕

がございませんので、この場で協議をさせてい

ただきたいと存じます。委員長報告の項目とし

て、特に御要望等ありませんか。

暫時休憩いたします。

午後４時５分休憩

午後４時10分再開

○山下委員長 それでは、委員会を再開いたし

ます。

委員長報告につきましては、正副委員長に御

一任いただくことで御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○山下委員長 それでは、そのようにいたしま

す。

そのほか何かありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○山下委員長 ありませんね。

以上をもちまして本日の委員会を終了いたし

ます。委員の皆様、お疲れさまでした。ありが

とうございました。

午後４時10分散会
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午後１時29分再開

出席委員（８人）

委 員 長 山 下 博 三

副 委 員 長 有 岡 浩 一

委 員 緒 嶋 雅 晃

委 員 原 正 三

委 員 横 田 照 夫

委 員 岩 下 斌 彦

委 員 髙 橋 透

委 員 前屋敷 恵 美

欠席委員（なし）

委員外委員（なし）

事務局職員出席者

議 事 課 主 査 佐 藤 亮 子

議事課主任主事 川 崎 一 臣

○山下委員長 それでは、委員会を再開いたし

ます。

まず、議案の採決を行います。

議案の採決につきましては、議案ごとがよろ

しいでしょうか、一括がよろしいでしょうか。

〔「一括」と呼ぶ者あり〕

○山下委員長 一括でよろしいですか。（発言す

る者あり）よろしくお願いします。

それでは、一括して採決をいたします。

議案第60号、第63号、第64号、第66号、第67

号、第73号、第75号及び第77号について、原案

のとおり可決することに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○山下委員長 それでは、御異議なしと認めま

す。よって、各号議案については、原案のとお

り可決すべきものと決定いたしました。

そのほか何かありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○山下委員長 ないですね。

それでは、以上で委員会を終了いたします。

お疲れさまでした。

午後１時30分閉会

平成26年３月７日(金)


